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学 内 諸 報

． ラ オ ス 大使 館駐 日 特 命 全 権 大 使 が 本 学 を
表 敬 訪 問

第45回大学祭 （ 5 月 24 日 ～28 日 ）

一一 2一一

』hラ オ ス 駐 日 特命全権大使 ト ンサイ ・ ボーディ サ ン氏
（右） と 握手する 時津学長 （左） ( 5 月 2 日 学長室）
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��司ミ』
（法 律）

0 著作権法及び万国著作権条約 の 実施 に 伴 う 著作権法
の 特 例 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法律 （56) （平成
1 2. 5 . 8 官報第2863号）

0 行政機関 の 職 員 の 定 員 に 関 す る 法律等 の 一部 を 改正
す る 法律 （70) （平成 1 2. 5. 1 9  官報号外第97号）

（省 令）

0 教員資格認定試験規程 の 一部 を 改正 す る 省令 （文部
46) （平成 1 2. 5 .  25  官報第2876号）

（告 示）

0 学校教育法施行規則 の 規定 によ ら な い で教育課程 を
編成で き る 場合 を 定 め る 件 （文部85) （平成 1 2. 5. 1 0  

官報第2865号）
0 教育課程 に 関 し 学校教 育法施行規則 の 規定 によ ら な

い 場合 に お け る 高等学校及 び 中 等教育学校 の 後期 課 程
の 全 課程 の 修 了 の 認定 に つ い て 定 め る 件 （同 86) （ 同
上 ）
0 教育課程 に 関 し 学校教育法施行規則 の 規定 によ ら な

い 場合 に お け る 盲学校， 聾学校 又 は養護学校 の 高 等 部
の 全 課 程 の 修 了 の 認定 に つ い て 定 め る 件 （同 87) （同

上）
0 平成 1 2 年度 に お け る 学芸員 の 資格認定 を 実施 す る 件

（同 88) （平成 1 2 . 5 . 1 5 官報号外第93号）

司司l��
富山大学学則の一部改正

1 富 山 大 学 に 学 内 共 同 教育研究施設 と し て ， 富 山 大学機器分析セ ン タ ー が 設置 さ れ る た め ， 所要事項 を 改 め る 。
2 富 山 大学教育学部附属教育実践研究指導セ ン タ ー が 富 山 大学教育学部附属教育実践総合セ ン タ ー に 改組 さ れ

る こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。

3 平成 1 2 年 度 か ら ， 工学部の 入学定員 及び第 3 年次編入学定員 が改訂さ れ る こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。

4 教育職員免許法等の 一部改正 に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大学学則 の 一 部 を 改正す る 学則 を 次 の と お り 制定す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学学則 の 一 部 を 改正す る 学 則

富 山 大学学則 （昭和59年 3 月 1 2 日 全部改正） の 一 部 を
次 の よ う に 改正 す る 。

第 9 条第 l 項 中 「水 素同位体科学研究セ ン タ ーjの下
に 「機器分析セ ン タ ーj を 加 え る 。

第 l l 条 中 「附属教 育実践研究指導 セ ン タ ー J を 「附属

富 山 大学長 時 津 貢

教育実践総合セ ン タ ー」 に 改 め る 。
第 1 5条第 2 項 中 「地域共 同研究セ ン タ ー ， 生涯学習教

育研究セ ン タ ー， 総合情報処理セ ン タ ー， 留学生セ ン タ ー
及び水 素 同 位体科学研究セ ン タ ー J を「学 内 共 同 教育研
究施設J に 改 め る 。

別表第 l を 次 のよ う に 改 め る 。
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別表第 1

学 部 学 科 等 入学定員 第3軌編入学定員 収容定員
人 文 学 科 65人 260人

国 際文化学科 50 200 
人文学部

言語文化学科 80 320 

計 1 95 780 

学校教育教員義成課程 1 00 400 

教育学部 生涯教育課程 40 1 60 

情報教育課程 30 1 20 

計 1 70 680 
経 済 学 科

昼間主コース 1 5 5  620 
夜間主コース 20 80 

経 営 学 科
昼間主コース 1 20 480 

経済学部
夜間主コース 20 80 

経 営 法 学 科
昼間主コース 1 00 400 
夜間主コース 20 80 

計 435 1 ,  740 
数 学 科 50 200 

物 理 学 科 40 1 60 

イじ � 一 科 35 1 40 

生 物 学 科 35 1 40 
理 学 部

地 球 科 学 科 40 160 
生物圏環境科学科 30 1 20  

各 学 科 共 通 1 0  2 0  

計 230 1 0  940 
電気電子システム工学科 88 352 

知能情報工学科 78 3 1 2  
極構知能システム工学科 88 352 

工 学 部
物質生命システム工学科 1 5 1  604 
各 学 科 共 通 30 60 

計 405 30 1 ,  680 
Z 口』 計 l,  435 40 5, 820 

備 考 経済学部の 「昼 間 主 コ ー ス 」 と は， 主 と し て 昼 間
に 授 業 を 行 う コ ー ス を ， 「夜 間 主 コ ー ス J と は ， 主
と し て 夜 間 に 授業 を 行 う コ ー ス を い う 。

別 表第 2 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別表第 2

学部名 学 科 等 名 免許状の種類 免許教科
人文学部 人文学科 中学校教諭一種免許状 社会

高等学校教諭一種免許状 地理歴史

高等学校教諭一種免許状 公民
国際文化学科 中学校教諭一種免許状 社会

高等学校教諭ー種免許状 地理歴史
言語文化学科 中学校教諭一種免許状 国語

中学校教諭一種免許状 英語
中学校教諭一種免許状 中国語
中学校教諭一種免許状 ド イ ツ語
高等学校教諭一種免許状 国語
高等学校教諭一種免許状 英語
高等学校教諭ー種免許状 中国語
高等学校教諭一種免許状 ド イ ツ語

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状

中学校教諭一種免許状 国語
中学校教諭一種免許状 社会
中学校教諭一種免許状 数学
中学校教諭一種免許状 理科
中学校教諭一種免許状 音楽
中学校教諭一種免許状 美術
中学校教諭一種免許状 保健体育
中学校教諭一種免許状 家庭
中学校教諭ー種免許状 英語
中学校教諭一種免許状 技術
高等学校教諭一種免許状 国語
高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 公民
高等学校教諭一種免許状 数学
高等学校教諭ー種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 音楽
高等学校教諭一種免許状 美術
高等学校教諭一種免許状 書道
高等学校教諭一種免許状 保健体育
高等学校教諭ー種免許状 家庭
高等学校教諭一種免許状 英語
養護学校教諭一種免許状

幼稚園教諭一種免許状

経済学部 経済学科 高等学校教諭一種免許状 公民
（昼間主コ ース ）
経済学科 高等学校教諭一種免許状 公民
（夜間主 コ ース ）
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経営学科 高等学校教諭一種免許状 商業
（昼間 主 コ ー ス ）
経営学科 高等学校教諭ー種免許状 商業
（夜間主 コ ース ）
経営法学科 高等学校教諭ー種免許状 公民
（昼間主 コ ース ）

経営法学科 高等学校教諭一種免許状 公民
（夜間主 コ ース ）

理 学 部 数学 科 中学校教諭一種免許状 数学
高等学校教諭一種免許状 数学

物理学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭ー種免許状 理科

化学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 理科

生物学科 中学校教諭ー種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 理科

地球科学科 中学校教諭ー種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 理科

生物圏環境科学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 理科

工 学 部 電気電子システム工学科 高等学校教諭一種免許状 工業
知能情報工学科 高等学校教諭一種免許状 工業
機械知能システム工学科 高等学校教諭一種免許状 工業
物質生命システム工学科 高等学校教諭ー種免許状 工業

附 則
1 こ の 学則は， 平 成 1 2年4月 1 日 か ら 施行す る 。
2 別表 1 に 定 め る 収容 定 員 は 平 成 1 2 年度 か ら 平成 1 4

年度まで は， 次 の と お り と す る 。

報

学 部 学 科 等
人 文 学 科
国 際文化学科

人文学部
言語文化学科
計

学校教育教員養成課程

教育学部
生 涯 教 育課程
情報教育課程

計
経 済 学 科

昼間主コース

夜間主コース

経 営 学 科
昼間主コース

経済学部
夜間主コース

経 営 法 学 科
昼間主コース

夜間主コース

計
数 学 科
物 理 学 科
イじ 学 科
生 物 学 科

理 学 部
地 球 科 学 科
生物園環境科学科

各学科共通（第1年編入学分）
計

電気電子システム工学科

知能情報工学科

機嫌知能システム工学科
工 学 部

物質生命システムI学科

各学科共通(13靴肩入学分）
計

メa 計

第425号

平成12年度 平成13年度 平成14年度
265人 260人 260人
200 200 200 
325 320 320 
790 780 780 
500 450 400 
80 120  160  
60 90 1 20 

640 660 680 

620 620 620 
80 80 80 

480 480 480 
80 80 80 

400 400 400 
80 80 80 

1,  740 1 ,  740 1 ,  740 
204 202 200 
1 64 1 6 2  160  
1 46 1 43 140 
1 46 1 43 1 40 
1 60 1 60  1 60 
120 1 20 120  
20 20 20 

960 950 940 
367 359 354 
330 322 3 1 4  

377 364 354 
620 6 1 2  608 

50 60 60 
1 ,  744 1 ,  7 1 7  1 ,690 
5,874 5, 847 5, 830 
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富山大学評議会規則の制定

ー 富 山 大 学評議会規 則の制定理 由 ー日

学校教育法等 の 一 部 を 改正す る 法律 （平成 1 1 年 5 月 28 日 法律第55号） に 基 づ き ， 所 要 事項 を 定 め る 。

富 山 大学評議会規 則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平成 1 2年 3 月 3 1 日

富 山 大学評議会規則

第 1 条 平成日年法律第55号 に よ り 富 山 大 学 （以下 「本
学J と い う 。 ） に 評議会 を 置 く 。

（組 織）
第 2 条 評議会 の 評議 員 は ， 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て

る 。

(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 附 属 図 書館長
(5） 学部 の 教 授 各 1 人
(6) 評議会 の 議 に 基 づ い て 学長が指 名 す る 教員 5 人

第 3 条 前条第 5 号 の 評議員 は ， 当 該学部 の 教授 の う ち
か ら 当 該教授会 が選 出 す る も の と す る 。

（任 命）
第4条 第 2 条第 2 号， 第4号， 第 5 号及び第 6 号 の 評

議 員 の 任命 に つ い て は， 学長が文部大臣 に 上 申 す る 。
（任 期 ）

第 5 条 第 2 条第 5 号 及 び第 6 号 の 評議員 の任期 は ， 2

年 と し ， そ の欠員 が 生 じ た 場 合 の 後任の 評議員 の 任期
は， 前任者 の残任期 間 と す る 。

2 前 項 の 評議員 は 再任 さ れ る こ と が で き る 。
3 第 l 項 の 評議員は， 任期が満了 し た 場合 に お い て も ，

新 た に 評議員が任命 さ れ る ま で は ， 同 項 の 規定 に か か
わ ら ず， 引 き 続 き そ の 職務 を 行 う 。

（権 限）
第 6 条 評議会 は ， 次 に 掲 げ る 事項 に つ い て審議 し ， 並

び に 教育公務 員 特例 法 の 規定 に よ り そ の 権 限 に 属 さ せ
ら れ た事項 を 行 う 。
(1) 教育研究 上 の 目 的 を 達成す る た め の 基本 的 な 計 画

に 関す る 事項
(2) 学則 そ の 他 重 要 な 規 則 の 制 定 又 は改廃 に 関 す る 事

項
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富 山 大学長 時 津 貢

(3) 予 算 の 見 積 り の 方針 に 関 す る 事項
(4) 学部， 学科そ の 他 の 重 要 な 組 織 の 設置 又 は廃 止 及

び学生 の 定 員 に 関 す る 事項
(5) 教 員 人 事 の 方針 に 関 す る 事項
(6) 教育課程の編成 に 関す る 方針 に 係 る 事項
(7) 学生 の 厚 生及び補導 に 関 す る 事項

(8) 学 生 の 入学， 卒業又 は課 程 の 修了そ の 他 そ の在籍
に 関 す る 方針及び学位 の 授 与 に 関 す る 方針に 係 る 事
項
(9) 教 育研究活動等 の 状況 に つ い て 本学が行 う 評価 に

関 す る 事項
(10) そ の他本学の運営 に 関 す る 重要事項

（会議 の 招 集 及 び議長）
第7条 学長は， 評議会 を 招 集 し ， そ の議長 と な る 。 学

長 に 事故あ る と き は， 学長の 指 名 す る 副学長が こ れ に
代わ る 。

（議事運営）
第 8 条 評議会は， 評議員 の 3 分 の 2 以 上 出 席 し な け れ

ば議事 を 開 く こ と が で き な い 。 議事 は， 出 席評議員 の
過半数 を も っ て 決す る 。 可 否 同 数 の と き は ， 議長 の 決
す る と こ ろ に よ る 。 た だ し ， 人事 に 関 す る 事項 は ， 3 

分 の 2 以 上 の 同 意 を 要 す る 。
第 9 条 議長は ， 必 要 に 応 じ 評議員以外 の 職 員 を 評議会

に 出 席 さ せ る こ と が で き る 。

第IO条 評議会 に 幹 事 1 人 を 置 く 。 幹事は， 事務局長を
も っ て こ れ に 充 て議長 の 指 示 に よ り 庶務 を処理す る 。

附 則

1 こ の 規則は， 平 成 1 2年4月 1 日 か ら 施行す る 。
2 富 山 大学評議会規則 （昭和28年 5 月 28 日 制定） は ，

廃止す る 。
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富山大学運営諮問会議規則の制定

富山大学運営諮問会議規則 の制定理 由

国 立学校設置法（昭和24年法律第 1 50号） 第7条 の 2 に 基 づ き ， 所要事項 を 定 め る 。

富 山 大 学運営諮問会議規則 を 次 の と お り 制定す る 。

平成 1 2 年 3 月 3 1 日

富山大学運営諮問会議規則

（趣 旨）
第 1 条 こ の 規 則 は ， 国 立学校設置法 （昭和24年法律第

1 5 0号） 第7条 の 2 の規定 に 基 づ き ， 富 山 大学運営諮

問 会議 （以下 「諮問 会議」 と い う 。 ） の 組織 及 び 運 営
の 方法 に つ い て 定 め る も の と す る 。

（任 務）
第 2 条 諮問会議は， 次 に 掲げ る 事項 に つ い て ， 学長 の

諮問 に 応 じ て 審議 し ， 及び学長 に 対 し て 助言文は勧告
を 行 う も の と す る 。
(1) 富 山 大学 （以下 「本学」 と い う 。 ） の教育研究 上 の

目 的 を達成す る た め の基本的な計画 に 関 す る 重要事項
(2) 本学の 教 育研究活動等 の 状況 に つ い て 本学が行 う

評価 に 関 す る 重 要事項
(3) そ の 他本学の運営 に 関 す る 重 要事項

（組 織）
第 3 条 諮問会議は， 本 学 の 職 員 以 外 の 者 で 大学 に 関 し

広 く か っ 高 い 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら ， 学長 が選考
す る 1 0人 以 内 の 委員 を も っ て組織す る 。

（任 期）
第4条 諮問会議の 委員 の任期 は， 2 年 と す る 。 た だ し ，

再任を妨げな い。
2 前 項 の 委 員 に欠員 を 生 じ た 場合 の 後任 の 委 員 の任期

富 山 大学長 時 津 貢

は， 前任者 の残任期 間 と す る 。
（会長及び副会長）

第 5 条 諮問会議 に 会長及び副会長 を 置 き ， それぞれ委
員 が互選す る 。

2 会 長 は ， 諮問会議の会務 を 総 括 す る 。
3 副会長は， 会長を補佐 し ， 会 長 に 事故 あ る と き はそ

の 職 務 を 代行 す る 。

（運 営）
第 6 条 諮問会議は， 会長が招集す る 。
2 諮問会議は， 委 員 の 過半数 が 出 席 し な け れば， 議事

を 開 き ， 議決す る こ と は で き な い 。

3 諮問会議の議事は， 出 席 し た 委 員 の 過半数 を も っ て
決 し ， 可否同 数 の と き は， 会長の決す る と こ ろ による。

（委員以外 の 者 の 出 席）
第7条 諮問会議は， 必要 と 認 め る と き は， 委員以 外 の

者 の 出 席 を 求 め ， 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。

（庶 務）
第 8 条 諮問会議の庶務 は ， 総務部総務課 に お い て処理

す る 。
（雑 則）

第 9 条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か， 諮問会議の運営
に 関 し 必要 な 事 項 は ， 諮問会議が定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年4月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学副学長に関する規則の制定

富山大学副学長 に関す る 規則 の制定理 由

国 立 学校設置法施行規 則 の 一部改正 （平成 1 2年 3 月 3 1 日 文部 省 令 第 2 7号） に よ り ， 富 山 大 学 に 副 学長 が 設置 さ

富 山 大学副学長 に 関 す る 規則 を 次 の と お り 制定 す る 。

平成 1 2年 3 月 3 1 日

富 山 大学長 時 湾 貢

- 7-
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富 山 大学副学長 に関す る 規則

（趣 旨 ）
第 1 条 こ の 規則は， 富 山 大学副学長 （以下 「副学長J

と い う 。 ） の 職務， 選考等 に 関 し 必 要 な 事項 を 定 め る 。
（設 置）

第 2 条 本学に， 副学長 2 人 を 置 く 。
（任 務）

第 3 条 副学長 は， 本 学 の 教 育 ・ 研究及び管理運 営 に 関
し ， 学長が指示す る 事項 に つ い て 企画 ・ 立案 し ， 全学
的 立 場 か ら 学長 を補佐す る こ と を 任務 と す る 。

2 副学長は， 別 に 定 め る と こ ろ によ り ． 全 学委 員 会 の
委 員 に な り ， そ の 委員長等 を 務 め る 。

（選 考）

第4条 副学長の選考 は ， 学長が行 う 。
2 学長は， 前 項 の 選 考 を 行 う に 際 し て は． 部局長及び

部局長が推薦 す る 本学の 専任教授 の う ち か ら 副学長候
補者 を 指 名 し， そ の 者 に つ き ， 評議会 の 承 認 を 得 る も

報 第425号

の と す る 。
3 副学長 は， 学部長， 附 属 図 書館長並び に 富 山 大学評

議会規則第 2 条第 5 号 及 び第 6 号 に 規定す る 評議員 を
兼ね る こ と は で き な い 。

（任 期）
第 5 条 副学長 の任期 は 2 年 と し ， 再 任 を 妨げな い 。
2 副学長が欠員 と な っ た 場合 後任の副学長の任期 は，

前任者 の残任期 間 と す る 。

3 前 2 項 の 任期 は， 当 該副学長 を 選 考 し た 学長の任期
の 範 囲 内 と す る 。

（雑 則）
第 6 条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か， 副学長 に 関 し 必

要 な 事項は， 学長が別 に 定 め る 。
附 則

1 こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年4月 1 日 か ら 施行 す る 。
2 こ の 規則 の 施行後最初 に 選考 さ れ る 副学長の任期 は，

第 5 条第 l 項 の 規定 に か か わ ら ず， 平 成 1 3年 6 月 1 2 日
ま で と す る 。

富山大学部局長会議規則の一部改正

富 山 大学部局長会議規則の改正理由

1 国 立学校 設 置 法 施 行 規 則 の 一 部改 正 （平成 1 2年 3 月 3 1 日 文 部 省 令 第 27号） に よ り 本 学 に 副学長が設置 さ れ
る こ と に 伴 い ， 委 員 会 組 織 の 見直 し を 図 り ， 所要事項 を 改 め る 。

2 国 立 学校 及 び 国 立 短 期 大 学 の 事 務 局 等 の 部， 課 及 び室 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 4 2 年 文 部 省訓令第20号） の 一部 改
正 に よ り ， 本学の事務組織が再編 さ れ る こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大学部局長会議規則 の 一部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平 成 1 2 年 3 月 3 1 日

富 山 大学部局長会議規則 の 一部 を 改正 す る 規則

富 山 大 学部局長会議規則 （平成 1 1 年 9 月 1 7 日 制定） の
一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 2 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（組 織）

第 2 条 会議は， 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 を も っ て 組織 す る 。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 附 属 図 書館長

(5) 事務局長

- 8-
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第 6 条 中 I庶務部庶務課」 を 「総 務 部 総務課J に 改 め
る 。

附 則
こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 3 月 3 1 日 か ら 施行 す る 。
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富山大学大学教育委員会規則の制定

富山 大学大学教育 委 員 会 規 則 の制定理 由 ー・

全学委員 会 の 整理統合 に よ り ， 合理的 ・ 能 率 的 な 審 議を図 る た め ， 所要事項を定め る 。

富山大学大学教育委員会規則を次 の と お り 制定す る 。

平成12年 3 月 31 日

富 山 大学大学教育 委 員 会規則

（設 置）
第 1 条 富山大 学 に 、 大学教育 に 関 し 全学 に 共 通 す る 事

項を審 議 す る ため 、 富山大 学 大 学 教 育 委 員 会 （ 以 下
「委員会J と い う 。 ） を置 く 。

（審議事項）
第2条 委 員会 は 、 次 の 各号 に 掲げ る 事項を審議す る 。
(1) 大学教育 の 基 本 方針 に 関 す る こ と 。
(2) 大学教 育 の 実施計画 に 関 す る こ と 。

(3) 入学者選 抜 の 基本方針 に 関す る こ と 。
(4) 教職 に 関 す る 専 門 科 目 の 履 修 （教育学部学 生 に 係

る も の は 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。

(5) 教養教育副実施機構 長 の 推薦 に 関 す る こ と 。
(6) そ の 他大学教育 に 関 す る 重要事項

（組 織）
第 3 条 委 員 会 は ，次 の 各 号 に 掲 げ る 委 員 を も っ て 組 織

す る 。
(1) 学長
(2) 副学長 （ う ち 1 人を機構長 と す る 。 ）
(3) 学部長
(4) 教養教育副実施機構長
(5) 学部教務 委 員 会 委 員 長
(6) 専 門委員会 （教養教育実施機構専門委員会を含む。 ）

委 員 長

(7) 生 涯 学 習 教 育研究セ ン タ 一 長
(8) 総合情報処理セ ン タ 一 長
(9) 留学生セ ン タ ー 長
(10) 附 属 図 書 館 長

（委員長）

富山大学長 時 津 貢

第 4 条 委 員 会 に 委員 長を置き、 学長をも っ て充てる。

2 委 員 長 は、 委 員 会を招集 し 、 そ の 議長 と な る 。
3 委 員 長 に 事故 あ る と きは、 委 員 長 が あ ら か じ め 指 名

し た副学長が そ の 職務を代行す る 。
（議 事）

第 5 条 委 員 会 は、 委 員 の 3 分 の2以 上 が出席 し な け れ
ば 開 会 できな い 。

2 議事は、 出席委 員 の 過 半 数を も っ て 決 し 、 可否同 数
の と きは、 議 長 の 決す る と とろ に よる 。

（意見 の聴取）
第 6 条 委 員 会 が必 要 と 認 め た と きは、 委 員 以外 の 者 の

出席を求 め て 意 見を聴 く こ と か できる 。

（教養教育実施機構）
第 7 条 富山大 学 の 4 年一貫教育 に お け る 教 養 教育を円

滑 に 実施 す る ため 、 教養教育実施機構を置 く 。
2 教養教育実施機構 に 関 し 必要 な 事項は、 別 に定め る 。

（専門委員会）
第8条 委 員 会 に 、 必要 に 応 じ て 専 門委員会を置 く こ と

が でき る 。
2 専 門 委員会 に 関 し 必要 な 事項は、 別 に定め る 。

（庶 務）
第 9 条 委 員 会 の 庶務 は、 学生部学生 課 に お い て 処 理 す
る 。

（雑 則）
第10条 こ の 規 則 に 定め る も の の ほ か、 委 員 会 の 運営 に

関 し 必 要 な 事 項 は、 委員会が定め る 。

附 則

こ の 規 則 は、 平 成12年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

-9ー
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富山大学教養教育実施機構規則の制定

ー 富 山 大学教養教育実施機繕規則 の制定理 由 ……

全学委員会の整理統合により， 合理的・能率的な審議を図るため， 所要事項を定める。

富山大学教養教育実施機構規則を次のとおり制定する。

平成12年3月31日

富 山 大学教養教育実施機梅規則

（趣 旨）
第1条 富山大学大学教育委員会規則第7条第2項に基

づく富山大学教養教育実施機構（以下「実施機構」と
いう。）に関する事項について定める。
（部会， 分科会及び教科部）

第2条 実施機構に， 専門分野別事項を担当するため次
の部会を置く。

部 会 名 担 当 事 項
(1）人文科学系部会 ①主題， 開設授業料目及び授業時
(2）社会科学系部会 数の設定
(3）自然科学系部会 ②授業担当教員（非常勤講師を含
(4）外国語系部会 む。）の選定
(5）保健体育系部会 ③講義要録の取りまとめ
(6）情報処理教育部会 ④授業時間割の作成
(7）言語表現教育部会 ⑤その他教育課程に関する事項
(8）総合科目部会

2 部会は， 当該部会に係る次条に規定する各分科会を
代表する者若干人をもって構成する。

3 前項の部会の委員の任期は， 2年とする。
4 部会に部会長を置き 委員のE選によって定める。
第3条 部会に， 別表に定める分科会及び教科部を置く。
2 分科会は， 各教科部から選出された委員各若干人を

もって構成する。
3 前項の分科会の委員の任期は， 2年とする。
4 各分科会に分科会長を置き 委員の互選によって定

める。
第4条 全学の教員は， 第2条（1）から（5）までの部会の教

科部のいずれかに所属するものとする。
2 全学の教員は前項に規定するもののほか， 情報処理

教科部， 言語表現教科部及び総合科目教科部に重ねて
所属することができる。

-10-
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（教養教育実施機構長及び副実施機構長）
第5条 実施機構に， 教養教育実施機構長（以下「機構

長Jという。）及び教養教育副実施機構長（以下「副
機構長」という。）を置く。

2 機構長は， 副学長のうち学長が指名することとし，
教養教育の実施全般について総括する。

3 副機構長は， 本学の専任の教授のうちから， 富山大
学大学教育委員会の推薦に基づき， 学長が任命するも
のとし， 機構長を補佐する。

4 高lj機構長の任期は， 2年とする。 ただし， 再任を妨
げない。

5 副機構長に欠員が生じた場合の補欠の副機構長の任
期は， 前任者の残任期間とする。
（教養教育運営協議会及び所管事項）

第6条 実施機構に， 教養教育運営協議会（以下「運営
協議会Jという。）を置き 次に掲げる事項を所管す
る。
(1) 教養教育の組織， 立案・実施に関する事項
(2) 教養教育に係る諸規則等の制定・改廃に関する事項
(3) 教養教育に係る予算に関する事項
(4) 教養教育に係る自己点検・評価に関する事項
(5) その他教養教育の実施に係る重要な事項
（組 織）

第7条 運営協議会は， 次の各号に掲げる者をもって組
織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学部教務委員会委員長
(4) 第11条第1項に定める専門委員会委員長
(5) 第2条第4項に定める部会長
(6） 運営協議会が必要と認める者 若干人
（委員長）

第8条 運営協議会に委員長を置き， 機構長をもって充
てる。

2 委員長は， 委員会を招集し， その議長となる。 ただ
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し， 委員長に事故あるときは， 副機構長がその職務を 別 表
代行する。
（議 事）

第9条 運営協議会は， 委員の3分の2以上の出席によ
り成立する。

2 議事は， 出席委員の過半数をもって決し， 可否同数
のときは， 議長の決するところによる。
（意見の聴取）

第10条 委員会が必要と認めたときは， 委員以外の者の
出席を求めて意見を聴くことができる。
（専門委員会）

第ll条 実施機構に， 専門的事項を担当するため次の専
門委員会を置く。
教養教育企画専門委員会
教養教育実施専門委員会

2 前項の各専門委員会に委員長を置き， 委員の互選に
よって定める。

3 専門委員会に関する事項は， 別に定める。
（庶 務）

第12条 委員会の庶務は， 学生部学生課において処理す
る。
（雑 則）

策13条 この規則に定めるもののほか， 必要な事項は，
運営協議会が定める。

附 則
この規則は， 平成12年4月1日から施行する。

部 会名 分 科 会名 教 科 部名

(1）人文科学系部会 ア思想 と倫理分科会 思想 と倫理教科部

イこころの科学分科会 こころの科学教科部

ウ現代 と教育分科会 現代 と 教育教科部

エ歴史の世界分科会 歴史の世界教科部

オ文学の世界分科会 文学の世界教科部

カ言語 と文化分科会 言語 と 分科教科部

キ芸術の世界分科会 芸術の世界教科部

(2）社会科学系部会 ア社会理論 と現代分科会 社会理論 と 現代教科部

イ 法 と政治分科会 法 と政治教科部

ウ産業 と経済分科会 産業 と 経済教科部

エ地域 と 生活分科会 地域 と 生 活教科部

(3）自然料学系部会 ア地球 と 環境分科会 地 球 と 環境教科部

イ生命の世界分科会 生 命の世界教科部

ウ自然の構造分科会 自然の構造教科部

ヱ数理の世界分科会 数理の世界教科部

オ技術の世界分科会 技術の世界教科部

カ生活の科学分科会 生活の科学教科部

キ情報の科学分科会 情報の科学教科部

(4）外国語系部会 ア外国語第l分科会 外国語第li教科部

イ外国語第2分科会 外国語第2教科部

(5）保健体 育系部会 健康 ・ スポーツ科学分科会 健康 ・ スポーツ科学教科部

(6）情報処理教育部会 情報処理分科会 情報処理教科部

(7）言語表現教育部会 言語表現分科会 言語表現教料部

(8）総合科目部会 総合科目分科会 総合科目教科部

富山大学総務委員会規則の制定

富山大学総務委員 会規則 の制定理由

全学委員会の整理統合により， 合理的・能率的な審議を図るため， 所要事項を定める。

富山大学総務委員会規則を次のとおり制定する。

平成12年3月31日

富 山 大学総務 委員会規則

（設 置）
第1条 富山大学（以下「本学jという。）に， 富山大

学総務委員会（以下「委員会Jという。）を置く。
（所掌事項）

第2条 委員会は， 次の各号に掲げる事項を所掌する。

富山大学長 時 津 貢

(1) 構内交通対策に関する事項
(2) 本学の教官等の発明に係る権利の帰属に関する事項
(3) 黒田講堂の運営に関する事項
(4) 本学職員のレクリエーション活動に関する事項
(5) その他他の全学委員会に属さない事項
（組 織）

第3条 委員会は， 次の各号に掲げる委員をもって組織
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す る 。
(1) 副 学 長 の う ち 学長が指名 し た 者
(2) 評議会か ら 選 出 さ れ た 評議員 1 人
(3） 学部か ら 選 出 さ れ た 教員 各 2 人
(4) 事務局長

（任 期 ）

学

第 4 条 前条第 3 号 の 委 員 の 任期 は 2 年 と し ， 再任 を 妨
げ な い 。 た だ し ， 欠員 を 生 じ た 場 合 の 後任 の 委 員 の 任
期 は， 前任者 の残任期 間 と す る 。

（委員長）
第 5 条 委員会 に 委員 長 を 置 き ， 副学長 をもっ て 充 て る 。
2 委員長は， 委員会 を 招集 し そ の 議長 と な る 。 た だ し ，

委 員 長 に 事故あ る と き は， 委 員 長 が あ ら か じ め 指 名 し
た 委 員 が そ の 職務 を 代行 す る 。

（議 事）
第 6 条 委 員 会 は ， 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 会

で き な い 。
2 議事は， 出 席 委 員 の 過 半 数 をもっ て決す る 。 た だ し ，

可否同 数 の と き は， 議 長 が こ れ を 決 す る 。

報 第425号

（幹 事）
第7条 委 員 会 に 幹事 を 置 き ， 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充

て る 。
( 1) 総務部長
(2) 経理部長
(3) 施設課長
(4) 学生部長

2 幹 事 は 委 員 会 に 列 席 し ， 委 員 長 の 指 示 に よ り 意見 を
述べる こ と が で き る 。

（意見 の聴取）
第 8 条 委員会が必要 と 認め た と き は ， 委員以外 の 者 の

出 席 を 求 め て意 見 を 聴 く こ と がで き る 。

（庶 務）
第 9 条 委 員 会 の庶務 は ， 委 員 会 の 所掌事項 に よ り ， 総

務部及び経理部 に お い て 処理す る 。
（雑 則）

第 1 0条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か ， 委 員 会 の 運 営 に
必要な事項は別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は ， 平成 1 2年4月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学広報委員会規則の制定

富山大学広報委員 会規則 の制定理 由

全学委員会の 整理統合 に よ り ， 合 理 的 ・ 能 率 的 な 審 議 を 図 る た め ， 所要事項 を 定 め る 。

富 山大学広報委員会規則 を 次 の と お り 制定 す る 。

平成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学広報委員会規則

（設 置）
第 l 条 富 山大学 （以下 「本学」 と い う 。 ） に ， 富 山大

学広 報委員会 （以下 「委員会J と い う 。 ） を 置 く 。
（任 務）

第 2 条 委 員 会 の 任 務 は ， 本学 の広報及び情報 の 公 開 に
関 す る 次 の 各号 に 掲 げ る 事 項 の 実 施 に当た る 。
(1 ） 広報 に 関 す る 基 本 的 方策 に 関 す る こ と 。
(2) 情報 ・ 通信 シ ス テ ム を 利 用 し て行 う 広 報 に 関 す る

こ と 。

(3) 情 報 の 公 開 に 関 す る 基本的方策 に 関 す る こ と 。
(4) そ の 他 委 員 会 が必 要 と 認め る 広 報 活 動 及 び情報の

公 開 に 関 す る こ と 。

-12-

（組 織）

富 山大学長 時 津 貢

第 3 条 委 員 会 は ， 次 の 各号 に 掲 げ る 委員 を もっ て 組織
す る 。
( 1) 副 学 長 の う ち 学長 が 指 名 し た 者
(2) 評議会か ら 選 出 さ れ た 評議員 2 人
(3) 附 属 図 書館長
(4） 学部か ら 選 出 さ れ た 教 員 各 l 人

(5) 学 内 共 同 教育研究施設及び保健管理セ ン タ ー か ら
選 出 さ れ た 教 員 各 1 人

(6) 総務部長， 経理部長及び学生部長
（任 期）

第 4 条 前条第 4 号 及 び第 5 号 の 委 員 の 任 期 は， 2 年 と
し ， 再任 を 妨げ な い 。 た だ し ， 欠員 が 生 じ た 場 合 の 後
任 の 委 員 の 任 期 は ， 前任者 の残任期 間 と す る 。
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（委員長）

第 5 条 委員会 に 委員 長 を 置 き ， 副学長をもっ て 充て る 。
2 委 員 長 は ， 委 員会 を 招 集 し ， そ の 議長 と な る 。 た だ

し ， 委 員 長 に 事故あ る と き は， 委 員 長 が あ ら か じ め 指
名 し た 委 員 が そ の職務 を 代行 す る 。

（議 事）
第 6 条 委 員 会 は ． 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 会

で き な い 。
2 議事は， 出 席 委 員 の 過 半 数 をもっ て決す る 。 た だ し ，

可 否 同 数 の と き は， 議長が こ れ を 決 す る 。
（意見 の 聴取）

第7条 委 員 会 が必要 と 認 め た と き は， 委 員 以外 の 者 の
出 席 を 求 め て， 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。

報 第425号

（ 専門委 員 会）
第 8 条 委 員 会 に ， 専門的事項 を 調 査審議す る た め ， 必

要 に 応 じ て 専門委 員会 を 置 く 。
2 専門委員会 に 関 し 必要な事項は， 別 に 定 め る 。

（雑 則）
第 9 条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か ， 委 員 会 の 運営 に

関 し 必 要 な 事 項 は ， 委 員 会 が定 め る 。

（庶 務）
第 1 0条 委 員 会 の庶務は． 総務部企画 室 に お い て処 理 す

る 。
附 則

こ の 規 則 は ， 平成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富山大学自己点検評価規則の一部改正

富 山 大 学 自 己点検評価規則の 改正理 由

各種委員 会 の 整理統合 に 伴 い ， 組織 の 見直 し を 図 り ， 所要事項 を 改 め る と と も に ， 字 句 の 整備 を 行 う 。

富 山大学 自 己点検評価規則 の 一 部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富 山 大 学 自 己点検評価規 則 の 一部 を 改正 す る 規 則

富 山大学 自 己 点検評価規則 （平成 4 年 9 月 1 1 日 制 定）
の 一 部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 3 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 3 条 全学委 員 会 は 次 の 各号 に 掲げ る 者 を も っ て 組

織す る 。

(1) 附 属 図 書館 長
(2) 学部長

(3） 評議員 各 学部 l 人
(4) 地域共 同研究セ ン タ ー 長
(5) 生 涯 学習 教育研究セ ン タ ー 長
(6) 総合情報処理セ ン ター長
(7) 留学生セ ン タ ー 長
(8) 水 素 同 位体科学研究セ ン タ ー 長
(9) 機器分析セ ン タ ー 長
(10) 保健管理セ ン タ一所長

(11) 放射性 同 位 元 素 総合実験室長
(12) 低温液化室長
(13) 水質保全セ ン タ ー 長
凶 自 然観察実習セ ン タ ー 長

富 山大学長 時 津 貢

同 環 日 本海地域研究セ ン タ ー 長
同 事務 局 長

第 4 条第 1 項中 「学長J を 「附属図 書館長」 に 改 め る 。
第7条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第7条 点検評価 を 行 う 学部等 （以下 「実施部局」 と い
う 。 ） は ， 次 の と お り と す る 。

(1) 各学部 （各大学院研究科 を 含 む。 ）
(2) 附 属 図 書館
(3) 地域共 同研究セ ン タ ー
(4) 生涯学習 教育研究セ ン タ ー
(5) 総合情報処理セ ン タ ー
(6) 留学生セ ン タ ー
(7) 水 素 同 位体科学研究セ ン タ ー
(8) 機器分析セ ン タ ー
(9) 保健管理セ ン タ ー
（帥 放射性 同 位 元 素 総合実験室
(11) 低温液化室
同 水質 保 全 セ ン タ ー
(13) 自 然観察実 習 セ ン タ ー
(14) 環 日 本 海地 域研究セ ン タ ー
第 1 4条中 「庶務部企画室J を 「総務部企画室」 に 改 め

-1 3ー
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る 。

附 則
こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年4月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学国際交流委員会規則の一部改正

富 山 大学国際交流委 員 会 規 則 の 改 正 理 由

1 国 立学 校 設 置 法 施 行 規 則 の一部 改 正 によ り ， 本 学 に 副学長 が 設 置され る こ と に 伴 い ， 委 員会組織 の 見 直 し を
図 り ， 所要事項 を 改 め る 。

2 国 立 学校 及 び 国 立 短 期 大 学 の 事務 局 等 の 部， 課 及 び室 に 関 す る 訓令 の 一 部 改 正 に よ り ． 本 学 の 事 務 組織 の 再
編 に 伴 い ， 所要事項 を 改め る 。

3 そ の 他字句 の 修 正 を 行 う 。

富 山 大 学国 際交流委員会規則 の 一 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。

平成 1 2年 3 月 3 1 日

富 山 大学園際交流委 員 会 規則 の 一部 を 改正 す る 規則

富 山 大 学国 際交流委員会規則 （昭和59年 2 月 1 7 日 制定）
の 一 部 を 次 のよ う に 改 正 す る 。

第 3 条 を 次 のよ う に 改 め る 。
（組 織）

第 3 条 委員会は， 次 の 各 号 に 掲げ る 委員 を も っ て 組織
す る 。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 評議会か ら 選出さ れ た 評 議 員 1人
(5）学部か ら 選出され た 教員 各 2 人

(6) 附 属 図 書館長

富 山 大学長 時 津 貢

(7) 留学生セ ン タ ー の セ ン タ ー 長及び副セ ン タ ー 長

(8）事務 局 長
第 4 条 中 「前条第 l 項第 3 号」 を 「前条第 5 号」 に ，

「補欠J を 「後任」 に 改 め る 。

第 7 条 中 「委員 長j を 「委員会」 に 改め る 。
第 9 条 中 「庶務 部長J を 「総 務 部 長 J に ， 「学生部次

長J を 「学生部長J に 改 め る 。

第 1 0条 中 「庶務 部庶務課」 を 「総務部研究協 力謀J に
改 め る 。

附 則
こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年4月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学安全管理委員会規則の制定

富 山 大学安全管理 委 員会規則 の制定理 由

全学委員会の整理統合 によ り ， 合理 的 ・ 能率的 な 審議 を 図 る た め ， 所要事項 を 定 め る 。

富 山 大 学安全管理委 員会規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2 年 3 月 3 1 日

富 山 大学安全管理委員 会規則

（設 置）
第 1 条 富 山 大 学 （以下 「本学J と い う 。 ） に ， 本 学 に
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富 山 大学長 時 津 貢

おける 教育研究 に 伴 う 安全確保， 災害及び環境汚染の
防止並び に災害発生 時 の 対策 の管理 （以下 「安全管理J
と い う 。 ） を 図 る た め ， 富 山 大 学安 全 管 理 委 員 会 （以
下 「委 員会」 と い う 。 ） を 置 く 。
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（審議事項）
第 2 条 委員会は， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事項 を 審議す る 。

(1) 組換 え D N A 等 生命 科 学 の 実 験 の 安全管理 に 関 す
る こ と 。

(2) 実験廃液・有害化学物質 ・ 有 害実験廃棄物 ・ 実験
室 を 含 む大気環境等の安全管理 に 関す る こ と 。

(3) 放射性 同 位 元 素 ・ 核燃料物資等 の安全管理 に 関 す
る こ と 。

(4) 防災に 関す る こ と 。
(5) そ の 他安全管理 に 関 し 必 要 な事項

（組 織）
第 3 条 委員会は， 次 の 各号 に 掲 げ る 委員 を も っ て 組織

す る 。
( 1 ) 副学長の う ち 学長が指名 し た 者

(2）評議員 各 学部 1 人
(3）学部か ら 選出され た 教 員 各 1 人
(4) 水 素 同 位体科学研究セ ン タ ー 教員 1 人

(5) 保健管理 セ ン タ 一所長
(6) 放射性 同 位元 素 総合実験室長
(7) 水 質保全セ ン タ ー 長
(8) 事務局長

（任 期）
第 4 条 前条第 3 号及び第 4 号 の 委 員 の 任 期 は＇ 2 年 と

し ， 再任 を 妨げ な い 。 た だ し ， 欠員 を 生 じ た 場 合 の 後
任 の 委 員 の 任 期 は ， 前任者 の 残任 期 間 とす る 。

報 第425号

（委員長）
第 5 条 委員会に 委員 長 を 置 き ， 副学長 を も っ て充 て る 。
2 委 員 長 は ， 委 員 会 を 招 集 し ， そ の 議長 と な る 。 た だ

し ， 委 員 長 に 事故 あ る と き は， 委 員 長 が あ ら か じ め 指
名 し た 委 員 が そ の 職 務 を 代行す る 。

（議 事）
第 6 条 委員会は， 委 員 の 過 半 数 が出席 し なければ開会

で き な い 。
2 議 事 は ， 出席委 員 の 過半 数 を も っ て 決 し ， 可否同 数

の と きは， 議 長 の 決す る と こ ろ によ る 。
（意見 の聴取）

第 7 条 委 員会が必要 と 認め た と き は， 委 員 以 外 の 者 の
出席 を 求 め て意見 を 聴 く こ と がで き る 。

（ 専 門 委 員会）
第 8 条 委員会 に ， 専 門 委員会を 置 く 。
2 専 門 委 員会 に 関 し 必要な事項は， 別 に 定 め る 。

（庶 務）
第 9 条 委 員会の庶務 は 委員会の所掌事項 によ り 総務

部， 経理部及び施設課 に お い て処理す る 。
（雑 則）

第 1 0条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か， 委 員会の運営 に
関 し 必 要 な 事 項 は ， 委員会が定め る 。

附 則
こ の 規 則 は ， 平成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富山大学施設整備委員会規則の一部改正

富山 大学施設整備委員 会規則の改正理由

1 各種委員会の整理統合及び国立学校設置法施行規則 の 一部改正 （平成 1 2 年 3 月 3 1 日 文 部省令第2 1 号） に よ り ，
富 山 大 学 に 副 学 長 が設置され る こ と に 伴 い ， 組織 の 見 直 し を 図 り ， 所要事項 を 改 め る 。

2 字 句 の 整備 を 行 う 。

富 山 大学施設整備委員会規 則 の 一 部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学施設整備委 員会規則 の 一 部 を 改正 す る 規則

富 山 大学施設整備委員会規則 （昭和45年 2 月 1 6 日 制定）
の 一 部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 3 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 3 条 委員会は， 次 の 各 号 に 掲 げ る 委員 を も っ て 組織

す る 。

富 山 大学長 時 津

( 1 ) 学長
(2)  副学長
(3) 学部長
(4） 学部か ら 選出され た 教 授 各 1 人
(5) 附 属 図 書館長
(6) 地 域 共 同 研究セ ン タ ー 長
(7) 生 涯 学 習 教 育研究セ ン タ 一長
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(8) 総合情報処 理センタ ー 長
(9) 留学生セ ン タ ー 長

（ω 水 素 同 位体科学研究セ ン タ ー 長
制 機器分析セ ン タ ー 長
(12) 保健管理セ ン タ 一所長
(13) 事務局長

(14) 総務部長， 経理部長及び学生部長

報 第425号

(15) 施設課長
2 学長は． 関係事項 の 審議 に 関 し ， 必 要 と 認 め た と き

は ， 本学職員 を 臨時 の 委 員 に 命ず る こ と がで き る 。
第 4 条 中 「前条第l項第 3 号Jを 「前条第l項第 4 号J

に ， 「補欠J を 「後任J に 改 め る 。
附 則

乙の 規 則 は ， 平成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学学生生活委員会規則の制定

富 山 大 学 学 生 生 活 委 員会規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学学生生活委員会規則

（設 置）
第1条 富 山 大 学 に ， 富 山 大 学 学 生 生 活 委 員 会 （ 以 下
「委員会」 と い う 。 ） を 置 く 。

（ 目 的）
第 2 条 委員会は， 学 生 の 生活指導及び福利厚生等 に 関

す る 重要事項 を 審議 し ， 必 要 に 応 じ て指 導 及 び学部問
の 連 絡 調 整 を 行 う 。

（組 織）
第 3 条 委員会は， 次 の 各号 に 掲げ る 委員 を も っ て 組織

す る 。
(1) 副学長 の う ち 学長 が指名 し た 者
(2) 評議会か ら 選出され た 評 議員 2 人
(3）学 部 の 学 生 生 活 委 員会委員 各 3 人
(4) 学生部長

（任 期）
第 4 条 前条第 3 号 の 委 員 の 任 期 は ， 2 年 と し ， 再 任 を

妨げな い 。 た だ し ， 欠員 を 生 じ た 場合 の 後任 の 委 員 の
任 期 は ， 前任者の残任 期 間 と す る 。

（委員長）
第 5 条 委員会に 委員 長 を 置 き ， 副学長 を も っ て 充 て る 。
2 委 員 長 は ， 委員会を 招集 し ， そ の 議長 と な る 。 た だ
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し ， 委 員 長 に 事故あ る と き は， 委 員 長 が あ ら か じ め 指
名 し た 委 員 がそ の 職 務 を 代行 す る 。

（議 事）
第 6 条 委 員会は， 委 員 の 過 半 数 が出席 し なけれ ば 開 会

す る こ と がで き な い 。
2 議事は， 出席委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し ， 可否同 数

の と き は， 議 長 の 決す る と こ ろ によ る 。
（意見 の聴取）

第 7 条 委 員会が必要 と 認 め た と き は ， 委員以外 の 者 の
出席 を 求 め て意見 を 聴 く こ と が で き る 。

（部 会）
第 8 条 委 員 会 に ， 次 の 部会 を 置 く 。
(1) 課外活動部会
(2) 福 利 厚 生 部会

2 部会に 関 し 必要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。
（庶 務）

第 9 条 委員会の庶務は 学生部学生課 に お い て 処理す
る 。

（雑 則）
第 1 0条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か ， 委員会の運営 に

関 し 必要な事項は， 委 員 会が定 め る 。
附 則

こ の 規 則 は ， 平成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。
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富山大学入学試験実施委員会規則の制定

富 山 大 学入学試験実施委 員 会規則 の制定理由 … 
全学委員会等 の 整理統合 に よ り 教 職 員 の 委 員会業務 へ の 参加 に 伴 う 負担 の軽減及 び合 理 的 ・ 能率的 な 審 議 を

図 る た め ， 所要事項 を 定 め る 。 ： 

富 山 大学入学試験実施委員会規則 を 次 の と お り 制定す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学入学試験実施委 員 会規則

（設 置）
第 l 条 富 山 大 学 の 入学者選 抜 に 関 し ， 大学教育 を 受け

る に ふさわ し い 能 力 ・ 適 性等 を 多面 的 に 判 定 し ， 公正
か つ 妥当 な 方 法 で 実施す る た め ， 富 山 大学入学試験実
施委員会 （以下 「委員会」 と い う 。 ） を 置 く 。

（審議事項）

第 2 条 委員会は ， 次 の 各号 に 掲 げ る 事 項 を 審 議 す る 。
(1)  入学者選抜 に 係 る 試験 の 実施 に 関 す る こ と 。
(2) 学生募集要項 に 関 す る こ と 。
(3) 大学入試セ ン タ ー 試 験 の 実施 に 関 す る こ と 。
(4) そ の 他入学者選抜 に 関 し 必要 な 事項

（組 織）
第 3 条 委員会は， 次 の 各 号 に 掲 げ る 委員 を も っ て 組織

す る 。
(1) 副学長 の う ち 学長 が 指 名 し た 者
(2) 評議会か ら 選出され た 評 議 員 1人
(3） 学部か ら 選出され た 教 員 各 2 人
(4) 保健管理セ ン タ 一所 長

(5) 総合情報処理セ ン タ ー 長
（任 期）

第 4 条 前条第 3 号 の 委 員 の 任期 は， 2 年 と し ， 再任 を
妨げな い 。 た だ し ， 欠員 を 生 じ た 場 合 の 後 任 の 委 員 の
任 期 は， 前 任 者 の 残任期 間 と す る 。

（委員長）
第 5 条 委員会に 委員長 を 置き， 副学長 を も っ て 充 て る 。
2 委 員 長 は ， 委 員会を 招 集 し ， そ の 議長 と な る 。 た だ

し ， 委 員 長 に 事故あ る と き は 第 3 条第 2 号 に 定 め る
委 員 が そ の 職務 を 代行 す る 。

（議 事）
第 6 条 委員会は， 委 員 の 3 分 の 2 以 上 が出席 し な けれ

ば 開 会で き な い 。
2 議事は， 出席委 員 の 過 半 数 を も っ て決す る 。 た だ し ，

富 山 大 学 長 時 津 貢

可否同 数 の と き は ， 議長が こ れ を 決 す る 。
（意見 の聴取）

第 7 条 委 員会が必 要 と 認め た と き は， 委 員 以外 の 者 の
出席 を 求 め て意見 を 聴 く こ と がで き る 。

（実施本部等）
第 8 条 入学者選抜 に 係 る 試験 の 実施 の た め ， 検 査実施

本部及び各学部検査場本部 を 置 く 。
2 検 査実施本部 に 本部長 を 置 き ， 学長 を も っ て 充 て ，

各学部検査場 本 部 に 本部長 を 置 き ， 各学部長 を も っ て
充 て る 。

3 検査実施本部及び各検査場本部 に 関 す る 事項は， 当
該本部長が別 に 定 め る 。

第 9 条 大学入試セ ン タ ー 試 験 の 実 施 の た め ， 試験実施
本部及び各学部試験場本部 を 置 く 。

2 試験実施本 部 に 本部長 を 置 き ， 学 長 を も っ て 充 て ．
各学部試験場本部 に 本部長 を 置 き ， 各学部長 を も っ て
充 て る 。

3 試験実施本部及び各学部試験場本部 に 関す る 事項は，
当 該本部長が別 に 定 め る 。

（ 専 門 委 員会）
第 1 0条 委 員 会 に ， 入学者選抜 に 係 る 試験 の 実 施 に 必 要

な事項 を 所掌す る た め ， 次 の 各号 に 定 め る 専 門 委 員 会
を 置 く 。

(1)  問 題作 成 専 門委員会
(2) 採 点 専 門 委 員 会
(3) 健康診断 専 門 委員会
(4) 電子計算機処理 専 門 委員会

2 専 門 委 員会 の 所掌事項は， 別 表 の と お り と す る 。

3 専 門 委 員会委員 は， 委 員 長 の 推 薦 に 基 づ き ， 学長が
命ず る 。

4 専 門 委員会委 員 の 任期 は， 別 に 定 め る 。
5 問 題 作 成 専 門委 員会及び採 点 専 門 委 員 会に ， 主任委

員 を 置 き ， 必 要 に 応 じ て 副 主任委員 を 置 く こ と が で き
る 。
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6 健康診断 専 門 委員会及び電子計算機処理 専 門 委 員 会
に ， 委 員 長 を 置 き ， 必 要 に 応 じ て 副 委 員 長 を 置 く こ と
が で き る 。

7 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 専 門 委員会の 運営 に 関

し 必 要 な事 項 は ， 当 該 専 門 委員会に お い て 定 め る こ と
が で き る 。

（庶 務）

別 表

専 門 委 員 会 名 所 掌

報 第425号

第 1 1 条 委 員会の庶務 は ， 学生部入試課 に お い て処 理 す
る 。

（雑 則）
第 1 2条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か ， 委 員会の運営 に

関 し 必 要 な 事項は， 委 員会が定 め る 。

附 則
こ の 規 則 は ， 平 成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

事 項
(1) 教科 ・ 科 目 の 問題 作成 に 関 す る こ と 。

問 題 作 成 専 門 委 員 会 (2) 教科 ・ 科 目 の 問題 の 採点基 準 に 関す る こ と 。
(3) そ の 他教科 ・ 科 目 の 問 題作成 に 関 し 必要 な事項
(1) 教科 ・ 科 目 の 答 案 の 採 点 に 関す る こ と 。

採 点 専 門 委 員 会 (2) 教科 ・ 科 目 の 答 案 の採点結果 の 評価及び報告 に 関 す る こ と 。
(3) そ の 他教科 ・ 科 目 の 答 案 の 採点 に 関 し 必要 な 事 項
(1) 健康診断 審 査 の 基準 に 関 す る こ と 。

健 康 診 断 専 門 委 員 会 (2) 調 査書 に お け る 健康診断 の 判 定 に 関 す る こ と 。
(3) そ の他健康診断 に 関 し 必 要 な 事 項
(1) 入学者選抜 業 務 の デ ー タ 処理 シ ス テ ム に 関す る こ と 。

電子計算機処 理 専 門 委 員会
(2) 入学者選 抜 業 務 の デ ー タ 処 理 に 関 す る こ と 。

(3) 合否判 定 資 料 の 作成 に 関 す る こ と 。

(4) そ の 他入学者選抜業務 に 係 る デー タ 処理 に 関 し 必 要 な 事項

富山大学就職委員会規則の制定

富 山 大学就職 委 員 会 規 則 の制定理 由 － 
全 学 委 員 会等 の 整 理 統 合 計 画 の一環 と し て ， 本 学 に お け る 学 生 の 就職 指 導 等 を よ り 機 能 的 に 行 う た め ， 従 来 の

就職連絡会議 を 拡充整備 し て ， 新 た に 就職 委 員会 を 設置す る こ と に 伴 い ， 必 要 な 事項 を 定 め る 。

富 山 大 学就職委員 会規則 を 次 の と お り 制定す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富 山 大学就職 委 員 会 規 則

（設 置）
第 1 条 富 山 大 学 に ， 富 山 大学就職委員会 （以下 「委員

会」 と い う 。 ） を 置 く 。
（ 目 的）

第 2 条 委員会は， 次 の 各号 に 掲げ る 事項 に つ い て 協 議
し ． 各学部 と の 連絡 調 整 を 行 う と と も に ， 就 職 指 導 の
推進充実 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

(1)  学 生 の 職 業意識の 啓発 に 関す る こ と 。
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(2) 就 職 の 相 談 及び指導 に 関 す る こ と 。

(3) 就職 に 関す る 広報， 説 明 会等 に 関 す る こ と 。
(4) 就職 に関す る 調査 ・ 研究及び情報提供に関する こ と 。
(5) 就職先 の 開 拓等 に 関 す る こ と 。
(6) そ の他学生 の 就職 に 関 し 必 要 と 認 め る 事項

（組 織）
第 3 条 委員会は， 次 の 各号 に 掲 げ る 委員 を も って 組 織

す る 。
( 1 )  副 学 長 の う ち 学長 が 指 名 し た 者
(2) 評議会か ら 選出された評議員 1人
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(3） 学部か ら 選出され た 教 員 各 2 人 （ う ち 1 人 は就
職指導 に 関 す る 委員会の代表 と す る 。 ）

(4) 学生部長
(5) 厚生課長

（任 期）
第 4 条 前条第 3 号 の 委 員 の 任 期 は， 2 年 と し ， 再 任 を

妨げな い 。 た だ し ， 欠員 を 生 じ た 場 合 の 後任 の 委 員 の

任 期 は ， 前 任 者 の 残任期 間 と す る 。
（委員長）

第 5 条 委員会に委員長 を 置 き． 副学長 を も っ て 充て る 。
2 委 員 長 は ， 委員会を 招 集 し ， そ の 議長 と な る 。 た だ

し ， 委 員 長 に 事故あ る と き は ， 委 員 長 が あ ら か じ め 指
名 し た 委 員 が そ の 職務 を 代行 す る 。

（議 事）
第 6 条 委員会は， 委 員 の 半 数以上が出席 し な ければ開

会す る こ と がで き な い 。

報 第425号

2 議 事 は ， 出席委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し ， 可 否 同 数
の と き は， 議長 の 決す る と こ ろ による 。

（意見 の聴取）
第 7 条 委 員会が必要 と 認め た と き は ， 委 員 以 外 の 者 の

出席 を 求 め て 意 見 を 聴 く こ と がで き る 。

（庶 務）
第 8 条 委員会の庶務は， 学生部厚生課 に お い て 処理す

る 。

（雑 則 ）
第 9 条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か ， 委 員会の運営 に

関 し 必 要 な 事項は， 委員会が定 め る 。

附 則
1 こ の 規 則 は ， 平成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 富 山 大 学就職連絡会議要項 （平成 6 年 3 月 14 日 制定）

は廃止す る 。

富山大学体育施設委員会規則の一部改正

富山 大学体育施設委員会規則の改正理由 ーー

1 各種委員会の整理統合及び国 立学校設置法施行規則 の 一部改正 （平成 1 2年 3 月 31 日 文部省令第2 1 号） に よ り ，
富 山 大 学 に 副 学長が設置され る こ と に 伴 い 組織 の 見 直 し を 図 り ， 所要事項を改 め る 。

2 字 句 の 整備 を 行 う 。

富 山 大学体育施設委員会規則 の 一 部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学体育施設委員会規則 の 一 部 を 改正す る 規則

富 山 大学体育施設委員会規則 （昭和 6 1 年 1 2 月 1 9 日 制定）
の 一 部 を 次 のよ う に 改正 す る 。

第 4 条 を 次 のよ う に 改 め る 。
第 4 条 委員会は， 次 の 各 号 に 掲 げ る 委員 を も っ て 組織

す る 。
(1)  副 学 長 の う ち 学長 が 指 名 し た 者
(2) 評議会か ら 選出され た 評 議 員 l 人
(3） 学部か ら 選出され た 教 員 各 1 人
(4) 教育学部の 保健体育担 当 教員 1 人
(5) 事務局長
(6) 学生部長
第 5 条 本 文 中 「前条第1項第 2 号 及び第 3 号J を 「前

富 山 大学長 時 津 貢

条第 1 項第 3 号及 び第 4 号」 に ， 同 条 た だ し 書 中 「補欠J
を 「後任」 に 改 め る 。

第 6 条第 l 項 中 「学生部長J を 「副学長」 に 改 め る 。
第 6 条第 2 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。
た だ し ， 委 員 長 に 事故あ る と き は， 委 員 長 が あ ら か じ

め 指 名 し た 委 員 が そ の 職 務 を 代行 す る 。
第 6 条第 3 項 を 削 る 。
第 7 条第 1 項 中 「 3 分 の 2 以上J を 「過半数J に 改 め ，

同 条 第 2 項 を 次 の よ う に 改 め る 。
2 議事は， 出席委 員 の 過 半 数 を も って 決 し ， 可否同数

の と き は， 議 長 の 決 す る と こ ろ によ る 。
附 則

こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

-1 9-
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（庶 務）
第 1 6条 セ ン タ ー の庶務 は 総務部研究協 力 課 に お い て

処 理す る 。

報 第425号

附 則
こ の 規 則 は ， 平 成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富山大学機器分析センターのセンター長及び教員選考規則の制定

富 山 大学機器分析セン タ ー のセンタ ー 長及び教員選考規則 の制定理 由

富 山 大 学 に 学 内 共 同 教育研究施設 と し て ， 富 山 大 学機器分析セ ン タ ー が設置され る た め ， 所要事項 を 定 め る 。

富 山 大 学機器分析セ ン タ ー の セ ン タ ー 長及び教員選考規則 を 次 の と お り 制定 す る 。

平成 1 2 年 3 月 3 1 日

富山大学織器分析センターのセンター長及び教員選考規則

（趣 旨）
第 1 条 こ の 規 則 は ， 富 山 大 学機器分析セ ン タ 一規則第

5 条第 3 項及 び第 6 条 第 2 項 の 規定 に 基 づ き ， 富 山 大
学機器分析セ ン タ ー の セ ン タ ー 長 及 び教 員 の 選考 に 関
し ， 必 要 な 事項 を 定 め る も の と す る 。

（セ ン タ ー 長 の 選考）
第 2 条 セ ン タ ー長の選考は 富 山大学機器分析セ ン タ ー

運営委員会 （以下 「運営委 員会」 と い う 。 ） の 推 薦 に
基 づ き ， 学長が行 う 。

2 運営委員会は， 前 項 の 推薦 に 当 た っ て ， 本 学 の 教授
及び教授予定 者 の う ち か ら 選定 す る も の と す る 。

（セ ン タ ー 長 の 選考 時 期 ）
第 3 条 セ ン タ ー 長 の 選 考 は 次 の 各号 の ー に該 当 す る

場 合 に 行 う 。
(1) セ ン タ ー 長 の 任 期 が満了 す る と き 。
(2) セ ン タ ー 長 が 辞任 を 申 し 出た と き 。
(3) セ ン タ ー 長 が欠員 に な っ た と き 。

2 前項第 1 号 に該 当 す る 場 合 の 選 考 は ， 任期満了 の 30
目前 ま で に ， 同項第 2 号又は第 3 号 に該 当 す る 場合は，
速 や か に こ れ を 行わ な ければな ら な い。

（教員 の 選考）
第 4 条 教 員 の 選 考 は ， 運営委員会の 議 を 経て ， 学長が

f丁 う 。
（選考委員会）

第 5 条 運営委員会は， 教 員候補者 を 選 考 す る 場合， 選
考 委 員 会 を 設ける 。

2 選考委員会は， セ ン タ ー 長 及 び運営委員会が選出 し
た 教 授 （原則 と し て 4 人） を も っ て 構成す る 。

一 22-

富 山 大学長 時 津 貢

3 選考委員会は， 富 山 大 学教 員 資格基準 によ り 教員候

補者 を 審 査選定 し ， 運営委員会 に 報告 す る 。
（教員候補者 の 内 申 ）

第 6 条 運営委員会は， 前条第 3 項の 教員候補者 に つ い
て可否 を 決定す る 。

2 前 項 の 決定 に 当 た っ て は， 構成員 の 3 分 の 2 以 上出
席す る 会議 に お い て ． 出席委 員 の 3 分 の 2 以 上 の 同意
を 要 す る も の と す る 。

3 セ ン タ ー 長 は ， 運営委 員会 に お い て 決定 し た 教員 候
補 者 を ， 学長 に 内 申 す る 。

附 則

1 乙の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。
2 こ の 規 則 の 施行目前 に ， 富 山 大学機器分析セ ン タ 一

規則第 5 条 に 定 め る 運営 委 員会の 議 に 基 づ き 選出され
た セ ン タ ー 長及び教 員 の 選考 に つ い て は， こ の 規則 に
基 づ き 行 わ れ た も の と み なす。
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富山大学機器分析センターの設置に伴う関係規則等の整理に関する規則の制定

富 山 大学機器分析セン タ ー の 設置 に伴う関係規則等の整理 に関す る 規則 の制定理 由

富 山 大 学 に 学 内 共 同 教 育研究施設 と し て， 富 山 大 学機器分析セ ン タ ー が設置され る た め ， 所要事項 を 定 め る 。

富 山 大 学機器分析セ ン タ ー の 設置 に 伴 う 関係規則等 の 整理 に 関 す る 規則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富山大学機器分析センターの設置に伴う関係規則等の整理に関する規則

（富 山 大 学学長選考規 則 の 一部改正）

第1条 富 山 大 学学長選考規則 （昭和62年 6 月 26 日 制定）
の 一部 を 次 のよ う に 改 正 す る 。

第 1 1 条 中 「水 素 同 位体科学研究セ ン タ ーJ の下 に 「，
機器分析セ ン タ ー」 を 加 え る 。

（富山大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師） 選考基準の一部改正）

富 山 大学長 時 津 貢

第 2 条 富 山 大学教員 （教授 ・ 助 教授 ・ 講 師） 選考基準
（ 昭 和 2 9 年 5 月 28 日 制 定 ） の一部 を 次 の よ う に 改 正 す
る 。

第l条 中 「水 素 同位体科学研究セ ン タ ーJ の 下 に 「，
機器分析セ ン タ ー」 を ， 「水 素 同位体科学研究セ ン タ 一
規則」 の 下 に 「， 機器分析セ ン タ 一規則J を 加 え る 。

附 則
こ の 規 則 は ， 平成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学教育学部附属教育実践総合センタ一規則の制定

富 山 大学教育学部開属教育実践総合セン タ ー規則 の制定理 由

富 山 大 学 教 育 学 部 附 属 教 育 実践研究指導セ ン タ ー を 富 山 大 学 教育学部附属 教 育実践総合セ ン タ ー に 改組 す る こ

富 山 大学教育学部附属教育実践総合セ ン タ 一 規則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富山 大学教育学部附属教育実践総合セン タ 一規則

（趣 旨 ）
第l条 こ の 規 則 は ， 富 山 大学学則 第 1 1 条第 2 項 の 規定

に基づき， 富山大学教育学部附属教育実践総合セ ン タ ー
（以下 「セ ン タ ー」 と い う 。 ） に 関 し ， 必 要 な 事項 を 定
め る も の と す る 。

（ 目 的）
第 2 条 セ ン タ ー は， 教育実践及び教育臨床 に 関す る 理

論 的 ， 実 践 的 並 び に 学際的研究 を 総 合的 に 行う こ と を
目 的 と す る 。

（部 門）
第 3 条 セ ン タ ー に ， 次 の 部 門 及び分野 を 置 く 。

( 1 )  教育実践研 究 開 発 部 門
イ 教育実践研究分野
口 教育工学実践分野

富 山 大学長 時 津 貢

ハ 総合学習 等 の 教 材 開 発 分野

(2) 学校教育相談実践部門
イ 生徒指導実践分野
口 教育相談実践分野

(3) 教師教育研究 開 発 部 門
ィ 教育実地研究分野
ロ 現 職 教 育研究分野

（職 員 ）
第 4 条 セ ン タ ー に ， 次 の 各 号 に 掲げ る 職 員 を 置 く 。

( 1 )  セ ン タ ー 長
(2) 専 任 の 教員
(3) 客員 教授
(4） 研究員

2 前 項 に 掲 げ る 職 員 の ほ か ， 必要 が あ る 場 合 は ， 事務
職 員 及び技術職員 を 置 く こ と が で き る 。

（セ ン タ ー長）

-23-
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第 5 条 セ ン タ ー 長 は， セ ン タ ー の 業務 を 掌理す る 。

2 セ ン タ ー 長 は ， 教 育 学部 （以下 「学部」 と い う 。 ）
の 教授 を も っ て 充 て る 。

3 学 部 長 は ， 学部教授会 （以下 「教授会J と い う 。 ）

の 議 を 経 て ， セ ン タ ー 長候補者 を 学長 に 推薦す る 。
4 教授会は， セ ン タ ー 長候補 者 の 選 考 を 次 の 各 号 の ー

に該当 す る 場合 に 行 う 。
(1) セ ン タ ー 長 の 任期 が満 了 す る と き 。
(2) セ ン タ ー 長が辞任 を 申 し出た と き 。
(3) セ ン タ ー 長 が欠員 と な っ た と き 。

5 セ ン タ ー 長 の 任 期 は ， 2 年 と し ， 再任 を 妨げな い 。
（専任 の 教員）

第 6 条 専 任 の 教 員 は ， 各部 門 に 所属 し セ ン タ ー の 業務
に 従 事す る 。

2 教 員 の 選 考 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。
（客員教授）

第 7 条 客員 教 授 は ， セ ン タ ー の 業務 に従事す る 。
2 客員 教 授 の 選 考 に 関 し 必要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。

（研究 員）
第 8 条 セ ン タ ー の研究員 は， 学部 の 教 員 並 び に 学部各

附属学校及び附属幼稚 園 の 教 員 の う ち か ら ， セ ン タ ー
長 の 推 薦 に 基 づ き ， 学部長が委嘱す る 。

報 第425号

2 研究員 の 任 期 は ． 1 年 と し ， 再任 を妨げ な い 。
（運営 委員会）

第 9 条 セ ン タ ー の 円 滑 な 運営 を 図 る た め ， セ ン タ ー に
富 山 大学教育学部附属教 育実践総合セ ン タ ー運営委員
会 （以下 「運営委 員会」 と い う 。 ） を 置 く 。

2 運営 委員会に 関 し 必要 な 事項は， ,81J に 定 め る 。
（雑 則）

第 1 0条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か ， セ ン タ ー に 関 し
必要な事項は， 別 に 定 め る 。

（規則 の 改正）
第l l 条 こ の 規則 の 改 正 は ， 教授会の 議 を 経 る も の と す

る 。

（事 務）
第 1 2条 セ ン タ ー の庶務 は ， 学部事務部 に お い て 処 理 す

る 。
附 則

1 こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。
2 富 山 大 学教育学部附属教 育実践研究指導セ ン タ 一規

則 （昭 和 5 7年 4 月 1 6 日 制定） は， 廃 止 す る 。
3 最初 の セ ン タ ー 長 の 任 期 は 第 5 条第 5 項 の 規 定 に

か か わ ら ず， 平 成 1 2年 8 月 3 1 日 ま で と す る 。

富山大学保健管理センタ一規則の一部改正

富山 大学保健 管 理 セン タ ー 規則 の 改正 理 由

全学委員会等 の 整理 統 合 計 画 案 によ り ． 保健管理セ ン タ ー 委 員会は保健管理セ ン タ ー運営委 員 会 に 位 置 付 け る
こ と と された た め ， 所 要 の 改 正 を 行 う と と も に ， 規 則 の 整備及び字句 の 修正 を 行 う 。

富 山 大学保健管理セ ン タ 一規 則 の 一部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2年 3 月 3 1 日

富山 大学保健管理セン タ ー 規 則 の 一 部 を 改正す る 規則

富 山 大 学保健管理セ ン タ 一規則 （昭和 50年 5 月 30 日 制
定） の 一部 を 次 のよ う に 改正 す る 。

第1条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（趣 旨 ）

第1条 こ の 規 則 は ， 富 山 大学学則第 1 0条第 2 項 の 規定
に基づき， 富山大学保健管理セ ン タ ー （以下 「セ ン タ ーJ

と い う 。 ） に 関 し ， 必要事項 を 定 め る 。
第 2 条 の 見出 し を 「業務」 に 改 め る 。
第 3 条 の 見出 し を 「職員J に 改 め る 。
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第 4 条第 l 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 4 条 所長は， セ ン タ ー の 業 務 を 掌理す る 。
第 5 条 か ら 第 7 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

（運営委員会）
第 5 条 セ ン タ ー に ， セ ン タ ー の 管理運営 に 関 す る 重要

事項 を 審議す る た め ， 富 山 大 学保健管理セ ン タ ー 運営
委員会 （以下 「運営委員会J と い う 。 ） を 置 く 。

（運営 委員会の 審 議事項）
第 6 条 運営委員会は， 次 の 各 号 に 掲げ る 事項 を 審議す

る 。
( 1 )  管理運営 の 基本 方 針 に 関す る こ と 。



平成12年 6 月発行

(2 ） 事 業 の 計 画 及び実施 に 関す る こ と 。

(3) 所長及び専任 の 教 員 の 人 事 に 関 す る こ と 。
(4) 予算等 に 関 す る こ と。
(5) そ の 他セ ン タ ー に 関 し 必要 な 事項

（運営委 員会の 組織）

学

第 7 条 運営委員会は． 次 の 各 号 に 掲 げ る 委 員 を も っ て
組織す る 。

( 1 )  所長
(2) セ ン タ ー の 専任 の 教 員
(3）各学部か ら 選出され た 教 授 各 2 人
(4) 学 生 部 長

2 前項第 3 号 の 委 員 の 任期 は 2 年 と し ， 再任 を 妨げ な
い。 た だ し ， 欠員 が生 じ た 場合 の 後任 の 委 員 の 任 期 は．
前任者の残任期 間 と す る 。

3 第1項第 2 号の 委 員 の う ち 教授 を 除 く 専 任 の 教 員 は ，
前条第 3 号 の 事 項 の う ち 専 任 の 教 員 の 人事 に 関 す る 事
項 の 審 議 に は 加 わ ら な い。

4 第 l 項第 4 号 の 委 員 は ， 前条第 3 号 の 事 項 の 審 議 に

は 加 わ ら な い。

第 8 条 に 見出 し と し て 「 （委 員 長） 」 を 付 し ， 同 条 第 l
項 中 「セ ン タ ー 委 員 会」 を 「運営 委 員 会」 に ， 「学長」
を 「所長J に 改 め ， 同条第 2 項 中 「セ ン タ ー 委員会」 を
「運営 委 員 会J に 改 め ， 同 条 第 3 項 中 「委員 長 の 指 名 す

報 第425号

る 委員J を 「委員 長が指名 し た 委員」 に 改 め る 。
第 9 条及び第 1 0条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（運営 委 員会の 議事）
第 9 条 運営委員会は， 構成員 の 半 数以 上 が出席 し な け

れば開会で き な い。 議事は， 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て
決す る 。 た だ し ， 可否同 数 の と き は， 議 長 が こ れ を 決
す る 。

2 前 項 の 規定 に か か わ ら ず， 第 6 条第 3 号 の 教員 候補
者 を 決定す る 会議 に あ っ て は 構成員 の 3 分 の 2 以 上
が出席 し な けれ ば 開 会で き な い。 議事は， 出席者の 3
分 の 2 以 上 を も っ て 決 す る 。

（意見 の聴取）
第 1 0条 運営委員会が必要 と 認 め た と き は， 委 員 以 外 の

者 の出席 を 求 め て 意見 を聴 く こ と が で き る 。
第 1 1 条 か ら 第 14 条 を 削 る 。

第 1 5 条 中 「， 当 分 の 間」 を 削 り ， 同 条 を 第 1 1 条 と す る。
第 1 6条 を 第 1 2 条 に 改 め ， 同 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（雑 則）
第 1 2条 こ の 規 則 の 定 め る も の の ほ か ， セ ン タ ー の 運営

に 関 し 必 要 な事 項 は ， 運営委員会の 議 を 経て ， 所長が
定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学保健管理センターの所長及び教員選考規則の一部改正

… 富山 大学保健管理センタ ー の所長及び教員選考規則 の改正理 由 一

全学委員会等 の 整 理 統 合 計 画案 に よ り ， 保 健 管 理 セ ン タ ー 委 員会は保健管 理 セ ン タ ー 運営 委 員 会 に 位 置 付 け る
こ と と され た た め ， 所 要 の 改 正 を 行 う と と も に ， 規 則 の 整備及び字 句 の 修正 を 行 う 。

富 山 大学保健管理セ ン タ ー の 所 長 及 び教員選考規則 の 一 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2 年 3 月 3 1 日

富山大学保健管理センターの所長及び教員選考規則の一部を改正する鏡則

富 山 大 学保 健 管 理 セ ン タ ー の 所 長 及 び 教 員 選 考 規 則
（昭和 50年 5 月 30 日 制定） の 一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 2 条 第1項 中 「富 山 大 学 保 健 管 理 セ ン タ ー 委 員 会
（以下 「セ ン タ ー 委員 会」 と い う 。 ） 」 を 「富 山 大 学 保 健

富 山大学長 時 津 貢

管理セ ン タ ー運営委員会 （以下 「運営委員会J と い う 。 ） J
に 改 め る 。

第 2 条第 2 項， 第 5 条， 第 6 条及び第 7 条中 「セ ン タ ー
委 員 会」 を 「運営委 員 会」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。
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富山大学人文学部規則の一部改正

富 山 大学人文学部規 則 の 改 正 理 由

専 門 科 目 の カ リ キ ュ ラ ム を 見 直 し ， 教 育 内 容 の 充 実 を 図 る た め ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大 学人文学部規則 の 一 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2年 3 月 1 7 日

富 山 大学人文学部規則 の 一部 を 改正す る 規則

富 山 大 学人文学部規則 （ 昭 和 5 2年 5 月 1 6 日 制定） の 一
部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別表 I （第 3 条 第 2 項 関 係 ） の 専 門 科 目 を 次 の よ う に
改 め る 。
別 表 I

専 門 科 目
人文学科

単 単 単
授業科 目 位 授業科 目 位 授業科 目 位

数 数 数

人間基礎論入門 4 文書館学 I 2 文化構造特殊講義 1 8  

古典ギ リ シ ャ 語 4 文書館学 E 2 芸術文化史 2 

ラ テ ン語 中 級 4 文書館学E 2 コ ミ ュニケーシ ョ ン
2 

哲学概論 6 文書館学実習 3 と社会

西洋思想史 I 8 日 本史基礎演習 4 美術史 2 

西洋思想史 E 8 東洋史概説 8 言語学概論 4 

哲学特殊講義 8 東洋史特殊講義 1 2  音声学 4 

哲学演習 8 東洋史演習 24 言語学実験実習 2 

哲学講読 8 東洋史実習 2 言語学演習 1 6  

文化基礎論議読 2 東洋史基礎演習 4 言語学特殊講義 1 8  

美学 2 東 ア ジ ア 交 流 個別言語論 4 
2 

論理学 2 史特殊講義 心理学概論 4 

倫理思想 4 西 洋史概説 8 心理学実験 I 4 

宗教思想 4 西洋史特殊講義 1 2  心理学実験 E 4 

東洋思想、史 6 西洋史演習 28 心理学演習 1 0  
現代 と思想 4 西洋史実習 2 心理学特殊講義 18  

比較思想 4 西洋史基礎演習 4 心理学研究法 2 

人間学特殊講義 6 史学概論 2 社会学概論 4 

人 間学演習 1 0  史学史 2 社会学実習 5 
人間学講読 8 東西交流史特殊講義 2 社会学演習 8 

世界史序説 4 行動文化入門 4 社会学講読 8 

日 本史概説 8 行動文化研究法 4 社会学特殊講義 1 8  

日本史特殊講義 1 8  行動文化特殊講義 6 社会調査法 8 
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日 本史演習
日 本史実習
日 本史史料講読
古文書学実習

国 際文化学科

授業科 目

国際文化入門
国際文化概論
情報文化論
都市研究
国際地域研究
（地誌学）
マイ ノ リ テ ィ 研究

国際社会研究
（政治学）
民俗学
地球環境研究
（ 自 然地理学）
国際動態研究
国際文化関係論
特殊講義
国際文 化 関 係 論演

習 （ 日本と東ア ジア）

国 際 文 化 関 係 論

演習 （ 日 本と欧米）

国際文化関係論実習

日本文化特殊講義

中国文化特殊講義

ロ シア文化特殊講義

アメ リ カ文化特
殊講義
朝鮮文化特殊講義

24 
6 
6 
6 

単
位
数

4 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
4 
4 
4 

4 

4 

富 山 大学長 時 津 貢

文化構造概論 6 社会経済史 4 

文化構造実習 4 法制史 2 

文化構造演習 1 2  総合演習 2 

文化構造講読 1 2  卒業研究 1 0  

単 単
授業科 目 位 授業科 目 位

数 数

中国文化講読 4 文化人類学演習 8 

ロ シア文化講読 4 文化人類学講読 4 

ア メ リ カ 文化講読 4 文化人類学実習 3 

日 本語 ・ 日 本文 比較社会概論 4 
8 

化論議読 比較社会論特殊講義 8 

外国語演習 4 比較社会論演習 8 
日 本語表現法 4 比較社会論議読 4 

日 本の社会 と文化 4 比較社会論実習 4 

日 本の歴史 と思想 4 比較文学概論 8 

比較 日 本文化論 2 比較文学特殊講義 14  

自 然人類学 2 比較文学演習 1 4  
ヨ ー ロ ッ パ文化論 2 比較文学講読 1 4  

文化環境論演習 4 日 本史概説 4 

文化環境論講読 2 東洋史概説 4 

考古学概論 4 西洋史概説 4 

考古学特殊講義 20 法制史 2 

考古学演習 8 国際公法 4 

考古学講読 4 教育学概論 2 

考古学実習 6 政治学 2 

博物館学 I 2 総合演習 2 

博物館学 E 2 卒業研究 1 0  

博物館学E 2 

博物館実習 3 
生涯学習概論 2 

視聴覚教育メデ、イ
2 

ア論
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日 本文化演習 8 人文地理学概論 4 朝鮮言語文化特殊講義 1 0  ド イ ツ言語文化講読 20 

中 国文化演習 8 人文地理学特殊講義 1 2  朝鮮語会話 1 0  ド イ ツ文化論 6 
ロ シ ア文化演習 8 人文地理学演習 8 朝鮮語作文 2 ド イ ツ 文学史 I O  
ア メ リ カ 文化演習 8 人文地理学講読 4 朝鮮史 2 ド イ ツ 言語文化特殊講義 1 2  

比較 日 本文化論演習 4 人文地理学実習 5 朝鮮学入門 2 ド イ ツ語会話 1 0  

日本文化論演習 8 文化人類学概論 2 中国言語文化演習 1 2  ド イ ツ語作文 4 

日 本文化講読 4 文化人類学特殊講義 1 0  中国言語文化講読 1 2  フ ラ ンス 言語文化演習 1 4  

中国言語文化概論 6 フ ラ ンス 言語文化講読 1 4  
言語文化学科 中国言語文化特殊講義 1 8  フ ラ ンス 文化論 6 

単 単 中国文化論 2 フ ラ ンス 文学史 8 
授 業 科 目 位 授 業 科 目 位

数 数 中 国語会話 8 フ ラ ンス 言語文化特殊講義 1 0  

中 国語作文 4 フ ラ ン ス 語会話 10 
日 本東洋言語文化特殊講義 4 英語史 E 2 

ア メ リ カ 文学史 6 フ ラ ン ス 語作文 4 
日 本語学演習 20 英文法 I 2 

イ ギ リ ス 文学史 I 2 比較言語文化講読 4 
日 本文学演習 20 英文法 E 2 

イ ギ リ ス 文学史 E 2 ロ シ ア 言語文化演習 1 2  
日 本語学講読 1 6  英語学特殊講義 8 

英米言語文化基礎講義 2 ロ シア 言語文化講読 1 2  
日 本文学講読 1 6  英語学講読A 2 

英米言語文化特殊講義 1 6  ロ シ ア 文化論 4 
日 本語学特殊講義 20 英語学講読B 4 

英米言語文化講読A 8 ロ シア 言語文化特殊講義 1 4  
日 本文学特殊講義 20 英語学演習 A 2 

英米言語文化講読 B 1 2  ロ シ ア語会話 6 
日 本語学概論 4 英語学演習 B 8 

英米言語文化演習A 4 専門基礎 ロ シ ア 語 2 
日 本文学史 1 0  英米文化論 2 

英米言語文化演習 B 1 6  総合演習 2 
書道史 4 英語コ ミ ュニケイ シ ョ ン （作文） 4 

英語史 I 2 卒業研究 1 0  
朝鮮言語文化演習 8 英語コ ミ ュニケイ シ ョ ン （会話） 4 

朝鮮言語文化講読 8 専門基礎 ド イ ツ語 2 附 則
朝鮮言語文化概論 1 0  ド イ ツ 言語文化演習 1 8  こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学人文学部教授会規則の一部改正

富山大学人文学部教授会規則 の 改 正 理 由

1 学校教育法等 の 一部 を 改正 す る 法律 （平成 l l 年 5 月 28 日 法律第55号） に 基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大 学 人 文 学部教授会規則 の 一 部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平成 1 2年 3 月 1 7 日

富山 大学人文学部教授会規 則 の 一部 を 改正す る 規則

富山 大学人文学部教授会規則 （昭和 52年 5 月 1 6 日 制定）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 1 条 中 「富 山 大 学 学 則 第 1 7条 第 2 項 に 基 づ き 」 を

「学校教育法第四条 に 基 づ き 」 に 改 め る 。
第 2 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 2 条 教授会 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事項 に つ い て 審 議

富 山 大学長 時 津 貢

し ， 及び教育公務員特例 法 の 規定 に よ り そ の 権 限 に 属
さ せ ら れ た 事項 を 行 う 。
( 1 )  教育課程 の 編成 に 関 す る 事項
(2 ) 学 生 の 入学 ， 卒 業 そ の 他 そ の 在籍 に 関 す る 事項及

び学位 の 授 与 に 関 す る 事項
(3 ) そ の 他本学部 の 教 育 又 は研究 に 関 す る 重要事項
第 3 条 の 見 出 し を 「 （組織） 」 に 改 め ， 同 条 第 l 項 た だ

し 書 中 「第 2 条第 7 号 の 事項の う ち ， 教官人事J を 「教
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員 人事」 に ． 「構成 す る 」 を 「組織 す る 」 に 改 め る 。 め ， 同 条第 2 項 中 「 あ てJ を 「充 てJ に 改 め る 。

第 8 条 中 「教官」 を 「教員」 に 改 め る 。 附 則
第 9 条第 1 項 中 「 1 名 を お く 」 を 「 1 人 を 置 く 」 に 改 と の 規 則 は ， 平成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富山大学教育学部規則の一部改正

富 山 大学教育学部規則 の改正理由

1 精 神 薄 弱 の 用 語 の 整理 の た め の 関 係 法律 の 一 部 を 改正 す る 法律 （ 平 成 1 0年法律第1 1 0号） に 基 づ き ，
を 改 め る 。

2 大学設置基 準 の 一 部 を 改 正す る 省令 （平成 1 1 年文部省令第40号） に 基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。
3 教 育 職 員 免許法 の 一部 を 改正 す る 法律 （ 平 成 1 0年法律第98号） に 基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。
4 教育方法 に つ い て よ り 一層 の 充 実 を 図 る た め ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大学教育学部規則 の 一 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2 年 3 月 1 7 日

富 山 大学教青学部規則 の 一 部 を 改正 す る 規則

富 山 大学教 育学部規則 （昭和27年 4 月 1 8 日 制定） の 一
部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 5 条 第 3 項， 第 6 条第 2 項及び第 6 条 の 2 第 3 項 中
「30単位」 を 「60単位J に 改め る 。

別 表 I

富 山 大学長 時 津 貢

第20条 中 「別表 E ， 別 表 VI 及び別表VlllJ を 「別 表Vlll」
に 改 め る 。

別表 I 卒 業 に 必要な 単位数 学校教育教員養成課程，
別 表 E ， 別 表 VI 専 攻 科 目 1 学 校 教 育 教 員 養 成 課 程

( 2 ） 障害児教育系 障 害 児 教 育. ( 3 ） 言語 ・ 社 会 系
③社会科教育及び別表Vlll を 次 の よ う に 改 め る 。

卒 業 に 必 要 な 単 位 数
学校教育教員養成課程

ぶぷ訪三三
教
養
科
目

共通
基礎
科 目

専
門
科
目

人 文 科 学 系

教 養 原 論
社 会 科 学 系
自 然 科 学 系
総 合 科 目

計
外 国 語 科 目
保 健 体 育 科 目
情 報 処 理 科 目
言 語 表 現 科 目

計
学 部 共 通 科 目
（ 別 表 E 参 照 ）
教 科
（ 別 表 V ・ VI 参 照 ）
教 職
（ 別 表 E 参 照 ）

-28 一

A 群 B 群

2 2 
2 6 2 6 

2 2 
2 2 

4 4 
1 8  1 8  

8 ( 2 カ 国語各 4 ) 8 ( 2 カ 国語各 4 )
2 2 

2 2 

30 30 

4 4 

8 6 

43  37 

c 群 D 群 E 群

2 2 2 
一 一 一

2 6 2 6 2 6 
一 2 一 2 一 2 

2 2 2 
4 4 4 

1 8  1 8  1 8  
8 ( 2 カ 国語各 4 ) 8 ( 2 カ 国語各 4 ) 8 ( 2 カ 国語各 4 )

2 2 2 

2 2 2 

30 30 30 

4 4 4 

4 1 0～ 1 9  20 

37 27 3 1  
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教 科 又 教科捌表羽参照） 6 6 。 。 4 
は 教 職 教職捌表E参照） 4 4 4 4 4 
専 攻 科 目

1 0  1 0  2 3  2 3  1 0  
（ 別 表 VI 参 照 ）
特 }Jlj 研 究 6 6 6 6 6 

計 8 1  73 78 74～83 79 
自 由 選 択 23 3 1  2 6  30～21  25 
lロ>.. 計 1 34 1 34 1 34  1 34 1 34 

A群 ： 学校教育教員養成課程 教育学， 学校心理学専攻並びに国語教育， 社会科教育， 数学教育， 理科教育． 家政教育， 音楽教育． 美術
教育及び保健体育専攻の小学校主免

B 群 ： 学校教育教員養成課程 幼児教育専攻
C 群 ： 学校教育教員養成課程 障害児教育専攻の小学校主免
D 群 ： 学校教育教員養成課程 障害児教育専攻の中学校主免
E 群 ： 学校教育教員養成課程 英語教育． 技術教育専攻並びに国語教育， 社会科教育． 数学教育， 理科教育， 家政教育， 音楽教育， 美術

教育及び保健体育専攻の 中学校主免
備 考

1 . 学校教育教員養成課程の学生は， 教養科 目 及び共通基礎科 目 の履修 に 際 し ， 日 本国憲法 （ 2 単位入 健康ス ポーツ ( 1 単位） ， 健康
スポーツ論 ( 1 単位） 文 は健康 ・ ス ポ ー ツ演習 （ 1 単位） ， 情報処理 （ 2 単位） を必ず修得 し なければな ら ない。

2 .  D 群 の教科及び自 由選択の単位数は． 専攻教科に よ り 異な る 。
3 . 自 由選択に 教養科目 及び共通基礎科 目 の単位 を 1 0単位ま で含む こ とができる。

別 表 E
教 職 に 関 す る 科 目

学校教育教員養成課程

教職 に 関す る 科 目 授 業 科 目
開
設
単
位

一

市 : 1 : 1 :  : 1 : 1 ま
第 ｜ 教職の意義等｜ ｜ 教
欄 ｜ に 関す る 科 目

職 と 教 育 2 2 2 2 

一

一

一

氏
U

一

2

一

2

一

Illli－

－

一

一

一

9
u

一

一

一

‘illit－

－－

－

一
一
一
2一
2一
2一
2

2一
一
一
一
…
一

一

一

一

氏
U

F
円JU一
円L－

一
－
－、．．．

 

E’EaE』’EB－BS’・E・E・－EE’EE，

一

一

一

9
“

一
－

－

hlBIBli－－，11111ty

一

一

一

2

…

2

…

2

…

2

2一
一

一
…
…
…

一
2一
2一

6

9u

一

一

一

一

。，“

、，E』E’aa、，a’』E’
ttp

h

h

一

、，11111tEE目、，EEE’E
E’EE’

2

…

2

一

2

一

一

一

一

2

…

2

一

2

…

2

…

…

一

qL

一

一

一

…

…

…

2

一

2

…

2

一

2

一

2

一

2

一

2

…

2

…

2

一

2

学一
史…
史一
学一
学…
学一
学…
営…
政一
学

一
一
一
一
…
一
一
一
一
理

一
育…
育一
理一
理…
理一
会一
ーー…ー
一
ー

哲…
…
一
一
…
一
～
経…
行一
心

一
段…
殿
”い一
心一
心一
世一
一
一

軍

育一
一
一
一
…
一
一
校一
育一
集

長…
本一
育…
達…
習一
育…

…
…
級

教…
西一
日一
教一
発…
学一
教一
学一
教一
学

理
科

礎
る

基
す

の
関

育
に

教
諭
自

第

3

欄

4
 
ー

のL

－EEE・E・E・－、，EE’E－E’tEB

qL

…

qL

…

qL

 

A叫A

llia－－51E・E・－’J

。，“

BBE・E・－EEEt，EEE－－EBEEE

つ臼

一

つ白

ヮ“

AHA

 

‘EEE’E’EEE‘，『Ea－－－－EE，

一

円L

H

qL

2

2

一－

qL

一

円L

一

qL

…

qL

一

2

・

2

一

つu

qh

－

つ“

，

っu

等
）一
論…
論一
論
導

法
照一一

育一
動一
程一

導
参一

指
W一
教一
活一
課一

の
表一

一

一
一

習

一
徳一
別一
育一

科
川

一

t

－

 

教
（

一

道一
特一
教…
学

び
す

及
関

程
に

課
法
目

育
導
科

教
指
る

第
4

20 1 4  

欄
教 育 工 学 I 2 

保 育 内 容 の 指 導 法 等
( }Jlj 表 羽 参 照 ）

2 2 2 

20 

- 29-
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生徒指導， 教
育相談及び進
路指導等に関
する科目

第5 I ｜ 総 合 演 習欄

第
6 I 教 育 実 習
欄

生 徒 指 導 論
（教育相談及び進路指導 を 1 4 4 4 
含む）
幼 児 の 理 解 と 相 談 I 2 I I I I 2 

三 部共： 科 目 ？り 修��� I (2 ) I (2) I I I (2 ) I I ｜ 凶

苧 育 宗 青＿＿(_ �J� ＿LJ. __!_ _ _  J __ ? J __ J__ __J_ __j__ _J_ I 5 
教 育 実 習 （ 中 ＞. I 7 
教 育 実 習 （ 高 ） I 3 
教 育 実 習 （ 幼 ） I 7 5 
子 ど も と の ふ れ あ い 体 験 ｜ 2 2 2 2 

A ロ 竺」_i_ 3�よ�計

教 科 又 は 教 職 （ 教 職 分 ） 4 4 4 

備考 教育実習 （小） ， （中） ， （高） 及び （幼） の単位数に は， 事前及び事後の指導 1 単位 を含む。

教職に関する科目

教
西

開 D 群 E 群

授 業 科 目 設 必 ｜ 選 ｜ 選 必 ｜ 選 ｜ 選位単 修 必 択 修 必 択

職 と 教 育 2 2 2 

育 哲 学 2 2 2 
’ － ー ．．．．・ － －‘ ・圃b·---- － － － －－ － － － ー ． ． ． ． － － － － － ・ ． ． ． ． ． ． ． ， ー 合 唱’ ー ー ． ・ ー ー ，－ － － ’ ー ー ー ． ，

洋 教 育 史 2 2 2 4 2 2 I � 4 
”e，骨 骨 － －・ ー － 4・ -· ...・・・・， ・．‘晶. . . ···－・－ － －’ ・p ， 骨 骨 骨 骨 ー ・ － ー ・ -
本 教 育 史 2 2 2 

第 ｜ 教職の意義等｜ ｜ 教欄 ｜ に関する科目

2一qbe
qh
qL

 

学。
学e
学

理一理一理

、じ
ごい】一、じ

育…
達一
習

日一教．発 一
学

理
科

礎
る

基
す

の
関

育
に

教
論
目

第
3
欄

2 
2 
2 

2 
2 

教

• I 二＋�H I · 
会育 社 学 2 2 

nL

 

｝

 

円4・
円4・
qL－

 

l

 

2…
2…
2
 
ー

営h政 …学一等

…
一理一法

謡士一す
ごいM
ご－F

i一
？
：
i

一
一
団一指

校一育一集一の

一
一級一科

学一教…学一教
4 （ 別 表 W 参 照 ）

主 ：合：；2：：：言；：：誇r：：：＿�：＿ ： ＿

－

：r：＿：： ：�： ：－

2 
2 2 2 

2 2 
2 

2 
2 2 

2 2 2 

4 4 

する科目
路指導等に関 ｜ 含 む）

幼 児 の 理 解 と 相 談 I 2 
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Z I 総 合 演 習 ｜ 三部共2科 目 了り 修��� I ( 2 ) I ( 2 ) 

？ ｜ 教 育 実 習 ｜日：； ： ：：tl t l
5 1二：｜二：1：：.：�： • • • • : 

(2 ) 

教 育 実 習 （ 幼 ） 7 
2 2 2 子 ど も と のふれあ い体験

A ロ 計 2�上一生 竺_Li
教 科 又 は 教 職 （ 教 職 分 ） 4 4 

別表VI
専 攻 科 目

1 学校教育教員養成課程
( 2 ) 障害児教育系

障害児教育

専 門 科 目 区 分 等 授 業 科 目 開設単位
障害児教育専攻

必 修 選 択
障 筈 児 学 概 論 2 2 
障 害 児 教 育 原 論 2 2 
知 的 障 害 児 教 育 概 論 2 2 

教 育 の 基礎理 論 に 関 す る 科 目 障 害 児 学 演 習 2 2 
障 害 児 教 育 i寅 習 2 2 
知 的 障 害 児 教 育 演 習 2 2 
障 害 児 教 育 特 別 講 義 2 2 
障 害 児 精 神 保 健 学 2 2 
障 害 児 Jし、 理 学 2 2 

心身に障害のある幼児， 児童又は 知 的 障 害 児 心 理 学 2 2 
生徒の心理， 生理及び病理に関す 障 害 児 病 理 学 2 2 
る科目 障 害 児 生 理 ・ 心 理 演 習 I 2 2 

障 害 児 生 理 ・ 心 理 演 習 E 2 2 
障 害 児 心 理 ・ 病 理 特 別 講 義 2 2 
知 的 障 害 児 教 育 課 程 論 2 2 
障 害 児 教 育 指 導 法 2 2 

心身に障害のある幼児， 児童又は 知 的 障 害 児 心 理 診 断 実 習 2 2 
生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目 障 害 児 教 育 研 究 法 2 2 

障 害 児 教 育 指 導 法 演 習 2 2 
障 害 児 教 育 指 導 法 特 別 講 義 2 2 

心身に障害のあ る幼児， 児童又は 知 的 障 害 児 教 育 実 習 5 3 生徒についての教育実習
特 設 科 目

1 9  4 計 45 23 
特 別 研 究 必 修 6 単 位

-3 1 一
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(3) 言語 ・ 社会系 ．
① 社会科教育

専門科目
授 業 科 目

区分等

。 日 本 史 学 概 論
日 本 史 学 各 論 I
日 本 史 学 各 論 E
日 本 史 学 演 習 I
日 本 史 学 演 習 E

日 本 史 東 洋 史 学
及 び 。 西 洋 史 学 概 論外 国 史

西 洋 史 学 各 論 I
西 洋 史 学 各 論 E
西 洋 史 学 演 習
史 学 概 論
考 古 学

。 地 理 学 総 論
。 地 理 学 総 論 E
。 地 誌 学

地 誌 学 II 
人 文 地 理 学 各 論 I
人 文 地 理 学 各 論 E地 理 学 人 文 地 理 学 各 論 E（ 地 誌 を 人 文 地 理 学 各 論 N含 む ） 自 然 地 理 学 各 論 I
自 然 地 理 学 各 論 E
地 図 学
地 理 学 j寅 習
地 理 学 実 験
地 理 学 巡 検

。 法学概論（国際法を含む。）
憲 法
法 律 学 各 論

法 律 学 ， 法 律 学 i寅 習
。 政治学概論 I （国際政治含む。）政 治 学 政 治 学 概 論 E

政 治 学 各 論 I 
政 治 学 各 論 E
政 治 学 i寅 習

。 社 会 学 概 論
社 会 学 概 論 E
社 会 学 各 論
社 会 学 各 論 E
社 会 学 各 論 E

社 会学 ， 社 i. 』 学 i寅 習

- 32一

学

開 （小）
設
単
位 必修 選必

2 2 
2 
2 
4 ... 4 
4 
2 
2 2 
2 
2 
4 企 4
2 
2 
2 2 
2 2 4 
4 2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 A. 4  
4 
2 
2 マ 2
2 
2 
4 A. 4  
2 マ 2
2 
2 
2 
4 企 4
2 マ 2
2 
2 
2 
2 
4 企 4

報 第425号

社 会 科 教 育 専 攻 障害児教育専攻

（中） （中）
法律 ・ 政治 ・

共 通 歴 史 地 理
社会 ・ 経済 必修 選択

必修 選必 選必 選択 必修 選必 選択 選必 選択
2 2 

2 2 • 2 2 ト一一 2 2 2 
一2 2 4 4 
一

2 2 2 4 4 
一2 4 2 
一2 2 

2 2 ・ 2 2 
2 2 2 

2 2 4 4 
2 2 2 
2 2 2 

2 2 
2 
2 2 2 2 2 

2 2 • 2  2 4 
2 2 2 

2 2 2 
2 2 2 2 

2 2 2 
2 2 2 

2 2 2 
2 2 2 
4 2 2 4 
4 2 2 4 

2 2 
2 2 

2 2 ・ 2 2 
2 2 2 2 
4 4 口 2 2 2 

2 2 2 
2 2 ・ 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
4 4 口 2 2 2 

2 2 
2 2 ・ 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
4 4 口 2 2 2 2 
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経 済 学 。 経済原論 I （国際経済を含む。 ） 2 マ 2 2 2 
経 済 原 論 II 2 2 2 ・ 2 2 
経 済 史 2 2 2 2 2 
経 済 学 各 論

2 2 2 2 2 2 
経 済 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
経 済 学 演 習 4 .A.4  4 4 口 2 2 2 
哲 学 2 2 2 

哲 学 倫 理 学 2 2 2 2 
倫 理 学 ， Eア土1ミ， 教 学 2 2 2 2 2 
宗教学 ， Jし、 理 学 概 論 2 
心 理 学 社 �』' Jし、 理 学 2 

喜怒 知 ，心 理 学 2 
社会科教育演習 （地理 ・ 歴史） 2 2 2 2 

社会科教育 社会科教育演習 （公民） 2 2 2 2 
社会科特別講義（地理 ・ 歴史） 4 4 4 4 

社会科特別講義 （公民） 4 4 4 4 

特 設 科 目
4 1 2 24 2 6 2 6 2 。 6 2 1 0 6 

計 26 1 40 
1 6 34 34 34 

（共通26単位含む） （共通26単位含む） （共通16単位含む）
1 6  

特 別 研 究 必 修 6 単 位
備考 1 0印は， 小学校の教科に関す る 科 目 を兼ねる。 3 欄 内 の 「選必」 は選択必修の こ と。

2 V印の う ち か ら． いずれか 2 科目 （ 4 単位） を修得する も の と する。 4 教科文は教職 （教科分） の単位の取扱い

別表VIlI

企印の う ち か ら ， いずれか l 科目 （ 4 単位） を修得す る も の と す る 。
．印の う ち か ら ， いずれか 1 科 目 （ 2 単位） を修得す る も の とする。
・ 印の う ち か ら ， いずれか 2 科 目 （ 4 単位） を修得す る も の とする。
口 印の う ち か ら ， いずれか 1 科 目 （ 2 単位） を修得す る も の と す る 。

（小） 6 単位 ： 専攻科 目 16単位に含まれて い る 。
（ 中 ） 4 単位 ： 専攻科 目 34単位に含まれている。

理科教育法 （ 中 等） B 4 

教職に関する科目 授 業 科 目 開設単位 英語科教育法 （中等） A 4 

第 2 欄 教臓の意義等に関する科目 教 職 と 教 育 2 
教育の基礎理論に 教 育 哲 学 2 

第 3 欄
関する科 目

教 育 心 理 学 2 
学 校 経 営 2 
道 徳 教 育 論 2 
教 育課程 と 特別活動 2 
教 育 方 法 ・ 技 術 2 
国語科教育法 （中等） A 4 

国語科教育法 （中等） B 4 
社会科教育法 （中等） A 4 
社会科教育法 （中等） B 4 

教育課程及び指導 地理歴史科教育法 4 第 4 欄 公 民 科 教 育 法法に関する科目 4 
数学科教育法 （中等） A 4 

数学科教育法 （中等） B 4 
理 科 教 育 法 （ 中 等） A 4 

英語科教育法 （中等） B 4 

ド イ ツ 語科 教 育 法 A 4 

ド イ ツ 語 科 教育 法 B 4 

中国語科教育法A 4 

中国語科教育法 B 4 

商 業 科 教 育 法 4 

工 業 科 教 育 法 4 

生徒指導， 教育相談及び進

路 指 導 等 に 関 す る 科 目
生 徒 指 導 論 4 

第 6 欄 教 育 実 習 （ 中 ） 5 
教 育 実 習

教 育 実 習 （ 高 ） 3 

附 則
この規則は， 平成12年 4 月 1 日 か ら施行する。 ただし，

別表 I ， 別表E及び別表VI につ いては， 平成1 1年度入学
者か ら適用 し ， 平成10年度以前の入学者については ， な
お． 従前の例に よ る。
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富山大学教育学部教授会規則の一部改正

富 山 大学教育学部教授会 規 則 の 改 正 理 由

学校教育法等の一部を改正する法律 （平成 1 1年 5 月 28 日 法律第55号） に基づき ， 教授会の審議内容を改める 。
字句の整備を行 う 。

富山大学教育学部教授会規則の一部を改正する規則を次の とお り 制定する 。

平成1 2年 3 月 1 7 日

富 山 大学教育学部教授会規則 の 一 部 を 直正す る

規則

富山大学教育学部教授会規則 （昭和27年 1 月 27 日 制定）
の一部を次のよ う に改正する。
第 1 条中 「お く 」 を 「置 く J に改める 。
第 2 条を次のよ う に改める 。

第 2 条 教授会は， 次の各号に掲げる事項について審議
し ， 及び教育公務員特例法の規定によ り その権限に属
させ ら れた事項を行 う 。
( 1 )  教育課程の編成に関する事項

富山大学長 時 津 貢

(2) 学生の入学， 卒業その他その在籍に関する事項及
び学位の授与に関する事項

(3 )  その他本学部の教育又は研究に関する重要事項
第 3 条の見出 し を 「 （組織） 」 に改め， 同条第 1 項ただ

し書中 「教官」 を 「教員J に ． 「構成J を 「組織J に改
める。
第 7 条第 l 項中 「教官J を 「教員」 に改める 。
第 8 条中 「 1 名 をお く 」 を 「 1 人を置 く J に ， 「あてJ

を 「充てJ に改める 。
附 則

こ の規則は， 平成12年 4 月 1 日 か ら施行する。

富山大学経済学部規則の一部改正

富 山 大学経済学部規 則 の 改正理 由

富山大学経済学部規則の一部を改正する規則を次の とお り 制定する 。

平成12年 3 月 1 7 日

富 山 大学経済学部規則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則

富山大学経済学部規則 （昭和50年 6 月 27 日 制定） の一
部を次のよ う に改正する 。

別表第 l を次のよ う に改める 。
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数位単び及目科業授
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なお従前の例平成1 1年度以前の入学者については，2 員lj附

による 。
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富山大学経済学部教授会規程の一部改正

一 富 山 大学経済学部教捜会規程の改正理 由 ・守

1 学校教育法等の一部を改正する法律 （平成1 1年 5 月 28 日 法律第55号） に基づき ， 所要事項を改める。
2 字句の整備を行う 。

富山大学経済学部教授会規程の一部を改正する規則を次の とお り 制定する 。

平成12年 3 月 1 7 日

富山 大学経済学部教授会規程 の 一 部 を 改正 す る

規則

富山大学経済学部教授会規程 （昭和28年 9 月 9 日 制定）
の一部を次のよ う に改正する。
題名を 「富山大学経済学部教授会規則」 に改める 。
第 1 条中 「お く J を 「置 く 」 に改める 。
第 2 条を次のよ う に改める。

第 2 条 教授会は， 次の各号に掲げる事項について審議
し ， 及び教育公務員特例法の規定によ り その権限に属
させ られた事項を行う 。
(1)  教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学， 卒業その他在籍に関する事項及び学
位の授与に関する事項

富山大学長 時 津 貢

(3) その他本学部の教育又は研究に関する重要事項
第 3 条の見出 し を 「 （組織） 」 に改め， 同条第 1 項本文

中 「つぎのJ を 「次の」 に改め， 同項ただし書中 「第 2
条第 7 号の事項の う ち ， 教官」 を 「教員J に ． 「構成」
を 「組織」 に改める 。
第 6 条第 1 項中 「お よび」 を 「及び」 に改め， 同条第

2 項中 「第 1 . 第 3 水曜日 に聞 く J を 「毎月 1 回とする」
に改め， 同条第 3 項中 「または」 を 「又は」 に改める 。
第 8 条第 1 項中 「教官」 を 「教員」 に改める。
第 9 条第 1 項中 「 1 名 をお く 」 を 「 l 人を置 く 」 に改

め， 同条第 2 項中 「あて」 を 「充て」 に改める 。
附 則

こ の規則は， 平成12年 4 月 1 日 か ら施行する。

富山大学理学部規則の一部改正

富 山 大学理学部規 則 の 改正 理 由

1 富山大学学則の一部改正に伴い ， 大学以外の教育施設等における学修の単位数等について ． 所要事項を改める。 j
2 専門科目 のカ リ キュ ラムを見直 し ， 教育内容の充実を図るため ， 所要事項を改める。

富山大学理学部規則の一部を改正する規則を次の とお り 制定する。

平成12年 3 月 1 7 日

富 山 大学理学部規則 の 一 部 を 改正す る 規則

富山大学理学部規則 （昭和52年 5 月 1 6 日 制定） の一部
を次のよ う に改正する。
第 9 条の 2 の見出 し中 「他の大学J を 「他の大学等J

に改め． 同条第 l 項中 「第34条の規定によ り ， 他の大学
文は外国の大学において 当該大学」 を 「第34条及び第
34条の 2 の規定によ り ， 他の大学文は外国の大学ある い
は大学以外の教育施設等において， 当該大学等」 に ，

富山大学長 時 津 貢

「学部長を経て， 学長の許可J を 「学部長の許可」 に改
め． 同項に次のただし書を加える 。
ただし ， 外国の大学等の授業科目 を履修 し よ う とする

と きは， 学部長を経て， 学長の許可を受けなければな ら
ない。
第 9 条の 2 第 3 項中 「30単位J を 「60単位J に改める。
第13条中 「， 定員に余裕がある場合に限 り 」 を削る 。
別表を次の よ う に改める 。
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別表 I （第 3 条第 2 項関係）
授業科目及び単位数

教養科目及び共通基礎科目

区 分 主 題 等 授 業 科 目
思 想、 と 倫 理 哲 学 の す す め

人 間 と 倫 理
こ こ ろ の 科 学 こ こ ろ の 科 学

人 現 代 と 教 育 現 代 と 教 育

文 歴 史 の 世 界 日 本 の 歴 史 と 社会
東 洋 の 歴 史 と 社会

系
西 洋 の 歴 史 と 社 会

科 文 学 の 世 界 日 本 文 学
自 外 国 文 学

言 語 と 文 化 言 語 と 文 化
教 芸 術 の 世 界 音 楽

教 美 術
社会理論 と 現代 社 会 科 学 の 方 法 と 理論

現 代 社 � 論
法 と 政 治 日 本 国 憲 法

社 国 家 と 市 民
養 i込＝ 経 済 生 活 と 法

養 市 民 生 活 と 法
系

産 業 と 経 済 経 済 ・ 経営デー タ を 読 む
科 it 業 と 仕 事
目 世 界 経済 の 過 去 と 現在

日 本 の 経 済 と 産 業
原 日 本 の 企 業 経 営

地 域 と 生 活 地 域 の経済 と 社会 ・ 文 化
科

地 球 と 環 境 地 球 の 構 造 と 活 動
地 球 の 環 境

生 命 の 世 界 生 命 の 世 界
自 然 の 構 造 字 宙 の 構 造

論 自 化 学 物 質 の 世 界

然 物 質 の 構 造
目 量 子 の 世 界

系
数 理 の 世 界 自 然 と 情 報 の 数理

科 社 会 と 情 報 の 数理
目 技 術 の 世 界 技 術 の 世 界

材 料 の 科 学
生 活 の 科 学 生 活 の 科 学

睡 眠 の 科 学
情 報 の 科 学 コ ン ビ ュ ー タ の 話

教 養 原 論 演 習
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環 境 2 
生 と 死 2 
ジ ェ ン ダ ー （ 性 ） 2 

単位数 総 ’し、 と 身 体 2 
2 技 術 と 社 A Z三 2 
2 i口λ 現 代 文 イ七 2 
2 人 権 と 福 4止 2 
2 科 環 日 本 海 2 
2 科 学 と 社 �‘ 主 2 
2 目 現代 の 世 界 （時事的問題） 2 
2 トータルコ ミ ュニケーシ ョ ン 2 
2 総 合 科 目 特殊 講 義 2 
2 日 本 事 情 6 
2 英 語 A 4 

2 英 語 B 4 

2 ド イ ツ 語 A 4 

2 共 ド イ ツ 語 B 4 

2 外 フ ラ ン ス 言否 A 4 

2 国 フ ラ ン ス 語 B 4 

2 
通 中 国 語 A 4 

2 語 中 国 語 B 4 
2 ロ ン ア 語 A 4 

2 科 ロ ン ア 語 B 4 
2 基 朝 東半 語 A 4 目
2 朝 南半 自吾 B 4 
2 フ ア ン 語 B 2 
2 礎 日 本 自否 A 4 
2 日 本 語 B 4 
2 
2 
2 

体轟育科
健 康 ・ ス ポ ー ツ 論 3 
健康 ・ ス ポー ツ演習 2 

科 健 康 ス ポ ー ツ自 4 
2 
2 

処4報理背 f青 報 処 理 2 
2 自 不回十
2 言
2 言 語 表 現 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 Xll 4 
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専 門 科 目
数 学 科

数値解析 2 
情報数理特論 4 

科学英語 I 2 
科学英語 E 2 

単位数 単位数
専門基礎科 目 一一 専 攻 科 目 一ー

修
必選択 必 択選修

解析学序論 I 2 線形代数学 I 2 洋書購読 I 2 
解析学序論 I 演 習 2 線形代数学 I j寅習 2 洋書購読 E 2 
解析学序論 E 2 線形代数学 E 2 数学特 別 講 義 ｜ ＊  

解析学序論 E 演 習 2 解析学 I 2 数学講究 8 

線形代数学序論 2 解析学 I i寅習 2 ＊ 印 を 付 し た数学特別講義の単位数は， 必要に応 じ て定める。

線形代数学序論演習 2 解析学 E 2 
物理学序説 I 2 解析学 E 演 習 2 物理学科
物理学序説 E 2 解析学要論 2 
物理学概論 I 2 解析学要論演習 2 
物理学概論 E 2 代数学序論 2 

単位数 単位数
専門基礎科 目 ーー 専 攻 科 目 トーーー－·ーーーー

必 選択 必 選択修 修
化学序説 I 2 代数学 I 2 微分積分学 I 2 物理数学A 4 

化学序説 E 2 代数学 E 2 微分積分学 E 2 物理数学 B 4 

化学概論 I 2 幾何学 I 2 線形代数学 2 力 学 I 6 
化学概論 E 2 幾何学 E 2 応用 数学基礎 2 力 学 E 4 

生物学序説 I 2 位相数学序論 2 計算機演習 2 電磁気学 I 6 
生物学序説 E 2 位 相 数学 I 2 化学序説 I 2 電磁気学 E 4 

生物学概論 I 2 位相数学 E 2 化学序説 E 2 熱統 計学 I 4 

生物学概論 E 2 複 素 解析学序論 2 化学概論 I 2 熱統 計 学 E 4 

地球科学序 説 I 2 複 素解析学 I 2 化学概論 E 2 量子 力 学 I 6 
地球科学序説 E 2 複 素解析学 E 2 生物学序説 I 2 量子 力 学 E 4 

地球科学概論 I 2 実解析学 I 2 生物学序 説 E 2 量子 力 学特 論 2 
地球科学概論 E 2 実解析学 E 2 生物学概論 I 2 光学 2 
生物園環境科学概論 I 2 数理統計学 2 生物学概論 E 2 相対論 2 
生物圏環境科学概論 E 2 微分方程式論 2 地球科学序説 I 2 物理実験学A 2 
放射線基礎学 2 応 用 数 理 2 地球科学序説 E 2 物理実験学 B 2 
総合演習 2 灘散数理 2 地球科学概論 I 2 物理学実験 I 2 
学外体験実習 はI � 情報数理 2 地球科学概論 E 2 物理学実験 II （物性A) 2 

情報科学特論 2 生 物 園 環境 科 学 概 論 I 2 物理学実験 II （物性 B ) 2 
情報科学 I 2 生 物 園 環境 科 学 概 論 E 2 物理学実験 II （量子） 2 
情報科学 E 2 放射線基礎学 2 物性物理学 A 4 

統計デー タ 処 理 2 基 礎化学実験 1 物性物理学 B 4 
プ ロ グ ラ ミ ン グ演 習 I 2 基礎生物学実験 1 物性物理学特論 2 
プ ロ グ ラ ミ ン グ演 習 E 2 基 礎地球科学実験 1 核物理学A 2 
代数学特論 2 基礎生物園環境科学実験 1 核物理 学 B 2 
幾何学特論 2 総合演習 2 核物理学特論 2 
解析学特論 4 学外体験実習 はI � 電磁波物理学 A 2 
数理統計学特論 2 電磁波物理学 B 2 
実解析学特論 2 電磁波物理学特論 2 
応用 数理特論 2 洋書講読 2 
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講義 l 1 2ド ｜

化学科

単位数 単位数
専門基礎科目 一一 専 攻 科 目 ト一一ー一一－ーーー

必 選 必 選
修 択 修 択

微分積分学 I 2 基礎物理化学 I 2 
微分積分学 E 2 基礎物理化学 H 2 
線形代数学 2 無機化学 2 
応用数学基礎 2 化学平衡学 2 
物理学序説 I 2 化学反応学 2 
物理学序説 E 2 構造化学 2 
物理学概論 I 2 量子化学 2 
物理学概論 E 2 化学熱力学 2 
生物学序説 I 2 触媒化学 2 
生物学序説 E 2 分子分光学 2 
生物学概論 I 2 分子物性学 2 
生物学概論 E 2 遷移金属化学 2 
地球科学序説 I 2 構造溶液化学 2 
地球科学序説 E 2 材料科学 2 
地球科学概論 I 2 化学工学 2 
地球科学概論 E 2 物理化学特論 I 1 
生 物 圏 環 境 科 学 概 論 I I 

2 物理化学特論 E 1 
生 物 圏環 境 科学 概 論 E 2 無機化学特論 2 
放射線基礎学 2 分析化学特論 2 
基礎物理学実験 1 物理化学実験 3 

基礎生物学実験 1 無機分析化学実験 3 

基礎地球科学実験 1 プログラ ミ ング実習 1 
基礎生物園環境科学実験 l 基礎有機化学 2 
基礎化学実験 1 有機化学 I 2 
総合演習 2 有機化学 E 2 
学外体験実習 は＇ ｝ 有機化学E 2 

芳香族化学 2 
構造有機化学 2 
反応有機化学 2 
生体物質化学 2 
合成有機化学 2 
高分子化学 1 
生化学 2 
有機化学特論 I 1 
有機化学特論 E
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有機化学実験 6 
水環境化学 2 
環境化学演習
環境化学計測
計測化学特別講義
科学英語
化学演習
化学特別講義
卒業論文 112 

2 
2 
1 
4 
＊ 

＊ 

＊ 印 を 付 し た化学演習， 化学特別講義の単位数は， 必要に応 じ
て定め る 。

生物学科

単位数 単位数
専門基礎科目 ｛（ 専 攻 科 目 トーー－.－－

必 選 必 選
修 択 修 択

微分積分学 I 2 基礎動物形態学
微分積分学 E 2 基礎植物形態学 1 
線形代数学 2 植物分類学 2 
応用数学基礎 2 基礎系統学 1 
物理学序説 I 2 基礎分類学 1 
物理学序説 E 2 系統進化学特論 1 
物理学概論 I 2 比較内分泌学 1 
物理学概論 E 2 形態形成学 1 
化学序説 I 2 形態学特論 1 
化学序説 E 2 動物系統進化学 1 
化学概論 I 2 動物行動学 1 
化学概論 H 2 動物生理学 2 
地球科学序説 I 2 基礎生理学 1 
地球科学序説 E 2 植物生理学 2 
地球科学概論 I 2 生物科学特論 2 
地球科学概論 E 2 植物系統進化学 2 
生物園環境科学概論 I 2 応用生物学 1 
生物圏環境科学概論 E 2 生体構造学実験 6 
放射線基礎学 2 臨海実験 I 1 
基礎物理学実験 l 臨海実験 E 1 
基礎化学実験 1 野外実験 I 1 
基礎地球科学実験 1 野外実験 H 1 
基礎生物園環境科学実験 1 生物化学 1 
総合演習 2 生理化学 2 
学外体験実習 ,i} 生体応答学 2 

放射線生物学 1 
放射線生物学特別講義 1 
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生体調節学 2 生物圏環境科学概論 I 2 雲物理学 2 

生理活性物質化学 2 生物園環境科学概論 E 2 基礎地球 力 学演習 2 
発 生 制御学 2 地球科学序説 I 2 層 序 学 2 

基礎発 生学 1 地球科学序説 E 2 古生物学 2 

動物発生学 2 地 球科学概論 I 2 岩石学 2 

細胞生物学 2 地 球科学概論 E 2 列 島 地 質 2 
遺伝学 2 放射線基礎学 2 地殻進化学 5 
植 物 発 生 学 2 基 礎物理学実験 1 火 山 学 2 

基礎細胞学 1 基縫化学実験 1 鉱床学 2 

基礎遺伝学 1 基礎生物学実験 1 地質学演習 2 

微生物科学 1 基礎生物圏環境科学実験 1 地震学 2 

細 胞 生物学特論 1 総合演習 2 海洋底物理学 2 

細胞生理学 1 学外体験実習 は1 又2 自 然災 害 ア セ ス メ ン ト 2 

遺伝学特論 1 構造地質学 2 

資源生物学 1 海 洋 地 質 学 2 
生 体 エ ネ ルギ ー 論 2 海域地震テ ク ト ニ ク ス 2 

植 物 生 態 学 2 地球科学実験 4 
生体制御学実験 6 層 序学実験 3 
科学英語 2 岩石鉱物学実験 3 
生物学特別講義 ｜ ＊  地球物理学実験 3 
卒業論文 12  雪氷学実験 3 

＊ 印 を 付 し た 生物学特別講義の単位数は， 必要 に 応 じ て定める。 地球計測演習 2 

地質学巡検 I 1 

地球科学科 地質学巡検 E
地 質 学巡検 E 3 

単位数 単位数
専門基礎科 目 一 専 攻 科 目必 選 必 選択修 択 修

地質調査法実習 8 

地球圏 物理学実習 1 

微分積分学 I 2 地球 圏物理学序説 2 

海域地球科学実習 2 

微分積分学 E 2 一般地質 学 2 地 球 圏 物理学特論 10 

線形代数学 2 基礎地球 力 学 2 地球進化学特論 10 

応用 数学基礎 2 鉱物学 2 地球科学特 別 講 義 ＊ 

物理学序説 I 2 プ レ ー ト テ ク ト ニ ク ス 2 
卒 業 論 文 1 2  

物理学序説 E 2 環境化学概論 2 ＊ 印 を 付 し た地球科学特別講義の単位数は， 必要に応 じ て定める。

物理学概論 I 2 地球化学 2 

物理学概論 E 2 環 境 問 位体学 2 生 物 圏環 境科学科
化学序説 I 2 洋 書 講 読 4 
化学序説 H 2 科学英語 2 

化学概論 I 2 地球惑星物理学 2 

単位数 単位数
専門基礎科 目 一一 専 攻 科 目 ド一一一－�ー一一一

必 選択 必 選択修 修
化学概論 E 2 地球流体 力 学 2 微分積分学 I 2 環境生物学慨論 2 
生物学序説 I 2 雪氷学概論 2 微分積分学 E 2 生物物理化学 2 

生物学序説 E 2 岩石磁気学 2 線 形 代 数 学 2 生物化学
生物学概論 I 2 雪氷物理学 2 応用 数学基礎 2 基礎植物形態学 1 
生物学概論 E 2 応用 地球物理学 2 物理学序説 I 2 基礎動物形態学 1 
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物理学序説 E 2 環境植物生理学 2 水環境化学 2 
物理学概論 I 2 生理化学 2 環境無機化学 2 

物理学概論 H 2 基礎系統学 1 基礎有機化学 2 

化学序説 I 2 基礎分類学 1 一般地質学 1 2  
化学序説 E 2 生体応答学 2 環境化学計測 2 

化学概論 I 2 植 物 生 態 学 2 地球化学 2 

化学概論 E 2 環境微生物学 2 環境化学演習 2 

生物学序説 I 2 基礎遺伝学 1 有機化学 2 

生物学序説 E 2 基礎細胞学 1 環境 問位体学 2 
生物学概論 I 2 生 体 エ ネ ル ギ ー 論 2 層序学 2 

生物学概論 E 2 細胞機能論 2 陸水化学 2 

地球科学序説 I 2 植 生 変 動 論 2 環境地球化学 2 

地球科学序 説 E 2 生 体 調 節 学 2 環境保全化学 2 

地球科学概論 I 2 動 物 生 理 学 特 別 講 義 1 環 境地球化学特別講 義 2 
地球科学概論 E 2 植物生理学特別講義 1 計測化学特別講義 1 

放射線基礎学 2 生体応答学特別 講 義 1 環境計測特別 講 義

基礎物理学実験 1 生態学 1 環境化学計測実験 6 

基礎化学実験 1 放射線生物学 1 科学英語 4 

基礎生物学実験 1 放射線生物学特別講義 1 野外実習 I 2 

基礎地球科学実験 l 生 物 圏機能実験 6 野外実習 E 2 
総合演習 2 環境物理化学 2 生物園環境科学特別講義 ＊ 

学外体験実習 l 又 環境化学概論 2 卒業論文 12  は 2

環境基礎化学 2 ＊ 印 を 付 し た 生物園環境科学特別講義の単位数は， 必 要 に 応 じ て
定 め る 。

別 表 II （第 4 条 関 係 ）
卒 業 必 要 な 修 得 単 位 数

数 学 科 物 理 学 科 化 学 科 生 物 学 科 地球科学科 生物園環境科学科
区 分

必修 選 択 必修 選 択 必修 選 択 必修 選 択 必修 選 択 必修 選 択

教 教（人文科養学 ・ 社原会科学論系） 1 2文 は 1 4 12又は14 12又は14 12又は14 12又は14 12又は14
養 総 合 科 目 6 又は 4 6 又は 4 6 文は 4 6 又は 4 6 又 は 4 6 文は 4科
目 計 1 8  1 8  1 8  1 8  1 8  1 8  

共 外（英語国を含語む2科ヶ国語目） 8 8 8 8 8 8 
通 保 健 体 育 科 目 2 2 2 2 2 2 基
礎 宮警告雲議長百 2 2 2 2 2 2 科
目 計 1 2  1 2  1 2  1 2  12  1 2  

専 専 門 基 礎 科 目 1 2  8 1 0  1 0  1 1 9  20 20 20 
門 専 攻 科 目 42 22 50 1 4  5 1  1 3  3 4  30 3 1  33 52 1 2  手ヰ
目 計 54 30 60 24 52 32 34 50 3 1  53 52 32 

自 由 （ 選 択 ） 科 目 1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  
ぷE』l 計 124 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 

1 教養原論は， 人文科学系及び社会科学系か ら 各 4 単位以上選択 し ， 12単位又は 14単位 を 修得す る こ と 。
2 外国語は 2 ヶ 国語 （英語 を含む。 ） を 各 4 単位， 計 8 単位以上を修得す る こ と 。3 外国 人留学生 に 対 し ， 日 本事情及び 日 本語 に 関する科 目 を 開 講 し て い る が， 修得方法は別に定め る。
4 専攻科 目 の選択は， 他学科の専攻科 目 （一部の科 目 を 除 く 。 ） の う ち か ら も 選択す る こ と がで き る 。
5 専門基礎科 目 の学外体験実習 の修得単位は 自 由 （選択） 科 目 と し て 認定する。
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附 則

1 こ の 規則は， 平成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 平 成 1 1 年度 以 前 の入学者 に つ い て は ， な お ． 従 前 の

例 に よ る 。 た だ し ， 第 3 条 第 2 項 に 規定す る 別 表 I の

報 第425号

専 門科 目 の 専 門基礎科 目 の 欄 「学外体験学習 1 文 は 2 」
の 項 の 改正 に つ い て は ， 平 成 1 1 年度以前 の 入学者 に も
適用 す る 。

富山大学理学部教授会規則の一部改正

富山大学理学部教授会 規 則 の 改 正 理 由

1 学校教育法 等 の 一部 を 改正 す る 法律 （平成 1 1 年 5 月 28 日 法律第55号） に 基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大学浬学部教授会規則 の 一 部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平成 1 2年 3 月 1 7 日

富山 大学理学部教授会規則 の 一部 を 改正す る 規則

富 山 大 学理学部教授会規則 （昭和52年 5 月 1 6 日 制定）
の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。

第 1 条 中 「富 山 大 学 学 則 第 1 7 条 第 2 項 に 基 づ き 」 を
「学校教育法第59 条 に 基 づ き J に 改 め る 。

第 2 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 2 条 教 授 会 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事項 に つ い て 審 議

し ， 及び教育公務員特例 法 の 規定 に よ り そ の 権 限 に 属
さ せ ら れ た 事項 を 行 う 。

( 1) 教育課程 の 編成 に 関 す る 事項

富 山 大 学 長 時 津 貢

(2) 学 生 の 入学， 卒 業 そ の 他 そ の 在籍 に 関 す る 事項 及
び学位 の 授 与 に 関 す る 事項
(3) そ の 他本学部 の 教 育 又 は研究 に 関 す る 重 要 事項
第 3 条 の 見 出 し を 「 （組織） 」 に 改 め ， 同 条 第 1 項 た だ

し 書 中 「第 2 条第 7 号 の 事 項 の う ち ， 教 官 人 事 」 を 「教
員 人事」 に ， 「構成す る 」 を 「組織 す る 」 に 改 め る 。

第 8 条 中 「教官」 を 「教員」 に 改 め る 。
第 9 条第 1 項 中 「 1 名 を お く 」 を 「 1 人 を 置 く 」 に 改

め ， 同 条第 2 項 中 「 あ て J を 「充て 」 に 改め る 。
附 則

こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。

富山大学工学部規則の一部改正

富山 大学工学部規 則 の 改正理 由

専 門 科 目 の カ リ キ ユ ラ ム を 見 直 し ， 教 育 内 容 の 充実 を 図 る た め ， 所要事項 を 改 め る 。

富 山 大 学工学部規則 の 一部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平成 1 2年 3 月 1 7 日

富山大学工学部規則 の 一部 を 改正す る 規則

富 山 大 学工学部規則 （平成 5 年 4 月 1 日 全部改正） の
一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

別 表 II （第 6 条 関係） を 次 の よ う に 改 め る 。

富 山 大学長 時 津 貢
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別 表 II （第 6 条 関 係）
電気電子 シ ス テ ム 工 学科

単 位 数
授 業 科 目 名 必 選 選 自 選 授 業 科 目 名

修 必 択 由 択
微分積分 l 2 電気電子計測工学
微分積分 2 2 セ ンサー工学
線形代数 2 シ ス テ ム 制御工学第 l
微分方程式 l 2 システム 制御工学第 2

専 微分方程式 2 2 電気電子材料工学
ベ ク ト ル解析 2 結品物理工学

門 複素解析 2 電子物性工学及び演習専
数値解析及び演習 2 量子効果デバイ ス

基 プ ロ グ ラ ミ ン グ演習 2 量子光工学

礎
力学 2 表面エ レ ク ト ロ ニ ク ス
熱 ・ 波動 2 半導体デバイ ス 及び演習
量子力学 2 攻 集積回路工学科
電磁気学第 1 及び演習 3 光 ・ 電子デバイ ス

目 電磁気学第 2 及び演習 3 ナ ノ エ レ ク ト ロ ニ ク ス
電気回路第 l 及び演習 3 安全 ・ 開 発管理工学
電気回路第 2 及び演習 3 科 電気電子工学研究 レ ビ ュ ー
ア ナ ロ グ電子回路及び演習 3 自 由 課題製作実験
ディ ジ タ ル電子回路 2 電気電子実験第 1
電力発生工学 3 電気電子実験第 2
電気エネルギー伝送工学 4 電気電子実験第 3
高篭庄工学 2 目 電気電子実験第 4
半導体電力 変換工学 2 電気電子工学論文輪読第 1
電気機器工学第 1 2 電気電子工学論文輪読第 2

専 電気機器工学第 2 2 卒業論文
電動 力応用 工学 2 工業英語

門 電気電子工学設計製図 2 
プラ ズマ理工学 2 電気電子 シス テム工学特論

科 法規及び管理 1 職業指導
電磁波工学 2 情報化社会 と 教育

目 信号処理工学 2 
環境電磁工学 2 
通信方式 2 
通信 シ ス テ ム 2 
電波法規 1 
計算電磁工学 2 

備 考
1 電気電子 シス テム 工学特論の単位数は必要 に応 じ て定め る 。
2 卒業 に必要な修得単位数は， 次の条件を満た し 1 24単位以上で あ る こ と 。

( 1 ） 教養科 目 ・ 共通基礎科 目

富山大学に お け る 教養科目 及び共通基礎科 目 履修規則に定め る 選択科 目 30単位以上
(2） 専門科 目

専門基礎科 目 は4 1 単位 中 30単位以上 専攻科 目 は必修科 目 27単位 を含め54単位以上， 合計84単位以上

84単位の内訳は， 学科の定 め る と こ ろ に よ る 。

3 職業指導の単位は， 卒業に必要な修得単位数 に は含 め な い。
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単 位 数
必 選 選 自 選

修 必 択 由 択
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 0  

2 

4 
2 
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知能情報工学科

単 位 数
授 業 科 目 名 必 選 選 自 選 授 業 科 目 名

修 必 択 由 択
微分積分 2 コ ンビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス
微分積分演習 2 人工知能基礎

専
線形代数 2 自 然言語処理

門
線形代数演習 2 人工知 能 シ ス テ ム

基
微分方程式及び演習 2 視覚情報処理

礎
ベク ト ル解析 2 音情報学

科
情報数学 2 専 ヒ ュ ーマ ンイ ン タ フ ェ イ ス

目
情報数学演習 2 仮想現実感方式
確率統計論 2 知能生体情報工学
数値解析 2 ブレイ ン コ ンビューティ ング
電気磁気学 2 攻 安全 ・ 開発管理工学
電気回路 2 知能情報工学基礎演習
電気回路演習 2 知能情報工学実験第 1
電子回路工学 2 

科 知能情報工学実験第 2
論理情報回路 2 知能情報工学実験第 3

専 電磁波工学 2 知能情報工学実験第 4
情報伝送工学 2 自 由 製作実験
光通信工学 2 目 知能情報工学研修第 1
デ ジ タ ル信号処理 2 知能情報工学研修第 2

攻 オー ト マ ト ン ・ 言語理論 2 卒業論文
計算機アーキテク チ ャ 2 工業英語
ソ フ ト ウ ェ ア 工学 2 工業 ロ シ ア 語
多変量解析論 2 
情報理論 2 知能情報工学特論

科 符号理論 2 織業指導
計算論 2 情報化社会 と 教育
意味解析論 2 
アルゴ リ ズム解析 2 

目 コ ンパイ ラ 構成法 2 
デー タ ベー ス 論 2 
ネ ッ ト ワーク アーキテ ク チ ャ 2 
高度通信方式 2 
情報 メ デ ィ ア 学 2 
情報セ キ ュ リ テ ィ 2 
画像処理 と パ タ ー ン 認識 2 

備 考
1 知能情報工学特論の 単位数は必要に応 じ て 定 め る 。

2 卒業に必要な修得単位数は， 次の条件を満た し 1 24単位以上で あ る こ と 。

( 1 ） 教養科 目 ・ 共通基礎科 目

富 山 大学 に お け る 教養科目 及び共通基礎科 目 履修規則 に 定 め る 選択科 目 30単位以上

(2） 専門科 目

専門基礎科 目 は 1 8単位中 14単位以上， 専攻科 目 は必修科 目 28単位 を 含め70単位以上， 合計84単位以上
84単位の 内訳は， 学科の定め る と こ ろ に よ る 。

3 職業指導の単位は， 卒業に必要な修得単位数 に は含 め な い。

第425号

単 位 数
必 選 選 自 選

修 必 択 由 択
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10  

2 
2 

4 
2 
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機械知 能 シ ス テ ム 工 学 科

単 位 数 単 位 数

専
r, 
基
礎
科
目

専

攻

科

目

授 業 科 目 名

微分積分第 1
微分積分第 2
線形代数第 1
線形代数第 2
微分方程式
・． ． － －－－ーー －ー ・ ． ． ． ． ． ．‘ ・ ・ ・ a‘ ・ ・‘ ・ ー . . ・ ・，・・・ーー ー， .. .・4・... .・・b. ..ー．．
工業力学
化学
電磁気学
量子力学
材料力学第 1
材料力学第 2
材料強度演習第 1
固体力学
ー· · ·· ··· ·－－ － － － －－ － － －·‘ ・ . . . . . . . . . ー・，－－－－－－ － － － 圃 ・ ・ ・ ー . . . . . . .

強度設計工学
材料強度演習第 2
要素設計学第 1
要 素設計学第 2
ー・ ・ ・ ・ ・・“・・・ ・ ー － ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ a‘ ・ ． ．‘ ー . .・ ・··－··・..・，b ..ー .. 

生産加工学
生産加工学演習
切削工学
精密加工学. . . . .. 酔晶ー. . . . . － － ー ． ． ． ． ． ． ． ．． ．‘ ・ ・ ・‘ ・ ー ・ ・ ・ ・ ー ・ . . . 4・ 4・ . .・ ・ ー
基礎材料工学
機械材料工学
塑性工学
塑性 ・ 材料工学演習
－ ー－ － － － － － － －－ － － ー ー ・ ・‘ ・ ・‘ ＋ ・ ー ー ， ， 4・ . .・ 4・ 4ト・ 4・ 4・ ．，，．．．．．．．．． ． ． ． ． ． ． ． 
基礎熱力学
応用熱力学
熱工学演習
伝熱工学
エ ネルギー変換工学第 l亭 . . . . . . . . . · · - · - - - - - - - - - - - - .. ーー ーー ... ーーー ー ・ ・ーーー．
基礎流体工学
流体工学演習
流体力学
エ ネルギー変換工学第 2
ーー－ー・． · · - - - - - - - - . . . . . ... ... . 骨骨・ー － ー － . . . ・ ・ ・ a ・・・・a• • • • • • • 
数理解析第 1
数理解析第 2
数理解析演習
環境数値解析工学

必

修

－・．．．．．．．

2 

1 

......‘... 

1 

ー ． ‘ ・ ． ． ． ．

1 

1 

1 

ーー ー ． ． ． ． ，

2 
1 

ー・ . ・ ・ . ・ 4

1 

選

必

ーーー ーー ー ， ， ．

4・ ・ ・ ・ ・ ・・ . .

－－ーー ．． ． ． 

..‘・‘・‘ ・・ ・ ・ .

－ ー ー ー ー ． ， ， ，

． ， ． ． ， ． ー － ー

選

択
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

a ・ ， ．‘ 晶 a， 亭 晶

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

自 選

由 択

ー ・ · · － － · －

. . . ・ ー ， ． ， ，

・ ・ . . . . . . .

. . 晶・ .. . 

ーー・・. . . ー

. . ’・・.ー

科
目
群

A 

B 

c 

. . . . ー ． ，

D 

· · · - · - · -

E 

F 

晶 . .晶 晶 ’ . .

G 

H 
－ ー · · · － · －

専

攻

科

目

授 業 科 目 名

機械学
機械力学
動的設計解析学
機械動的解析演習
4・・ －ー・ ー‘ ・・・・・・・ー・‘ －－ －－ー・・“‘・・・・．・・・ー．．．．．． 『・・ーーーー‘・－－・ ・ . .

制御理論第 1
制御理論演習
制御理論第 2
制御回路学
制御要素
・ ．‘ ・‘ － － － － － ・‘ ・ ． ．．．‘’a‘・‘・“・‘....‘..・‘・‘・，，a・・...‘4・4・・‘，... . a‘ ・ ・ ー・・b・ . 

計測工学
機械情報工学
精密測定学
計測工学 ・ 精密測定学演習
・ ・ ・・ ・ ー ・ ー ー ・ ー ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ・ ・ ， ． ． ． ， ． ． ．‘ ・ ・ a‘ ・ ・ ・ ， ． 4・ . . .・
計算力学
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン工学
ソ フ ト ウ ェ ア 工学演習
応用機械情報工学
・・・・... a ・， . . . . .. . . . .. . .. ..ー ・ ・・ ・“・ ・ . . . . . . . . ． ． ． ・ ・ － － － － － ー， ．
環境工学概論
L C  A 設計論
機械情報処理工学
知能機械情報工学
英語 コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン
工業英語
工業 ド イ ツ語
機械安全工学
機械工学 自 由演習
機械入門ゼミ ナール
機械知能 システム 工学特論
機械工学輪読
機械工学設計製図第 1
機械工学設計製図第 2
機械工学実習
機械工学実験第 l
機械工学実験第 2
卒業論文
職業指導
情報化社会 と 教育

必

修

・．．．．．． ，．

1 

ー ， . . .. .

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 0  

選

必

・ ・ . . - - - -

－ ー ー ー ． ー ・ ・ ．

・・ ・・ ー

選

択
2 
2 
2 

. .‘ 晶 亭 骨 晶 圃 a
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

自 選

由 択

. .‘ ・...“

・ ．‘ . . .‘ ・‘ . . .

－ ・ ー ． ． ． ． 

· · · － ・ ． ．

4 
2 

備 考
1 機械知能シ ス テム 工学特論の単位数は必要に応 じ て定め る 。
2 卒業に必要な修得単位数は， 次の条件を満た し 1 24単位以上で あ る こ と 。

( 1 ） 教養科 目 ・ 共通基礎科 目

富 山 大学に お け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定め る 選択科目 30単位以上

(2） 専 門 科 目

専 門基礎科 目 は 1 8単位中必修 2 単位 を含め 8 単位以上， 専攻科 目 は必修科 目 35単位 を含め76単位以上， 合計84単位以上
84単位の内訳は， 学科の定め る と こ ろ に よ る 。

3 職業指導の単位は， 卒業 に必要な修得単位数 には含め な い 。
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物 質 生 命 シ ス テ ム 工学科

単 位 数 単 位 数
授 業 科 目 名 必 選 選 自 選 授 業 科 目 名 必 選 選 自 選

修 必 択 由 択 修 必 択 由 択
微分積分 l 2 高分子化学 2 
微分積分 2 2 生体高分子化学 2 
線形代数 1 2 高分子物理化学 2 
線形代数 2 2 物理化学演習 2 

専
応用数学 l 2 細胞生産工学 1 2 
応用数学 2 2 細胞生産工学 2 2 
応用数学 3 2 生命物性工学 1 2 

F可 物理学 1 2 生命物性工学 2 2 専
物理学 2 2 生命物性工学演習 2 

基 物理学 3 2 生化学 1 2 
無機化学 1 2 生化学 2 2 

礎 無機化学 2 2 生化学 3 2 
基礎有機化学 1 2 遺伝子工学 1 2 

科 基礎有機化学 2 2 遺伝子工学 2 2 
分析化学 2 生命放射工学 2 
物理化学 1 2 攻 生命情報工学 2 

目
物理化学 2 2 生命計測工学 2 
物理化学 3 2 生命分子機能工学 2 
物質 ・ 生命システム工学ゼミ ナール 2 マ イ ク ロ メ リ テ ィ ッ ク ス 2 
物理学実験 1 粉体物性工学 2 
化学実験 1 物体プロ セ ス 工学 1 2 
資源化学 2 物体プ ロ セ ス 工学 2 2 
無機化学 3 2 プ ロ セ ス 工学量論 2 
生物無機化学 2 科 移動現象論 l 2 
生物有機化学 2 移動現象論 2 2 

専 有機化学 l 2 多相系移動現象論 2 
有機化学 2 2 反応工学 1 2 
有機化学演習 2 反応工学 2 2 

攻 構造有機化学 2 生物化学工学 2 
有機合成化学 2 生物反応工学 2 
反応速度論 2 拡散操作論 2 

科 電気化学 2 目 物質移動論 2 
無機化学演習 2 分離工学 2 
配位化学 2 拡散プ ロ セ ス 工学 2 

目 量子化学 2 プ ロ セ ス 設計 1 2 
物理有機化学 2 プ ロ セ ス 設計 2 2 
機器分析化学 l 2 化学プ ロ セ ス 制御 2 
機器分析化学 2 2 プ ラ ン ト 設計工学 2 
機器分析化学演習 2 プ ロ セ ス 工学計算 1 1 
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プ ロ セ ス 工学計算 2 2 生命工学実験 4

材料製錬工学 2 プ ロ セ ス 工学実験 1

材料精錬工学 2 プ ロ セ ス 工学実験 2

金属化学 2 プ ロ セ ス 工学実験 3

腐食 ・ 防食工学 2 プ ロ セ ス 工学実験 4

機能性材料工学 1 2 プ ロ セ ス 工学実験 5

機能性材料工学 2 2 材料化学実験

高温反応工学 2 専 機能性材料学実験

専 材料評価学 2 材料設計工学実験

結品有毒造学 2 材料物性工学実験

相変態 ・ 熱処理論 2 応用 物性工学実験

素形材工学 2 工場実習

材料設計工学 2 攻 応用 化学輪読
攻 材料学序論 2 生命工学輪読

材料組織学 2 プ ロ セ ス 工学輪読

材料強度学 2 材料工学輪読

組織制御工学 2 手ヰ 自 由演習

科 量子工学序論 2 情報処理

応用物性工学 2 プ ロ グ ラ ミ ン グ及び演習

応用物性工学演習 2 品質管理

低温工学 2 電気工学概論

材料力学 4 目 電子工学概論
目 応用化学実験 1 1 .  5 機械工学概論

応用 化学実験 2 l. 5 工業英語 1

応用化学実験 3 l. 5 工業英語 2

応用化学実験 4 1 .  5 工業 ド イ ツ語

応用化学実験 5 l .  5 卒業論文

応用化学実験 6 1 .  5 

生命工学実験 l 1. 5 物質生命 シ ス テ ム 工学特論

生命工学実験 2 1 .  5 職業指導

生命工学実験 3 1 .  5 情報化社会 と 教育

備 考
1 物質生命 シ ス テム工学特論の単位数は必要 に応 じて定め る 。
2 卒業 に必要な修得単位数は， 次の条件を満た し 1 24単位以上であ る と と 。

( 1 ） 教養科 目 ， 共通基礎科 目

富山大学に お け る 教養科目 及び共通基礎科 目 履修規則 に 定 め る 選択科 目 30単位以上

(2） 専門科目

専 門基礎科 目 及び専攻科 目 は必修科 目 1 0単位 を含め84単位以上， 合計84単位以上

84単位の 内訳は， 学科の定め る と こ ろ に よ る 。

3 職業指導の 単位は， 卒業に必要な修得単位数 に は含 め な い。

附 則
1 こ の 規則は， 平 成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行 す る 。
2 平 成 1 1 年度 以 前 の 入 学者 に つ い て は， な お 従 前 の 例

に よ る 。
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富山大学工学部教授会規程の一部改正

富山 大学工学部教授会規程の改正理 由

1 学 校 教 育 法等 の 一部 を 改正 す る 法律 （平成 l l 年 5 月 28 日 法律第55号） に 基 づ き ， 所要事項 を 改 め る と と も に ，
併 せ て 規定 の 整備 を 行 う 。

2 字 句 の 整備 を 行 う 。

富 山 大 学工 学部教授会規程 の 一部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平 成 1 2年 3 月 1 7 日

富山 大学工学部教授会規程 の 一 部 を 改正 す る

規則

富 山 大学工学部教授会規程 （昭和27年 1 月 1 日 制 定） の
一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改め る 。
富 山 大学工学部教授会規則

第 1 条 の 見 出 し を 「 （設置） J に 改 め る 。
第 2 条及び第 3 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（権 限）
第 2 条 教 授 会 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事項 に つ い て 審 議

し ， 及び教育公務員特例 法 の 規定 に よ り そ の権 限 に 属
さ せ ら れ た 事項 を 行 う 。
(1)  教育課程 の 編 成 に 関 す る 事項
( 2 ) 学 生 の 入学， 卒 業 そ の 他 そ の 在 籍 に 関 す る 事項及

び学位 の 授 与 に 関す る 事項
(3) そ の 他 本 学部 の 教 育 文 は研究 に 関 す る 重要事項

（組 織）

富 山 大学長 時 津 貢

第 3 条 教授会は， 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 で 組織 す る 。
( 1) 学部長
( 2 ) 教授
(3) 助 教 授
(4) 講 師 （常勤）

2 教 員 の 人事及び名 誉教授 の 内 申 に 関 し て は， 学部長
及び教授 を も っ て 組織 す る 会 議 に お い て 審議す る 。
第 6 条第 4 項 を 削 る 。
第 8 条第 1 項 中 「 1 名 を お く J を 「 1 人 を 置 く J に 改

め ， 同 条 第 2 項 中 「 あ て J を 「充て」 に 改 め ， 同 条 を 第
9 条 と す る 。

第 7 条 を 第 8 条 と し ． 第 6 条 の 次 に 次 の 1 条 を 加 え る 。
第 7 条 教 員 の 人 事 及 び 名 誉 教授 の 内 申 に 関 し て 審議す

る 会議 は ， 構 成 員 の 3 分 の 2 以 上 が 出 席 し な ければ議
事 を 開 く こ と が で き な い 。

2 議事は， 出 席 者 の 3 分 の 2 以 上 を も っ て決 す る 。
附 則

こ の規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富山大学大学院経済学研究科規則の一部改正

富山大学大学院経済学研究科規 則 の 一部改正理 由

授業科 目 の 楢設及び見直 し を 行 い ， 教育 ・ 研究 内 容 の 充実 を 図 る た め ， 所要事項 を 改め る 。

富 山 大 学大学院経済学研究科規則 の 一部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2年 3 月 1 7 日

富山 大学大学院経済学研究科規 則 の 一 部 を 改正 す

る 規制

富 山 大学大 学院経済学研究科規則 （平成 3 年 3 月 30 日

富 山 大学長 時 津 貢

制 定） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 表
各 専攻授業科 目 及び単位数

地

域

経

済

政

策

専

攻

専 攻

理論経済学

授 業 科 目 時位数｜ 備 考

現代経済のモデル分析特殊研究 ｜ 2 

0 現代経済のモデル分析演習 I s 
経済変動 と安定化特殊研究 I 2 

0 経 済 変 動 と 安 定 化 演 習 I s 
政 治 経 済 学 特 殊 研 究 I 2 1 0印の授業科

O 政 治 経 済 学 演 習 I s I 目 の う ち 1 科

経 済 哲 学 特 殊 研 究 I 2 I 目 を必修 と す

O 経 済 哲 学 演 習 I s I る。
経 済 学 史 特 殊 研 究 I 2 

0 経 済 学 史 演 習 I s 
情報資本主義分析特殊研究 I 2 

0 情 報 資 本 主 義 分 析 演 習 I s 
理 論 経 済 学 特 殊 研 究 I 2 

0 理 論 経 済 学 演 習 I s 
数 理 経 済 学 特 殊 研 究 I 2 

0 数 理 経 済 学 演 習 I s 
経 済 理 論 特 殊 研 究 I 2 

0 経 済 理 論 演 習 I s 
比較経済論 ｜ 西 洋 経 済 史 特 殊 研 究 I 2 

0 西 洋 経 済 史 演 習 I 8 
日 本 経 済 史 特 殊 研 究 I 2 

0 日 本 経 済 史 演 習 I s 
環境勘定 監査論特殊研究 I 2 

0 環 境 勘 定 監 査 論 演 習 I s 
産業立地 と 地域開発特殊研究 I 2 

0 産 業立地 と 地 域 開 発 演 習 I s 
比 較 社 会 学 特 殊 研 究 I 2 

0 比 較 社 会 学 演 習 I 8 
経済発展 と 産業政策特殊研究 I 2 

0 経済発 展 と 産 業 政 策 演 習 I s 
東南アジア の経済開発特殊研究 ｜ 2 

0 東南 ア ジ ア の経済開発演習 I s 
中 国 経 済 特 殊 研 究 I 2 

0 中 国 経 済 演 習 I s 
政 策 科 学 ｜ 経済政策と地域産業構造論特殊研究 ｜ 2 

0経済政策 と地媛産業構造論演習 ｜ 8 
資 源 計 画 特 殊 研 究 I 2 

0 資 源 計 画 演 習 I s 
社 会 政 策 特 殊 研 究 I 2 

0 社 会 政 策 演 習 I s 
計 量 経 済 学 特 殊 研 究 I 2 

0 計 量 経 済 学 演 習 I s 
労働のマク ロ経済分析特殊研究 ｜ 2 

0 労働 の マ ク ロ 経済分析演習 I s 
労働の ミ ク ロi経済分析特殊研究 ｜ 2 

0 労働 の ミ ク ロ経済分析演習 I s 
農 業 政 策 特 殊 研 究 I 2 

0 農 業 政 策 演 習 I 8 
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金 融 論 特 殊 研 究 I 2 

0 金 融 論 演 習 I 8 
財 政 学 特 殊 研 究 I 2 

0 財 政 学 演 習 I 8 
公 共 経 済 学 特 殊 研 究 I 2 

0 公 共 経 済 学 演 習 I 8 
金融制度 と経済構造特殊研究 ｜ 2 

0 金 融 制 度 と 経済情造演習 I s 
経 済 計 画 理 論 特 殊 研 究 I 2 

0 経 済 計 爾 理 論 演 習 I s 
国 際 経 済 学 特 殊 研 究 I 2 

0 国 際 経 済 学 演 習 I 8 
外 国 経 済 書 研 究 I 2 

経 営 学 ｜ 財 務 管 理 論 特 殊 研 究 I 2 I O印 の授業科

0 財 務 管 理 論 演 習 I s I 自 の う ち 1 科

経 営 組 織 論 特 殊 研 究 I 2 I 目 を 必修 と す

O 経 営 組 織 論 演 習 I 8 I る 。
経 営 戦 略 論 特 殊 研 究 I 2 

0 経 営 戦 略 論 演 習 I s 
経 営 史 特 殊 研 究 I 2 

0 経 営 史 演 習 I 8 
企 業 人 材 開 発 論特殊研究 I 2 

0 企 業 人 材 開 発 論 演 習 I s 
財 務 会 計 論 特 殊 研 究 I 2 

0 財 務 会 計 論 演 習 I 8 
会計ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー特殊研究 ｜ 2 

O会計ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー演習 I s 
制 度 会 計 論 特 殊 研 究 I 2 

0 制 度 会 計 論 演 習 I 8 
経 営 管 理 論 特 殊 研 究 I 2 

0 経 営 管 理 論 演 習 I 8 
人 事 戦 略 特 殊 研 究 I 2 

0 人 事 戦 略 演 習 I s 
比 較 経 営 論 特 殊 研 究 I 2 

0 比 較 経 営 論 演 習 I 8 
国 際 経 営 論 特 殊 研 究 I 2 

0 国 際 経 営 論 演 習 I s 
会 計 情 報 開 示 論特殊研究 I 2 

サー ビス経営教育論特殊研究 I 2 

0 サ ー ビ ス 経 営 教 育 論 演 習 I s 
応 用 経 営 ｜ マ ー ケ テ ィ ン グ論特殊研究 I 2 

O マ ー ケ テ ィ ン グ 論 演 習 I s 
リ ス ク ・ マネ ジ メ ン ト特殊研究 ｜ 2 

0 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト演習 I s 
管 理 会 計 論 特 殊 研 究 I 2 

0 管 理 会 計 論 演 習 I s 
流 通 論 特 殊 研 究 I 2 

0 流 通 論 演 習 I 8 
多 国 籍 企 業 論 特 殊 研 究 I 2 
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0 多 国 籍 企 業 論 演 習

交 通 論 特 殊 研 究

0 交 通 論 演 習

意 思 決 定 論 特 殊 研 究

0 意 思 決 定 論 演 習

オペレーシ ョ ンズ ・ リサーチ特殊研究
0 オペ レー シ ョ ンズ ・ リ サーチ演習

経 営 情 報 論 特 殊 研 究

0 経 営 情 報 論 演 習

情 報 シ ス テ ム 特 殊 研 究

0 情 報 シ ス テ ム 演 習

数 理 計 画 法 特 殊 研 究

企 ｜
0 数 理 計 画 法 演 習

｜ 生 産 管 理 論 特 殊 研 究

0 生 産 管 理 論 演 習

業 ｜
基 礎 法 ｜

経 営 情 報 処 理 特 殊 研 究

ヨ ー ロ ッ パ法思想史特殊研究
0 ヨ ー ロ ッ パ法思想史演習

経 ｜ ｜ 政 治 学 特 殊 研 究

O 政 治 学 演 習

英 米 公 法 特 殊 研 究

営 ｜ l o 英 米 公 法 演 習

行 政 法 特 殊 研 究

O 行 政 法 演 習

専 ｜ ｜ 政 治 史 特 殊 研 究

O 政 史治 演 習

憲 法 特 殊 研 究

攻 ｜ l o 憲 法 演 習

憲 法 基 礎 理 論 特 殊 研 究

0 憲 法 基 礎 理 論 演 習

経 済 刑 法 特 殊 研 究

0 経 済 刑 法 演 習

比 較 刑 事 法 特 殊 研 究

0 比 較 刑 事 法 演 習

税 法 特 殊 研 究

O 税 法 演 習

民 事 法 ｜ 民 法 特 殊 研 究

O 民 法 演 習

比較民法解釈学特殊研究

0 比 較 民 法 解 釈 学 演 習

比 較 民 法 特 殊 研 究

学

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 
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0 比 較 民 法 演 習 I 8 
不 動 産 法 特 殊 研 究 I 2 

0 不 動 産 法 演 習 I 8 
債 権 法 特 殊 研 究 I 2 

0 債 権 法 演 習 I 8 
金 融 取 引 法 特 殊 研 究 I 2 

0 金 融 取 引 法 演 習 I s 
民 事 手 続 法 特 殊 研 究 I 2 

0 民 事 手 続 法 演 習 I 8 
企業関係法 ｜ 企 業 会 計 法 特 殊 研 究 I 2 

0 企 業 会 計 法 演 習 I 8 
企業内容開示制度 と法特殊研究 ｜

0企業内容開示制度 と法演習 I s 
経 済 法 特 殊 研 究 I 2 

0 経 済 法 演 習 I 8 
商 取 引 法 特 殊 研 究 I 2 

0 商 取 引 法 演 習 I s 
企 業 組 織 法 特 殊 研 究 I 2 

0 企 業 組 織 法 演 習 I 8 
労 働 法 特 殊 研 究 I 2 

0 労 働 法 演 習 I 8 
金 融 法 特 殊 研 究 I 2 

0 金 融 法 演 習 I 8 
国 際 商事仲裁法特殊研究 I 2 

0 国 際 商 事 仲 裁 法 演 習 I s 
外 国 経 営 書 研 究 I 2 

備 考
こ の表 に掲げる 授業科 目 の ほか， 特別研究 を設け る こ と がで

き る 。

附 則

1 こ の 規 則 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 平成 1 1 年度 以 前 の 入 学者 に つ い て は， な お 従 前 の 例

に よ る 。
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富山大学大学院理工学研究科規則の一部改正

富 山 大学大学院理工学研究科規 則 の 改正 理 由

1 単位互換 を 促進 す る た め ． 所要事項 を 改 め る 。

第425号

2 博 士 前 期 課 程 化 学 専 攻 及び地球科学専攻 の カ リ キ ユ ラ ム を 見 直 し ， 教 育 内 容 の 充実 を 図 る た め ， 所要事項 を
改 め る 。

富 山 大学大学院理工学研究科規則 の 一 部 を 改正 す る 規 則 を 次 の と お り 制 定す る 。

平 成 1 2年 3 月 1 7 日

富 山 大学大学院理工学研究科規則 の 一 部 を 改正す

る 規則

富 山 大 学大学院理工学研究科規則 （平成 1 0年 3 月 27 日
制定） の 一 部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 4 条 第 2 項 中 「認 め た と き は j の 下 に 「， 他 の 大 学

院」 を 加 え ， 同 条第 3 項 中 「 4 単位」 を 「 6 単位」 に 改
め る 。

別表第 l （博士前期課程） 中

に
化学反応論 2 

触媒化学 2 

表面化学 2 

物質化学 2 

構造化学 4 

量子化学 2 

固体化学 2 

有機反応論 2 

有機構造論 4 

有機合成化学 2 

天然物化学 4 
化 学 専 攻 複素環化学 4 

核化学 2 

国体物理化学 2 

機能性材料科学 2 

同イ立体化学 2 

O最先端化学特論 2 

反応物性特別講義 1 

合成有機特別講義 1 

水素エネルギー特別講義 1 

O化学特別実験 2 

0ゼ ミ ナー ル 4 

0化学特別研究 14 を
」

「1
化学反応論 2 

触媒化学 2 

表面化学 2 

物質化学 2 

構造化学 2 

化 学 専 攻 量子化学 2 
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富 山 大学長

溶液化学特論

生体無機化学

有機機能化学

有機構造論

有機合成化学

天然物化学

有機金属化学

固体物理化学

放射線化学特論

機能性材料学

エ ネルギー変換特論

同位体化学

リ サイ ク ル化学特論

0最先端化学特論

反応物性特別講義

合成有機特別講義

水素エネルギー特別講義

O化学特別実験

0ゼ ミ ナール

0化学特別研究

γ‘ 
地球磁気学

固体地球物理学

地球構造学特論

地震学特論

地球物性論

物理探査学

地球周辺物理学

地球圏物理学特論

雪氷学特論

積雪物理学

雪氷環境論

層 序論

火 山地質学

地球科学専攻
第四紀学特論

岩石学特論 I

岩石学特論 E

岩石変形論

構造地質学

地球変動論

鉱床学特論

地球進化学

地質学特論

時 津 貢

2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

1 

2 

4 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
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地質学巡検 I 3 岩石学特論 I 2 

地質学巡検 E 1 岩石学特論 E 2 

0地球科学特論 2 岩石変形論 2 

地球科学特別講義 I 2 構造地質学 2 

地球科学特別講義 E 2 地球変動論 2 

0地球科学特別実験 2 鉱床学特論 2 

0ゼ ミ ナ ール 4 地球進化学 2 

0地球科学特別研究 地質学特論 2 

地質学巡検 I 3 

地球磁気学 2 

国体地球物理学 2 

地球構造学特論 2 

地震学特論 2 

地球物性論 2 

物理探査学 2 

地球周辺物理学 2 

地質学巡検 E 1 

0地球科学特論 2 

地球科学特別講義 I 2 

地球科学特別講義 E 2 

0地球科学特別実験 2 

0ゼ ミ ナール 4 
0地球科学特別研究

地球圏物理学特論 2 改 め る 。
雪氷学特論 4 
積雪物理学 4 附 則
雪氷環境論 4 
層序論 2 

1 こ の 規 則 は ， 平 成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

火 山地質学 2 2 平 成 1 1 年度 以 前 の 入学者 に つ い て は， な お 従 前 の 例
地球科学専攻 第四紀地質学 2 に よ る 。

富山大学大学院理学研究科規則及び富山大学大学院理学研究科委員会規則を
廃止する規則の制定

富 山 大学大学院理学研究科規則及び富 山 大学大学院理学研 究 科 委 員 会 規 則 を
廃止す る 規則 の制定理 由

富 山 大 学 大 学 院 理 工 学研究科規則 （ 平 成 1 0 年 3 月 27 日 制 定 ） が 施行 さ れ ， 理学研究科の 各 専 攻 に 在 学 し て い た
学生が在学 し な く な る こ と に 伴 い ， 廃 止 す る 。

富 山 大学大 学 院理学研究科規則及び富 山 大 学大 学院理学研究科委員会規則 を 廃 止す る 規則 を 制 定 す る 。

平 成 1 2 年 3 月 1 7 日

富 山 大学大学院理学研究科規則及び富 山 大学 大

学院理学研究科委 員会規則 を 廃止す る 規則

次 に 掲 げ る 規 則 は， 廃 止 す る 。
1 富 山 大学大 学 院理学研究科規則

附 則

富 山 大学長 時 漂 貢

こ の 規 則 は ， 平 成 1 2 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

（昭和 53年 4 月 1 日 制 定）
2 富 山 大学大 学院理学研究科委員会規則

（昭和53年 4 月 1 日 制定）
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富山大学附属図書館利用規則の一部改正

富 山 大学 附 属 図 書 館 利 用 規 則 の 改 正 理 由

富 山 大 学 附 属 図 書館 利 用 規 則 の 一部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制 定 す る 。

平 成 1 2年 3 月 1 7 日

富 山 大学附属 図 書 館 利 用 規 則 の 一 部 を 改正 す る

規則

富 山大学附属図書館利用規則 （昭和63年 2 月 1 9 日 制 定）
の 一 部 を 次 の よ う に 改正 す る 。

第 3 条第 l 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

富 山 大学長 時 津 貢

第 3 条 図 書館 の 開 館 時 間 は ， 次 の と お り と す る 。
( 1 ） 平 日 午 前 9 時 か ら 午後 1 0時 ま で と す る 。

(2 ） 土曜 日 及 び 日 曜 日 午 前 1 0時か ら 午後 5 時 ま で と
す る 。

附 則

こ の 規 制 は ， 平 成 1 2年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

ミ』 ミl �
第 1 団 施設聾備委 員 会 （ 5 月 2 日 ）

（審議事項）

( 1 )  長 期 計 画 に つ い て
(2 ) 平 成 1 3年 度 国 立 学校施設整備費概算要求 に つ い て

第 1 回 広 報 委 員 会 （ 5 月 8 日 ）

（審議事項）

(1)  広報活動 に か か る 基 本 方針及び実施体制 の 確 立 に
つ い て
(2 ) 情報公 開 法 に 関 す る 具 体 的 な 対応策 の 確 立 に つ い

て
(3) 専 門 委 員 会 の 設置 に つ い て

第 2 回 評議会 （ 5 月 1 0 日 ）

（審議事項）

( 1 )  学 内 捜索 に つ い て

第 2 回 事務協議会 （ 5 月 1 6 日 ）

（協議事項）

( 1 )  情報公 開 法 の 施行 に 対 応 し た 行 政文書 の 整 理 に つ
い て
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第 2 団施設整備委員 会 （ 5 月 1 7 日 ）

（審議事項）

( 1 )  平 成 1 3 年 度 国 立学校施設整備費概算要求 に つ い て

第 1 回 附属 図 書館商議会 （ 5 月 1 8 日 ）

（審議事項）

( 1 )  平 成 1 3年度概算要求 に つ い て

( 2 ) 平 成 1 2年 度 学 内 共 通 経 費 に つ い て
(3) 大 型 コ レ ク シ ョ ン 等 の 選定 に つ い て

(4) 50周 年 記 念 図 書 （商議会 選定分） に つ い て

第 3 国 学 生 生 活 委 員 会 （ 5 月 1 8 日 ）

（審議事項）

( 1 )  委 員 会 の 役割分担 に つ い て
(2 ) 第45回 （平成 1 2年 度 ） 大学祭 に つ い て
(3) 平成 1 3年度入学試験合格者へ の ダイ レ ク ト メ ー ル

に つ い て

第 2 回 部局長会議 （ 5 月 1 9 日 ）

（審議事項）

( 1 )  教育職俸給表 （ー） の 職 務 の 5 級 及 び 4 級 の 職員
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に 対す る 期 末 手 当 及び勤勉手 当 の 役職段階別 加 算 に
係 る 推 薦 要 項 の 一 部 改正 に つ い て

第 1 回 就職 委 員 会 （ 5 月 24 日 ）

（審議事項）

( 1 ) 富 山 大 学求 人 票 の 改正 に つ い て
第 3 回 評議会 （ 5 月 1 9 日 ）

（審議事項）

(2 ) 平 成 1 2年度 の 就職活動 ・ 就職 支援 に つ い て
(3) 企 業 向 け大学紹介 の 作 成 に つ い て

( 1 )  富 山 大 学 の 基本 目 標 と 課題 に つ い て
(2) 平 成 1 3年度概算要求 （案） に つ い て

(4) 富 山 大 学大学教育委員会 か ら の 「多様 な 学 生 像 に
対応 し た 教 育 シ ス テ ム の 確 立 に つ い て J の 検 討 依 頼

に つ い て

第 2 回 広報 委 員 会 （ 5 月 22 日 ）

（審議事項） 第 4 回 学生 生 活 委 員 会 （ 5 月 30 日 ）

（審議事項）( 1 ) 広 報 ・ 公表 に 関 す る 基本方針 に つ い て
( 2) 富 山 大学広 報 委 員 会 専 門 委 員 会 要項 の 制 定 に つ い

て

( 1 ) 学生対応 に つ い て

(3) 専 門 委 員 会 の 構成 に つ い て

所 属 ・ 職 ・ 氏 名
学 位 の 種 類
取 得 年 月 日
学 位 論 文 名
論 文 の 要 旨

司 ミ』
学 位 取 得 者

人文学部 助教授 加 藤 重 弘
博士 （文学） （東京大学）
平 成 1 2年 4 月 1 9 日

『 日 本語 に お け る 修飾構造 と 品 詞体系』 に つ い て
本 論 文 は ， 主 と し て 修 飾 機 能 と い う 観 点 か ら 日 本語 の 品 詞

体 系 の 再構 築 に 関 わ る 考察 を 加 え た も の で あ る 。
ま ず ， 第 l 部 で ， 「修飾」 を ①意 味 的修飾， ②機能的修飾．

③構 造 的 修 飾 の 3 種 類 に 分 け ， 予 備 的 な 分析 を 行 っ た 。 第 2 部 で は ， 主 に 連体 修 飾 に つ い て
扱 い ， 形 容 動 詞 の 語 幹 と 名 調 が 連 続 的 な 分布 を 呈 す る こ と ． 認 知 的 要 因 を 反 映 し て 語 用 論 的
に 決 定 さ れ る 点 や 意 味 特 性 に 左 右 さ れ る 面 が あ る こ と を 指 摘 し ， 形 容 動 調 と い う 品 詞 を 設 定
す る こ と の 不 合 理 を 主 張 し た 。 加 え て ， 関 係 節 構 造 の 成 立 が こ れ ま で 提 案 さ れ て き た 題 目 化
や 連 想 照 応 な ど と は 完 全 な 平行性 を 持 た ず ， む し ろ 指 示 性 や 特 色 づ け と い っ た 語 用 論 的 要 因
の ほ う が 重 要 な 要 因 と な る こ と を 示 し た 。 第 3 部 で は ， 連 用 修飾 を 扱 い ， 助 調 と 語 尾 の 連 続
性， 形 態 が あ る 程 度 固 有 の 機 能 と 関 わ り を 持 っ て い る こ と ， ゼ ロ 助 調 が 脱 焦 点化機能 （焦点

名 調 句 と し て の 解釈 を 回 避 さ せ る 機 能） を 有 し て い る こ と を 指摘 し ． ま た ， 時称詞 に 後続 す
る 助 調 の 有 無 が 絶 対 時 称 か 相 対 時称 か と い っ た 要 因 に あ る の で は な く ， ゼ ロ 助 詞 と 同 じ 考 え
方 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 主張 し た 。 第 4 部 で は ， 連 体 修 飾 と 連 用 修 飾 の 対応 関 係 に つ い て
検 討 し ， そ の 違 い が 話者 の 認識 を 反 映 し た 語 用 論 的 要 因 に 規定 さ れ る こ と を ， 主 に 数 量 調 文
な ど を 例 に 指 摘 し た 。 最 後 に ， 総 括 と し て ， 橋 本 進 吉 な ど に よ る 従 来 の 文 法 区 分 の う ち ， 名
詞 ・ 形 容 動 詞 語 幹 ・ 高lj 調 （ の 一部） ・ 連 体調 を 一括 し て 扱 い そ れ ぞ れ の 統 語 特 性 ご と に 下
位 区 分 を 設 け て よ り 精 密 に 記 述 す る 方 法 を 提 示 し ， あ わ せ て 今 後 の 品 詞 体 系 の 再 構築 の 方 向
を 示 し た。
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所 属 ・ 職 ・ 氏 名
学 位 の 種 類
取 得 年 月 日
学 位 論 文 名
論 文 の 要 旨

教育学部 助教授 堀 田 朋 基
学術博士 （ユパ ス キ ュ ラ 大 学）
平 成 1 2年 5 月 1 6 日
伸張一短 縮 サ イ ク ル運 動 に お け る 筋硬 度 の 制 御

本研究 は ． 伸 張 一 短 縮 サ イ ク ル （SSC） 運 動 中 及 び 運 動 後 に
お け る 運 動 制 御 メ カ ニ ズ ム を 特 に 筋 の 硬 度 調 節 の 観 点 か ら 調
べ る 事 を 目 的 と し た 。 SSC 運 動 時 の 神 経筋 の メ カ ニ ズ ム が 疲 労

し て い な い 状 態 及 び SSC 運 動 に よ っ て 疲 労 困懲 に な っ た 状 態 で 調 べ ら れ た。 疲 労 し て い な い 状
態 で は ， SSCパ フ ォ ー マ ン ス は 接 地 前 の 関 節 動 作 と 接地 後 の 伸 張 期 に お け る 筋 一 鍵 複 合 体 の 硬
度 の 組 み 合 わ せ で 説 明 で き た 。 そ れ ゆ え 中 枢 で プ ロ グ ラ ム さ れ た 接 地 前 の 準備活動 と SSC サ
イ ク ル の 伸 張期 に お け る 活 動 が SSC の パ フ ォ ー マ ン ス を 規 定す る 役割 を 果 た し て い る と 考 え ら
れ る 。 疲 労 困 懲 ま で の SSC 運 動 後 に お い て は SSC パ フ ォ ー マ ン ス 及 び筋硬度 の 回 復 は 遅 く ，
特 に サ イ ク ル の 伸張期 と 関 連 し た 遅 発 性 の 筋損 傷 が 関 連 し て い る と 考 え ら れ る 。

さ ら に ， 遅 発 性 の 筋 硬 度 の 低下が筋煩傷 に よ っ て 生 じ た SSC 動 作 の 変化 と 関 連 し て い た 。 こ
の 事 は ， 筋損傷 と 関 連 し た 筋 肉 痛 が SSC の 動 作 様 式 に 抑 制 効果 を も っ 事 を 示 唆 し て い る 。 一方
SSC 運 動 中 で は 接 地 前 の 動 作パ タ ー ン の 変 化 が 大 き か っ た 。 こ の 事 は 刻 々 と 変 化 す る 末梢 で の
機 能 的 な 要 求 に 対応 す る た め 接 地 前 の 運 動 制 御 パ タ ー ン が 大 き く 変 更 さ れ て い る こ と を 示
し て い る 。 さ ら に 接 地 前 の 足 関 節 角 度 の 変 化 率 と 接 地 後 の 筋 硬 度 及 び パ フ ォ ー マ ン ス の 変 化
率 と の 聞 に 相 関 関 係 が 認 め ら れ ， 接 地 前 の 動 作 様 式 の 変 化 と 接 地 後 の 筋硬 度 制 御 が 連 鎖 反 応
的 に 結 びつ い て い る 事が 明 ら か と な っ た 。

以 上 の 事か ら ， SSC 運 動 時 に お い て は 中 枢 神 経 系 が 抑 制 と 促進 の 鼠適 な バ ラ ン ス を 保 ち な が
ら 筋硬度 を 制 御 し て い る と 結論 づ け た 。

富 山大学の基本 目 標を決定

5 月 1 9 日 （金） 開 催 の 評 議会 に お い て ， 「富 山 大 学 の
基本 目 標」 が決定 さ れ ま し た 。 こ の 基 本 目 標 は ， 本学の
中 ・ 長期 に わ た る 将来計画策定の指針 と な る も の ですが．
そ の 内 容 は 次 の と お り で す。

1 教 育

豊 か な人間性 と 創造性を 培 う 教 育 を 通 し て ， 国 際社 会

で 活躍 で き る 人材 を 養成す る 。

富山大学の基本目標

「富 山 大 学 の 理念j （平 成 l l 年 3 月 1 9 日 制定） の も と ，
将 来 計 画 委 員 会 で は 「生 ま れ 変 わ る 富 山 大学」 で 基 本 的
視点 を 確 認 し ， 大 学 の 使 命 で あ る 教 育． 研究及び社会貢
献 の 充 実 と 展 開 に 向 け て ， 「富 山 大 学 の 基 本 目 標J を ま
と め た。 こ れ ら の 基 本 目 標 は， 中 ・ 長 期 に わ た る 将来 計
画 策 定 の 指針 と な る も の で あ る 。

［本学 が 目 指す大学像］

共 生 の精神 を 基 に ， 自 然 と 人 間 と の 調 和 を 図 り つ つ ，

地織社会 と の連携 を 深 め ， 国 際社 会 に貧献す る 総合大学
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生 命 の 尊重 と 自 然 と の 共 生 の 精 神 を 養 い ． 幅広 い 教養
に 支 え ら れ た 豊 か な 人 間性 と と も に ， 高 度 な学識 と 能 力
を 備 え ， 社 会 人 ・ 職 業 人 と し て 国 際社会で活躍で き る 人
材 の 養成 に 努 め る 。 ま た ， 学 生 の 学習 意欲 を 引 き 出 し ，
課題探求能力 を 身 に つ け さ せ 生 涯 に わ た り 主体 的 に 学
び続 け る 人 間 の 育成 を 目 指 す。

① 生 命 の 尊重 と 自 然 と の 共 生 の 精神 を 養 う 。
② 幅広 い 教 養 に 支 え ら れ た 豊 か な 人 間 性 を 育成す る 。
③ 既 存 の 枠 組 み に と ら わ れ な い 自 由 か つ 大 胆 な 発 想

カ を 伸長 さ せ る 。
④ 国 際社会で活躍で き る 人 材 を 養 成す る 。
⑤ 社 会 人 ・ 職 業人 と し て 十 分 な 知 識 と 技能 を 修 得 さ

せ る 。
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⑥ 高 度 に 専 門 的 な 学識 と 能 力 を 修得 さ せ る 。

2 研 究

真 に 豊 か な社 会 の 実 現を 目 指 し て ， 特 色 あ る 国 際 レ ベ

ルの研究を 推進す る 。

自 然 と の 調和 を 図 り ， 地 域 の 特 色 を 視野 に 入 れ た 研究
と ， 世 界 に 寄 与 す る 高 度 で 独創 的 な 研究 を 推 進 し ， 物心
共 に 豊 か な社会 へ の 貢 献 を 目 指す。

① 自 然 と の 調 和 を 図 り 真 に 豊 か な 社 会 の 実現 に 貢
献 す る 。

② 世 界 に 寄与 す る 高 度 で独創的 な研究 を 推 進 す る 。
③ 地 域 の 特 色 を 視野 に 入れ た 研究 を 推進す る 。

3 地域社会 と の 連携

地域 の 多 憾 な 学習 意 欲 に 応 え る と と も に ， 地域社 会 と

の交流 と 連携協 力 を 推進 す る 。

社会 に 開 か れ た 大 学 と し て ， 地 域 の 人 々 の 学 習 意 欲 に
積極的 に 応 え ， 学 生 と 社会 人 が 共 に 学び， 地域 と の 連 携
を 深 め る 場 と す る 。 ま た ， 地 域 の 学術 の 中 心 と し て ， 地
域 の 産業， 文 化 へ の 貢 献 を 目 指す。

① 社会 に 関 か れ た 大学 を 目 指 し ， 多様な学習意欲 を
積極的 に 受 け 止 め る 。

② 学術研究 の 成果 を も と に ， 地 域 社会 の 発展 と 課題
解 決 に 貢献 す る 。

③ 産 業 界 ・ 自 治体等 と の 交流 ・ 協 力 関 係 を 緊 密 に す
る 。

4 大学運営

教育研究の充実発展 を 図 る 組織 を 整備す る 。

目 的意識 の あ る 学生 を 確保す る た め の 制 度 を 導 入 し ．
社会 人 と し て の 自 覚 を 促す 教 育 を 実施 し て ， 学 生 の 就職
支援体制 を 強化 す る 。 ま た ， 会 議 の 円 滑化， 事 務 の 簡 素
化な ど に よ っ て 大 学 の 効果 的 か つ 効 率 的運営 に 努 め る と
と も に ， 学部 の 枠 を 越 え た 協 力 体制 を 構 築 す る 。

① 学習意欲 の あ る 学 生 を 確保す る た め ， 入 試 制 度 の
弾 力 化 を 図 る 。

② 就職支援 体 制 の 整 備 強化 を 図 る 。
③ 学部の枠 を 越 え た 協 力 体 制 を 構築す る 。
④ 効 率 的， 効 果 的 な 合 意 形 成 ・ 施策実行 シ ス テ ム を

構築す る 。
⑤ 危機管塑体 制 の 確 立 を 図 る 。
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5 教育研究環境の整備

地域の総合大学 に ふ さ わ し い機能的 で 魅 力 あ る 教育研

究環境を 整備充実 す る 。

教 育 の 充実， 研 究 の 高 度化， 地域社会 と の 連 携 を 推 進
す る た め ， 教育研究環境 の 整備 を 進 め ， 各 部局 の 共 同 利
用 や 既存施設 の 有効 活 用 を 図 り つ つ ， 魅 力 あ る キ ャ ン パ
ス プ ラ ン の 構築 に 努 め る 。 ま た ， 教育 ・ 研究 を 支援 す る
情報環境 の 整 備 及 び キ ャ ン パ ス の 多 目 的活 用 を 通 じ て，
地 域 社会 に 聞 か れ た 大 学 を 目 指す。

① 機能的 に 建物 を 配置 し ， ゆ と り あ る ス ペ ー ス を 備
え た 魅 力 的 な ゾー ニ ン グ プ ラ ン を 構 築 す る 。

② 教育 ・ 研究 を 支援 す る 学術情報基盤 の 整備 充 実 を
図 る 。

③ キ ャ ン パ ス の 多 目 的活用 を 推 進 す る と と も に ， 地
域 に 聞 か れ た キ ャ ン パ ス と す る 。

6 評価 と 改革

大 学 を と り ま く 内 外の状況変化 を 的確 に 捉 え ， 自 己改

革 に 努 め る 。

大学人 自 ら た ゆ ま ざ る 点検 ・ 評価 を 行 い ， ま た ， 社会
の 要 請 を 積極的 に 受 け と め て， 教育 ・ 研究 の 充 実 に 努め ，
大 学 の 保 有 す る 情報 を 積極 的 に 公 開 し ， 大 学 の 透 明 性 を
高 め る 。

① 教 育 ， 研究等大学の保有す る 情報 を 積 極 的 に 公 開
す る 。

② 到達 目 標 を 明 ら か に し ， 絶 え ざ る 点検 評価 と 自 己
改革 に 努 め る 。

〔本学の基本目標達成のための課題〕

以下 に 示 す の は， 本 学 の 基本 目 標達成 の た め の 課題 例
示 で あ り ， こ れ に つ い て は 今後 さ ら に 検 討 を 重 ね る 必要
が あ る 。

1 教 育

1 一 ①

・ 人権 ・ 平 和 な ど を 考 え さ せ る 教育 を 通 し て 人 間 と
し て の 自 覚 を 育 む。

・ 環境教育 の 充実 を 図 る と と も に ， 科学倫理 ・ 技術
倫 理 な ど の 講 義 を 設 け る 。

－ 現 代 世界 に つ い て 認識 を 深 め る た め の 教 養科 目 な
ど を 充実す る 。
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1 － ② 

・ 人 間 と し て の 自 立 を 育む た め の 授業 科 目 の 充 実 を
す す め る 。

・ 実践的価値判断能 力 を 高 め る た め の 教 育 の 導 入 を
目 指す 。

. 1 年次 に 教養ゼ ミ ・ 専 門基礎ゼ ミ を 開 講 し ， 学習

へ の 動 機 づ け を 強 化 し ， 自 発的 ・ 共 同 的学習 の 環
境整備 を 促進 す る 。

・ 高 校 で の 未修科 目 の 開 講 な ど ， 基礎学 力 形 成 の た
め の 工夫 と 改善 に 取 組 む 。

－ 他学部履修 の 幅 を 拡 大 し ， 希 望 す る 学生 に 他分野
修 学 の 範 囲 を 広げ る 。

1 － ③ 

・ 教養 教 育 の 選 択 肢 の 拡 大 を 図 る 。
・ 経験 豊 か な 社 会 人 講 師 を 積極 的 に 登用 す る な ど，

学外 の 教育 力 を 活 用 す る 。
－ 放送大学 を 含 む 国 内 外 の 大学 と 単位 互 換 の 拡 大 な

ど ， 学外で学ぶ機会 を 充実す る 。
－ 少 人 数 教 育 の 充実拡大 を 図 る 。
・ 学習 の 企 画 立案 に 学生 を 参加 さ せ る 機会 の 拡大 を

図 る 。
1 － ④ 

・ ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ に よ る 会話 教 育 の 充実 を 図
り ， 語学資格検 定 の 単位 化 を 図 る 。

・ 外 国 語 に よ る 講 義 の 開 講 を 目 指 す。
－ 豊富 な 奨 学金 を 準備 し ， 協定校 と の 協 力 体 制 を 強

化 し ． 交流事業 を 深 め る 。
・ 短期 留学制度 を 充 実 し ， 国 際感 覚 の 養成 を 図 る 。
． 国 際 的 な 資格取得 に 必 要 な 制 度 を 整備 す る 。
－ 異文化理解 に 関す る 教育 の 促進 を 図 る 。

1 － ⑤  

・ 実践 的 な 文 章 能 力 ， プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 能 力 ， 豊
か な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 ， 情報 リ テ ラ シ ー な
ど を 育成す る た め の カ リ キ ュ ラ ム の 改 革 を 行 な う 。

． 資格取得 の た め の カ リ キ ュ ラ ム を 整備 す る 。
－ 社会人 と し て の意 識 を 酒養す る た め イ ン タ ー ン シ ッ

プ制 度 の 導入 と 推 進 を 図 る 。
・ 創造能 力 開 発支 援 セ ン タ ー を 新設 し ， 物作 り 教育

を 充実す る 。
1 －⑥ 

・ 国 立 共 同 研究機構 等 の 積極 的 利用 な ど ， 高 度教育
方 法 の 改善 を 図 る 。

－ 文化 ・ 社 会 の 発 展 に 指導的役割 を は た す 人材養成
の た め ， 大学院教 育 の 充 実 を 図 る 。
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－ 卓越 し た 専 門 的 職業 人 を 育成す る た め ， 6 年一貫
の カ リ キ ュ ラ ム を 設 置す る 。

・ サ テ ラ イ ト ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス ラ ボ ラ ト リ ー
( S V B L ） の 早 期 設 置 を 進 め ， 起 業 家 精 神 へ の

動 機 付 け と そ の 育成 に 努 め る 。
・ ネ ッ ト ワ ー ク 社会 に 対応 し た セ キ ュ リ テ ィ 管理 な

ど の 最新技術教育 を 行 な う 。

2 研 究

2 一 ①
・ 人 間 性 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ， 文化 に 関 す る 基礎

研究 と 実践的研究の 充 実 を 図 る 。
・ 環境 に 留意 し た 人文 ・ 社会科学の研究 の 高度化 を

図 る た め ， 極 東地 域 開 発研究セ ン タ ー （仮称） を
新 設す る 。

－ 自 然科 学 の 基礎 と 応 用 を 融合 さ せ， 地球 と の 共 生

を 図 る た め ， 地 球 共 生 学術 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン セ
ン タ ー （仮称） な ど を 新 設す る 。

－ 独創 的 な研究成果 の 社会 へ の 還 元 を 図 る た め ， 技
術移転機構 （ T L 0 ） な ど を 設置す る 。

－ 諸分 野 の 文 化 の 継 承 ・ 発 展 ・ 創造 と ， 政策形成へ
の 寄与 を 図 る 。

－ 異分 野 間 の 交 流 ・ 連携 を 深 め ， 学際的 プ ロ ジ ェ ク
ト 研究 を 推進す る 0

・ 未来 に 伝 え る べ き 文化遺産， 古典作 品 な ど を 整理
収集 ・ 研究 し ， そ の 成果 を， 電子媒体 を 含 め た 様 々
な 方法 で 発 信 す る 。

2 － ② 

・ 独創的な研究 に よ る 新技術 ・ 新産 業 の 創 出 を 図 る
た め ， サ テ ラ イ ト ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス ラ ボ ラ
ト リ ー （ S V B L ） を 設置す る 。

－ 地域 の 高 等 教 育研究機 関 等 と の 連携 に よ り ， 生 命
科学， 情報科学， 大 気 ・ 海洋科学等 の 分野 に お い
て ， 世 界 に 発 信で き る 先端的学術研究 を推進す る 。

． 圏 内共 同 研究機構 及 び 内 外 の 関 連研究機 関 と の 連
携 に よ る 環境 ・ 次 世 代 エ ネ ルギ ー の 研究 開 発 を 推
進 す る 。

－ 外国 人研 究 者 の 招 鴨 ， 教 員 の 海外派遣 シ ス テ ム を
充実 し ， 国 際 的 共 同 研究 を 推進 す る 。

－ 多様 で 高 度な情報化 に 対応す る 研究 を 行な う た め ，
マ ル チ メ デ ィ ア コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン セ ン タ ー
(M C C ） の 設 置 を 推 進 す る 。

－ か ら だ と こ こ ろ の メ カ ニズム を解明 し ， ク オ リ テ ィ
オ ブ ラ イ フ （ Q O L ） の 形 成 に 寄 与 す る 研 究 を
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推進す る 。
2 ー ③

・ 地域社会 ・ 文 化 の 研究 を 通 し て ． 地域振興 に 寄 与
す る 。

－ 地域 の 地理 及び地質環境 を 考慮 し た研究 を 通 し て ，
文化 ・ 環 境 創 出 に 貢献 す る 。

・ 環境 に 留 意 し た 人 文 ・ 社会科学の研究 の 高 度 化 を
図 り ， 環 日 本海 地 域 の 平 和 ・ 文化 圏 創 出 に 貢献す
る 。

・ 地域 生態 系 ， 酸性雨， 温暖化な ど 環境研究 を 推 進
す る た め ， 環境理工学専攻 （仮称） を 新 設す る 。

・ 地域産 業 に 特化 し た研 究 を 推進 す る た め ， 理 工 学
研究科 に 独 立 専 攻 を 設置す る 。

3 地域社会 と の 連携

3 一 ①

－ 全 学的 に 大学 開 放講 座 を 開 講 し ， 地 域 の 学習 意欲
に 応 え る 。

－ 出 張講義， 体験入学， 異文化セ ミ ナ ー ， 物作 り 工
房等 に よ り ， 地域 と 連 携 す る 。

・ 生涯学習教育 を 強 力 に 推 進す る た め ， 夜 間大学院，
短期集中 型 リ カ レ ン ト 教育体制 を 整備 し ， 社会人 ・
現職教員 の 教 育 に 貢献 す る 。

－ 文化 ・ 科 学 に 対す る 関心 を 惹起 さ せ る た め ， 総合
博物館な ど を 新 設 す る 。

3 ②  

・ 地域共 同研究セ ン タ ー ， 機器分析セ ン タ ー ， 生涯
学習教育研究セ ン タ ー． 極東地域開発研究セ ン タ ー
（仮称） 等 を 通 し て 地 域 に 密 着 し た 学術研究 の 成
果 を 広 く 公 開 し ， 問 題 発 見 ・ 課題解決 に 寄 与 し ，
地域文化創造や 産 業 発 展 に 貢 献 す る 。

－ 先端的研究な ど を 通 し て ， 地 域 産 業 の 活 性 化 や 起
業 家 の 育成 を 図 る 。

－ 大 学 の 保有 す る シ ー ズ と 地域 社会 の ニ ー ズ に 対 し
て積極 的 に 調整 を 図 り ， 地域産業 の 活性化 に 寄 与
す る 。

3 ③  
・ 学 生 の 職 業 人 と し て の 意 識 を 促す イ ン タ ー ン シ ッ

プ等 を 推 進 す る 。
・ 産官学 の 人 的交流 を 推 進 し ， 産 業 界 ， 自 治体， 大

学問相互 の 活性化 に 貢献す る 。

4 大学運営

4 一 ①

報 第425号

－ 推薦入学枠 の 拡大 と ， 推薦入学の指定校制度 を 検
討す る 。

・ 社会 人 入学 ・ 3 年 次編入の拡充で， 学習 目 的や 意
欲 の あ る 学生 の 確保 を 図 る 。

－ 入 学 者 受 入 方 針 （ア ド ミ ッ シ ョ ン ポ リ シ ー ） を
確 認 し ， セ ン タ ー 試 験 を 含 む入試教科科 目 の 見直
し を 検 討す る 。

－ 学習 意 欲 の あ る 留学 生 の 確保 を 図 る た め ， 海 外 に
お け る 入学試験 の導入 を検討す る 。

· A O 入 試制度導入 を積極的 に 検 討す る 。
4 ②  

－ 就職指導体制 の 整備充実 と ， 就職情報のデー タ ベー
ス 化 ・ Web 化 等 の 推進 を 図 る 。

・ 各学 部 の 就 職 資料室等 を 整備 し ， 学 生へ の情報提
供 を 充実 さ せ る 。

－ 社会 人 と し て の 自 立 の 意 義 を 理解 さ せ る 就職予備
教 育 な ど の 実施 を 検討す る 。

－ 後援 会 な ど を 組織 し ， 就 職 先 開 括 支援 の た め の 必
要 な 措置 を 講 じ る 。

4 － ③ 

・ 社会 の 要 請 ， 社会情 勢 の 変 動 に 対応 し て ， 学部や
学科の 改組再編 を検討す る 。

・ 学習 環 境 の 改 善， 生活相談体 制 の 充実， 学生 々 活
へ の 支 援 な ど の 具体的方策 を 推進 す る 。

－ 教育 目 標 達 成 の た め ， 学部 ・ 研究科の枠 を 越 え た
協 力 シ ス テ ム を 考 え る 。

4 － ④  

・ 全学的視点 で の 自 由 な議 論 の 場 の 形成 と 円 滑 な 合
意 形成 に 努 め る。

・ 全学委員会 の 合理的運営 を 図 り ， 責任体 制 を 明 ら
か に す る 。

－ 電子会議 シ ス テ ム の 導 入 等 を 検 討 す る な ど ， 委 員
会 の よ り 効 率 的 な 審 議 に 努 め る 。

・ 大 学運営組織 の よ り 効 率 的 な 機能分担 シ ス テ ム の
構 築 を 図 る 。

－ 事務 の 効 率 化 ， 簡 素 化 に 努 め る 。

5 教育研究環境の整備

5 一 ①

・ 各部 局 建 物 に つ い て 弾 力 的 な 運 用 を 検 討 し ， 効 率
的 な 共 同 利 用 を 図 り な が ら ， 教育研究ス ペ ー ス の
確 保 に 努 め る 。

・ キ ャ ン パ ス の 効 率 的使用 の た め ， 正 門 周 辺 に 大 学
開 放 関連 施 設 を ， キ ャ ン パ ス 中 央 部 に 共 通 教 育 関
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連施設 の 整備 を 検討す る 。
－ 教育研究 に 著 し い 支 障 を 生 じ る 老朽狭臨建 物 に 対

し て 増改築整備 を 図 る 。
・ そ れぞれの 実験研究棟 ・ 共通施設棟各建屋 聞 を 機

能 的 に 結 び， 構 内 交通対策 に 配慮 し た 施設 の 整備
に 努 め る 。

5 一②

・ 附属 図 書館 ・ 総合情報処理セ ン タ ー を 基 軸 に 学術
情報基盤 を 整備 し ， 最新 の研究成果 の 国 際的受発
信 を 可能 と す る 。

5 － ③ 

・ 学 生 生 活 を 支援す る 課外活動施設 を 整 備す る 。
－ 顧 問 教官制度 の 充 実 と そ の 支援体制 を 整備 す る 0
． 学校 5 日 制 に 対応す る 子供 プ ラ ン 実施 に 向 け て ，

大 学 開 放 の 推進 を 図 る 。
－ 大 学 を 国 際学会 の 会 場 と し て 開 放 し ， 学会活動等

を 支援す る こ と に よ り ． 教育 ・ 研究 の 活性化 を 図
る 。

6 評価 と 改革
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6 － ①  

・ 大 学 の ホ ー ム ペ ー ジ ， 広報誌等 の充実 を 図 り ， 大
学 の 教 育 内 容や研究成果 を 積極的 に 公 開 す る 。

・ 学 生 が 日 頃 の 研究 や 学 習 の 成果 な ど を 外部 に 発表
す る シ ス テ ム を 充実す る 。

－ 情報公開 の た め の 組 織 の 充実 を 図 る 。
6 一 ②

・ 教員 の 教育業績評価 を 含 む 多 面 的 な 点検評価 シ ス
テム を 検 討 し ， 第三者評価 な ど の 多様 な点検評価
を 実施 す る 。

－ 点検評価 の 結果 と し て の 提言 ・ 指摘 を 踏 ま え ， 教
育 ・ 研究活動や組織運営 の 改 善 に 速 や か に 取 り 組
む。

－ カ リ キ ュ ラ ム や 学習 環境 に つ い て ， 学 生 の 要望 を
反 映 さ せ る 。

・ 学 生 に よ る 授業評価 シ ス テ ム を 導 入す る 。
－ 授業 内 容 の 透 明 性 を 確保す る た め， シ ラ パ ス の 充

実 と 活用 を 図 る 。

－ 教 員 研修 を 含 め た フ ァ カ ル テ ィ デ ィ ベ ロ ッ プ メ

ン ト （ F D ） へ の 積極的取組み を 継続 的 に 行 う 。

ミ』司事』司
異動 区分 発令年月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 H廿"' 
職務命令 12. 4. 1 9  宮崎 州弘 教 授 教育学部 教養教育副実施機構長 （～ 1 4. 3. 3 1 )  

採 用 12. 5. 22 布村 紀男 技術補佐員 （総合情報処理セ ン タ ー）

II 谷寄 文寛 ’1 ’1 

昇 任 1 2. 6. 奥井 健一 助
（機

教械授知 工学部
能シス テム工学科エネルギー ・ 環境工学）

教
（機械授知

工学部
能シス テム工学科エネルギー ・ 環境工学） ）

復 職 12. 6. 松井 博文 総務部企画室大学改革係主任 復 職

百字 職 12. 5. 3 1  黒田 靖子 文部技官 工学部 辞 職

併 任 12.  5 .  1 1  山 西 潤ー 教 授 教育学部 総合情報処理セ ン タ ー長 （～ 1 4. 5. 10) 

II 字井 啓高 II 生涯学習教育研究セ ン タ ー長
II 

職務命令 12. 5. 1 1  大石 昂 教 授 生涯学習教育研究セ ン タ ー 生涯学習教育研究セ ン タ ー副セ ン タ ー長
（～ 1 4. 5. 1 0) 
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昌司』己！）�
ラ オ ス大使館駐 日 特命全権大使 ト ン サイ ・ ボ ーデ ィ サ ン 氏が
時津学長 を 表敬訪 問

5 月 2 日 （火） ， ラ オ ス 人 民 民 主 共 和 国 大 使館 駐 日 特
命全権大使 ト ン サ イ ・ ボ ー デ ィ サ ン ご夫妻が時津学長 を
表 敬 訪 問 さ れ ま し た 。

大 使 ご 夫 妻 は ， 日 本 ・ ラ オ ス 総合 協 力 協会 の 招 待 に よ
り 富 山 県 を 訪 問 さ れ た も の で， 学長室で は ， 時津学長，
能登谷， 小 漂 両 副 学長． 坂 田 事務 局 長 並 び に 本学大学院
に 在 籍す る ラ オ ス 人留学生 ブ ン シ ュ ー ・ サ イ ポ ン 君 と 指
導 教 官 の 升方教授が大使一行 を 出 迎 え ， 和 や か に 懇 談 し
ま し た。 懇 談 の 中 で ， 大 使 か ら は， 時津学長 の ラ オ ス 訪
問 を 希望す る 旨 挨 拶 が あ り ， 今後， 本 学 と ラ オ ス の 国 立
大 学 の 学術交流が進展 す る こ と が期 待 さ れ ま す。

.. 時津学長， ト ン サ イ ・ ポ ー デ ィ サ ン 大使 ご夫 妻 を 囲
み記念輝影

平成1 2年度初任職員研修 を 実施

5 月 1 6 日 （火 ） ， 事 務 局 小 会 議 室 に お い て ， 平 成 1 2 年
度初任職員研修が実施 さ れ ま し た。

こ の 研修は， 新 た に 採用 さ れ た 職 員 に 本学 の 機構 ・ 事
務処理体制等の 基礎的知識 を 付与 し ， も っ て 勤 務 能 率 の
増進 を 図 る こ と を 目 的 と し て お り ， 本 年 度 は ， 3 人 を 対

象 に 行 わ れ ま し た 。
研修は， 坂 田 事務 局 長 の 講 話 を か わ き り に ， 事 務 局 各

課， 学部及び附属 図 書 館 の 事務 に つ い て ， 各課長， 事務
長， 課 （室） 長 補 佐 及び 専 門 員等 か ら 説 明 が あ り ， 「セ
ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 等 の 防 止 に つ い て J （ 講 師 ；
淡川 セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 等対応委員会委員長）
の 講演 も 行 わ れ ま し た 。 最後 に ， 学 内 施設 を 見学 し て研
修 を 終 了 し ま し た。

な お ， 参加者か ら は， 的確 な 説 明 で 今後 の 参考 に な る
と い う 感想 が あ り ま し た 。

企 初任職 員 に 講話 す る 板 田 事務局長

- 6 1 -
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｜ 教養教育改革推進室の表札 を 上掲

去 る 5 月 24 日 （水 ） ， 共 通 教 育 棟 正 面 玄 関 に お い て
「 教 養 教 育 改 革 推 進 室 」 の 表 札 の 上 掲 が ， 関 係 教 職 員 の
見守 る 中 ， 小湾教養教育 実施機構長及び宮 崎 同 副実施機
構長 の 手 に よ っ て 行 わ れ ま し た 。

本学の 教養部が平成 5 年 に 廃 止 さ れ て 以 来 7 年 が経過
し ， そ の 間 様 々 な 問 題点が指摘 さ れ 改善 も 図 ら れ て き ま
し た 。

一方， 昨 年 の 8 月 に 出 さ れ た 将 来 計 画 委 員 会 の 中 閉 ま
と め で は ， 現 在 の 教 養 教 育 の 在 り 方 を さ ら に 検 討す る 必
要 が あ る 旨 報 告 が な さ れ， ま た ， 本年 2 月 に 学長 に 答 申
さ れ た 「多様な学生像 に 対応 し た 教 育 シ ス テ ム の 確 立 に

つ い てJ に お い て も ， 教 養 教 育 を 含 む大学教育 の 様 々 な
改 善 策 が 提起 さ れ て い ま す。

こ れ ら を 受 け て ， 新 た に 設 置 さ れ た 教養教育実施機構
の 下 に ， 教養教育改革推進室 （学 内 措 置） が 置 か れ た も

の で ， 文 字 ど お り 改 革 推 進 の た め 活 発 な 検 討作 業 に 寄 与
す る こ と が期 待 さ れ ま す。

（表札は， 学生課教養教育事務室前 に 架 け ら れて い ま す。 ）

企 表札 を 上 掲 す る 小津教養教育実施機構長 と 宮 崎 同
副 実 施機構長

T L  O 説明会を 開催 一地域共 同研究セ ン タ 一一

地 域 共 同研究セ ン タ ー は ， 5 月 29 日 （ 月 上 中 部 T L 

O か ら 徳永技術管理部長 （名古屋大学教授） を 講 師 に 迎
え ， T L  O 説 明 会 を 開 催 し ま し た 。

こ の 説 明 会 は ， 産 学 連 携 や 大 学 の 研究成果 の 実 用 化等
に よ る 社会 的 貢 献 が 求 め ら れ て い る 今 日 ， 将来， 富 山 大
学 を 中 心 と し た T L O 設置 に 向 け ， 学 内研究者等 に T L 

O の 槻要， 特許等 の 出 願 に 関 す る 一連 の 事項 に つ い て 共
通理解 を 深 め る こ と を 目 的 と し て 開 催 さ れ た も の です。

会 場 の 工学部大会議室 に は ， 工学部 の 教官， 県 内 高 等
教 育 機 関 及 び 民 間企業研究者等約70名 が 出 席 し ， 徳永部
長 の ， T L O 設立 の 意 義 ， 事 業 ・ 組 織 の 概要 及 び特 許 出
願等 に つ い て の 詳 細 な 説 明 に 熱心 に 聞 き 入 り ま し た 。
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講 演後 も ， 活 発 な 質 疑応答が行われ， 出 席 者は T L O  
の 設 立 ・ 準備 に 伴 う 諸課題 に つ い て 認識 を 深 め ま し た。

企 説明中の徳永中部 T L O 技術 管理部長
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附属教育実践総合セ ン タ ー の表札を上掲 一教育学部一

教育学部 で は ， 「 附 属 教 育 実践研究指導セ ン タ ー 」 が
再編 ・ 改 組 さ れ， 名 称、が 「附属教育実践総合セ ン タ ー 」
に 改 め ら れ た こ と に 伴 い ， 5 月 30 日 （火） に 表 札 の 上 掲 を
行 い ま し た。

改 組 さ れ た 同 セ ン タ ー は． こ れ ま で の 教 育実践及び教

師 教 育 の 研究 開 発 に 加 え ， 新 た に 「学校教育相談実践部
門J を 置 き ， ①教 育 相 談 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の構築，
②今 日 的な教育相 談 に 関 す る 実践研究等 を 推進す る た め ，
『心 と 教 育 の 相 談 室』 の 設 置 や ， 富 山 県 教 育 委 員 会 等 と
の 連 携 強化 な ど の 計画 を 鋭意進め る こ と と し て い ま す。

企 表札 を 上掲 し た塚野州 一教育学部長
（右） と 宗 孝 文セ ン タ ー 長 （左）

平成1 2年度富 山 大学永年勤続者表彰式を実施

平 成 1 2年度富 山 大学永年勤続者表 彰 式が， 去 る 5 月 3 1
日 （水） に 学長 室及び事務局大会議室 に お い て 行 わ れ ま
し た 。

学長室で執 り 行わ れ た 表 彰 式 で は， 35年勤続者で あ る
時津学長 に 対 し ， 小津副学長か ら 表彰 状 と 記念 品 が 贈 ら
れ ま し た 。

ま た ， 事務局大会議室 で 執 り 行 わ れ た 表 彰 式 で は ， 各
部局 長 を は じ め 関 係部課長 ・ 事務長が列 席 さ れ る 中 ， 35
年勤続者及び20年勤続者一 人 一 人 に 時漂学長か ら 表彰 状
と 記念 品 が贈 ら れ ま し た。

引 き 続 い て， 時津学長か ら 被表彰 者 に 対 し 祝辞 が あ り ，

こ れ に 対 し ， 被 表 彰 者 を 代表 し て ， 工 学部 の 長 谷 川 教授
か ら 謝辞 が あ り ま し た 。

閉 式後， 記念撮影及び永年勤続者 を 囲 む 懇 談会 が催 さ
れ， 和 や か な 雰 囲 気 の 中 で 永 年 の 労 を ね ぎ ら い ま し た 。

£ 被表彰奮 を代表 し て 挨拶す る長谷川 淳教授 （前列左）

63 一
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な お ， 表 彰 さ れ た 方 々 は， 次 の と お り です。

平成12年度富山大学永年勤続表彰者
部 局 名 35 年 勤 続 表 彰 20 年 勤 続 表 彰

事 務 局 学 長 時 津 貢 文部事務官 松 本 修 一
文部事務官 前 田 邦 樹 文部事務官 朝 野 真
文部事務官 羽 根 俊 文部事務官 高 森 満
文部事務官 松 下 義 春 文部事務官 羽 広 孝 司
文部事務官 土 肥 隆 三 文部事務官 中 三川 敏 之
文部事務官 湊 馨 文部事務宮 永 井 昭 光
文部事務官 松 本 進 文部事務官 寺 林 忠 男

文 部 技 官 平 野 誠 一
附 属 図 書 館 文部事務官 尾 山 吉 昭
人 文 学 部 文 部 教 官 岡 村 信 孝

文 部 教 官 草 薙 太 郎
文 部 教 官 鈴 木 孝 志
文 部 教 官 山 口 幸 祐

教 育 学 部 文 部 技 宮 山 本 郁 子 文 部 教 官 浦 上 紀 子
文 部 技 官 糟 山 照 夫
文 部 技 官 清 水 和 子

経 済 学 部 文 部 教 官 角 森 正 雄
文 部 教 官 佐 伯 利 丸
文 部 教 官 中 島 信 之
文 部 教 官 水谷内 徹 也
文 部 教 官 小 嶋 保 子
文 部 教 官 山 上 嘉 江

理 学 部 文 部 教 官 高 安 紀 文 部 教 官 酒 井 英 男
工 学 部 文 部 教 官 大 住 岡lj 文 部 教 官 吉 村 敏 章

文 部 教 官 竹 越 栄 俊 文 部 教 官 山 本 辰 美
文 部 教 官 長谷川 淳 文部事務官 武 田 正 夫
文 部 教 官 山 本 健 市
文部事務官 中 田 孜

水素 同位体科学研究セ ン タ ー 文 部 教 官 田 中 る み
計 1 5 名 2 6 名

ミ』 ミ』
3 月 か ら 5 月 に か け， 次 の 方 々 が 教育研究 の成果 に よ

り 表彰 さ れ， 各 賞 を 受賞 さ れ ま し た。
第47田 富 山 新聞 文 化 賞

職 ・ 氏 名 学 長 時 津 貢
受 賞 日 平 成 1 2年 5 月 1 日

第425号

こ こ に ご報 告 す る と と も に 心 よ り お 祝 い 申 し 上げ ま

す 。 表彰概要 郷 土 の 学術 ・ 産業 ・ 文 化 の 発 展 に 貢 献

第32回 日 本原 子 力 学会賞 奨励賞

所 属 水 素 同 位 体科学研究セ ン タ ー
職 ・ 氏 名 助 教 授 波 多野 雄治
受 賞 日
表彰概要

平成 1 2 年 3 月 28 日

原子 力 平和 利 用 研 究 開 発 に 関 し 優秀 な 成果

-64ー

第 17回 富 山 県未来財団 と や ま 貧

所 属 教育学部
職 ・ 氏 名 助 教授 宮 部 寛 志
受 賞 日
表彰概要

平 成 1 2 年 5 月 1 5 日

学術研究 の 分野 で 顕 著 な 成績
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渡航の種類 所 属

外国出張 人文学部

教育学部

海外研修 教育学部

理 学 部

理 学 部

理 学 部

経済学部

《住所変更》

部 局

教 育 学 部

《新任 者住所》

部 局

地 域 共 同 研 究
セ ン タ ー

留学生セ ン タ ー

総 合 情 報 処 理
セ ン タ ー

® ® ＠ ゅ a
職 氏 名 渡 航 先 国 目 的

第 1 回国際 ジ ェ ンダー と 言語学会教 授 湯 川 純 幸 ア メ リ カ 合 衆 国 大 会 に 出 席， 研究打合せ

ス ト ラ ッ ド フ ォー ド ・ アルセス ター

助教授 深 見 友紀子 イ ギ 1) ス ハ イ ス ク ールの音楽授業 （ P C )
視察 と交流音楽学習 に関す る研究
打合せ
オーベルボル フ ア ッ フ ァ で聞かれ

教 授 浅 沼 照 雄 ド イ ツ る ワ ー ク シ ョ ッ プ開代数幾何学に
出 席， 研究報告

河南師範大学物理系教官 と の研究教 授 石 川 義 和 中 国 情報交換， 共 同研究， 学術講演

河南師範大学物理系教官 と の研究教 授 桜 井 醇 児 中 国 情報交換， 学術講演

多変数の普遍関数 につ い て の 共 同助教授 阿 部 幸 隆 イ タ 1) ア 研究及び講演

The Pacific Asia Conference on 
information System (PACIS 2000), 

助教授 古 川 勝 中 国 Sponsored by the Association for 
Information System (AIS） に 出席，
発表

電通司副司
職

文 部 教 官
（教 諭）

職

文 部 教 官
（教 授）

文 部 教 官
（講 師）

技術補佐員

氏 名

平 野 隆 志

氏 名

城 石 昭 弘

後 藤 寛 樹

谷 寄 文 寛

期 問

1 2. 5. 4 

1 2. 5. l l  

1 2. 5. 2 1  

1 2. 5 .  30 

1 2. 5. 1 2  

1 2. 5 .  22 
1 2. 5. 27 

1 2. 6. 3 
1 2. 5. 27 

1 2. 6. 3 
1 2. 5. 30 

1 2. 6. 16 

1 2. 5. 31 

1 2. 6. 5 
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言ト 報

5 月 に ， 名 誉 教 授 が お 亡 く な り に な り ま し た 。
こ こ に ご報 告 す る と と も に ， 謹ん で ご冥福 を お 祈 り 申 し 上 げ ま す 。

有漂 一 男 氏

（名 誉教授）
5 月 4 日 逝去

享 年 74歳

���司

5 月 l 臼 辞令交付
国 立大学協会学長懇談会 （学士会館）

2 日 第 1 回施設整備委員会
ラ オ ス 人 民 民 主 共 和 国 駐 日 特命全権大使学長
表 敬 訪 問

8 日 事務局連絡会
第 3 回 運 営 会 議
第 l 回広報委員会
富 山県 雇 用 対 策 推 進 本部幹事会 （富 山 県 民会
館）

9 日 平 成 1 3年度概算要求学内 ヒ ア リ ン グ
9 ～ 1 2 日 国 立 学校等幹部職員 （課長級） 研修 （ 国 立 オ

リ ン ピ ッ ク 記念青少年総合セ ン タ ー ）
1 0 日 第 2 回評議会

第 2 回 学 生 生 活 委 員 会
第 8 回 セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 等対応委

員会
1 2 大 学 教 養 教育実施組織代表者会議 ・ 事務 協
議会 （ホ テ ル サ ン ガ ーデ ン 千葉）
富 山 県 イ ン タ ー ン シ ッ プ事業運営委員会 （富
山 県 民会館）

1 1 日 辞令交付
全 国 国 立 大 学 教 養 教 育実施組織代表者会議及
び事務協議会 （新潟 ワ シ ン ト ン ホ テル）
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1 l ～ 1 2 日 全 国 国 立 大 学 工 学 系 学長懇談会 （福 井 県 三 国
観 光 ホ テ ル ）

1 5 日 事務局連絡会
学 内 共通経 費 ヒ ア リ ン グ
学 生 生 活 実 態 調 査検討会
第 1 回入学試験実施委員会

1 6 日 初任職員研修
第 4 回運営会議
第 2 回事務協議会
施設設備 中 期 計画等検討状 況 ヒ ア リ ン グ （文
部省）

1 7 日 第 2 回 国 際交流委員会留学生部会
第 2 団施設整備委員会
第 2 回大学教育委員会

第 2 回 教養 教育運営協議会
文部省共済組合主管課長会議 （グ ラ ン ド ヒ ル
市 ヶ 谷）

東 海 ・ 北 陸 ・ 近畿地 区学生補導厚 生研究会第
44 回総会 （ ホ テ ル 舞子 ビ ラ 神戸）

1 8 日 第 3 回 学 生 生 活 委 員 会
1 8 ～ 1 9 日 国 立 大 学等経理部課長会議 （東 京 医 科歯科大

学）
1 9 日 第 4 回 教育研究 基盤校費検討委員会

第 2 回部局長会議
第 3 回評議会
国 立 大学事務 局長会議 （国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記
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念 青 少年総合セ ン タ ー ）

22 日 第 2 回広報委員 会

物 品 請 求 ・ 予 算 照 会 シ ス テ ム 説 明 会

第 5 回 教育研究基盤校費検討委員会

23 日 委任経理金 ・ 科学研究費補 助 金 シ ス テ ム 説 明
AE 

24 日 全 国 大学保健管理協会東海 ・ 北 陸地方部会幹
事会， 同研究集会運営委員会 （金沢大学）
第 l 回就職委員会

25 日 第 9 回セ ク シ ャ ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 等対応委員
ム一品
独法化 問 題検 討会
会 計 係 長会議

第 2 回 教養 教 育 実 施 専 門 委 員 会
第 2 回 教養教育企画 専 門 委 員 会
水 質 保 全 委 員 会 ・ 水質 保 全 セ ン タ ー 運営 委 員
会 合 同 委 員 会

25～ 26 日 東 海 ・ 北 陸 地 区 国 立 大 学 学 生 部 部 課 長 会 議
（名鉄 ト ヤ マ ホ テ ル）

26 日 国 立 大 学長 ・ 大 学 共 同 利 用 機関 長等会議 （東
京， 三 国 共 用 会議所）
旅 費 シ ス テ ム 説 明 会
第 2 回 放射 性 同 位 元 素総合実験室運営委員会
（持ち 回 り ）

28 日 富 山 大 学 名 誉 教 授 の 会総会 （海老亭）
29 日 事務局連絡会

第 2 回 学 生 生 活 委 員会福利厚生部会

30 日 第 4 回 学 生 生 活 委員会
3 1 日 創 立 記 念 日

開 学50周年記念事業後援会理事会 （富 山第一
ホテル）
永 年 勤続 者 表 彰 式
文 部 省 学 生 関 係 業 務 ヒ ア リ ン グ （国 立 オ リ ン
ピ ッ ク 記念青 少年総合セ ン タ ー）
国 立 大 学入学者選抜研究連絡協議会 （～ 6/2
福 岡 リ 一 セ ン ト ホ テル）

｜ 人 文 学 部 ｜
5 月 1 0 日 教授会

I 1 日 学部教務委員会
1 2 日 学部将来 計画委員会

人文科学研究科小委員会
1 7 日 学部広 報委員会

1 8 ～ 1 9 日 国 立 1 7大 学 人 文 系 学部長会議 （鹿 児 島大学）
24 日 研究科委員 会

教授会
25 日 学部入学試験委員会
26 日 学部将来 計画委員会
30 日 人 文科学研究科小委員会
3 1 日 学部 自 己点検評価委員会

学 部 図 書 委 員 会

5 月 8 日 学部将来 計画委員会
学部予算委員会

学部防火対策委員会
学部入学試験委員会

1 0 日 学部教務委員会

教授会
人事教授会

1 4 日 附 属 中 学校 ・ 附属養護学校合 同 運 動 会
1 5 日 学部学生 生活委員会

1 6 ～ 1 7 日 附 属 小 学校研究発表会
1 7 日 学部 自 己点検評価委員会

学部予算委員会
学部紀要編集委員会

1 8 日 日 本教 育 大 学 協 会 北 陸 地 区 評 議 員 会 （新潟 大

学）
24 日 学部予算委員会

学部紀要編集委員会

26 日 全 国 国 立 大 学教育学部長会議 （神戸大学）
27 日 附 属 小 学校運動会

5 月 9 日 研究科委員 会 小委 員 会
学部教務 委 員 会

1 0 日 人事教授会
研究科 委 員 会

教 授 会
選挙管理委員会
助 手業務 見 直 し 検討委員会

1 7 日 選挙管理 委 員 会
生 涯 学 習 ・ 広報委員会

24 日 助 手業務見直 し 検討委員会
学部国際交流委員会
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3 1 日 研究科委 員 会 小 委 員 会
情報処 理 委 員会

性
5 月 8 日 学部安 全 管 理 委 員 会 組 換 え DNA実 験安 全 専 門

委 員 会

学部安全管理委員会放射性 同位元素等安全専
門 委 員 会
学部 自 己点検評価委員会
学科長会議

9 日 学部予算委員会

理 工 学研究科博士前期諜程理学部会教育委員
1』:z:;ξ 

1 0 日 理 工学研究科 博 士 前 期 課程理学部会
教授会
人事教授会
理 工学研究科博士後期課程部会

1 8 日 学部広 報 委 員 会
23 日 学部施設委員会
24 日 理 工 学研究科博士後期課程部会

国 立 1 4大学理学部事務長会議 （佐賀大学）
25 日 国 立 1 4大学理学部長会議 （佐賀大学）

学部学生 生活 委 員 会
学部安全管理委員会排水安全専 門 委 員 会

学
山町」

5 月 9 日 学部教務委員 会
1 0 日 教授会

専任教授会
理 工学研究科 博 士 前期課程 工学部会

報 第425号

1 5 日 電子広報委員会
1 6 日 工 学 教育 協 会 富 山 県 支部総会 ・ 講演会

1 8～ 1 9 日 国 立 大 学工学部長会議 ・ 総会 （島根大学）
22 日 学部入学試験検討委員会
24 日 教授会

理 工 学研究科博士 前期 課 程工学部会
理 工 学研究科博士後期課程部会

25 日 外 国 人 留 学 生 委 員 会

学部運営委員会

｜ 附 属 図 書 館 ｜
5 月 20 日 第 1 回商議会

23 日 平成 1 2年 度 国 立 大 学 附 属 図 書館事務部課長会

議 （東 京 医科歯科大学）

同酬1!／�－ 1
5 月 17 日 第 2 回運営委員会 （持 ち 回 り ）

29 日 中 部 T L O 説 明 会

｜総合側狸センター ｜
5 月 8 日 第 1 回運営 委 員 会

｜ 水素同位体科学研究セン タ ー ｜
5 月 24 日 第 1 回運営委員会 （持 ち 回 り ）

編 集 富山大学総務部企画室 〒930- 8555富山市五福3190 TEL . (076) 445 - 6029 FAX. (076) 445 - 6033 
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